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令和６年第４回南小国町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和６年１２月１０日 

於   議    場 

１．議事日程 

 開 会 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３  一般質問 

日程第４ 議案第76号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

日程第５ 議案第77号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

日程第６ 議案第78号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第７ 議案第79号 南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第80号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第９ 議案第81号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更について 

日程第10 議案第82号 令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第８号） 

日程第11 議案第83号  令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書（第

３号） 

日程第12 議案第84号 令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号） 

日程第13 議案第85号 令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第４号） 

日程第14 議案第86号 令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第３号） 

日程第15 議案第87号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第16 陳情第７号 米野菜、畜産等生産費高騰継続に対する助成についての陳情 

日程第17 陳情第８号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航

移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 

日程第18 委員長報告 付託議案陳情第６号 経済建設常任委員会 令和６年付託 

 町道田ノ原白川線改良工事についての陳情 

日程第19  議員派遣報告について 
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日程第20  議員派遣の件について 

日程第21  閉会中の継続審査について 

（総務文教常任委員会／経済建設常任委員会／議会広報調査

対策特別委員会／環境問題調査特別委員会／議会運営委員会） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（９名） 

 １番  下 城 孔志郎           ２番  北 里 桂 一 

 ３番  佐 藤   毅           ４番  森 永 一 美 

 ５番  井 野 和 哉           ６番  後 藤 六 男 

 ７番  穴 井 秀 房           ８番  穴 井 則 之 

９番  井 上 則 臣 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  松 岡   洋    会計年度任用職員  室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  朝 日 康 博    建 設 課 長  本 田 圭一郎 

                   税 務 課 長 
まちづくり課長  宮 﨑 智 博            河 本 孝 博 
                   （会計管理者兼務） 

町 民 課 長  河 津 頼 子    農 林 課 長  穴 井 康 治 

教育委員会事務局長  志 賀 美彩代    福 祉 課 長  佐 藤   淳 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） おはようございます。 

本日の出席議員は９名です。定足数に達していますので、ただいまから令和６年

第４回南小国町議会定例会を開会します。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上則臣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番、森永一美議

員、５番、井野和哉議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（井上則臣君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期につきましては、去る１１月２９日に議会運営委員会が開かれ、

本日から２０日までの１１日間とし、その間の会議日は、本日、１１日、１２日、

１９日、２０日に開くことに決定しておりますが、これに異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、会期については、そのように決定されました。 

一般質問につきましては、議会運営委員会で審議の結果、本日に決定されており

ますが、これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、一般質問の期日については、そのように決定

されました。 

なお、議会運営委員会におきまして、今定例会も一般質問をケーブルテレビにお

いて放映することに決定しております。よって、撮影のため、ケーブルテレビ関係

者の議場への入場を許可します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 一般質問 

○議長（井上則臣君） 日程第３、一般質問を行います。 

３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） ３番、佐藤です。 

通告に基づき、町の図書室、現状とこれからという内容で質問をさせていただき

ます。 
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今年１月３１日に、小国町にありました書店が閉店いたしました。小国郷で唯一

残っていた町の本屋さんでした。小国郷から書店がなくなった今、町の図書室の存

在は重要になったと思います。手軽に、身近に本に触れることのできる場所であり

ます。毎月、新刊図書の購入もされ、充実は図られているところでございます。 

そこで、質問です。今現在の利用状況、蔵書数や利用者数、貸出状況、また課題

等、図書室の現状を教えていただきたいと思います。 

それから、今後、図書室をどのような形で住民生活に位置づけ、利活用しやすい

ような展開を図っていくのか、またその計画があるのかもお尋ねいたします。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ３番、佐藤議員の御質問にお答えいたします。 

まず、現在の状況につきましては、１１月末現在、蔵書冊数は１万１,９３６冊、

貸出者数は延べ６５３名、うち大人が４８７名、子供１６６名、貸出冊数は１,３

７６冊となっております。 

佐藤議員からもありましたとおり、定期的に新刊を購入し、広報きよらを通じて

町民の方へ周知を行っているところです。今年度は現在までに１３１冊の新刊を購

入しております。町の図書室では、町民の皆さんから多くの本のリクエストをいた

だいております。本の購入時にそのリクエストを活用させていただいておりますが、

小国郷に書店がなくなったことを考慮すると、町の本屋さん的な環境整備も今後必

要になってくると考えます。 

次に、課題としては、１つ目がシステム化への検討、２つ目が図書司書の常時配

置、３つ目が施設の老朽化への対応等が上げられますが、いずれも相当の費用や時

間を要することから、社会教育委員や財政部局と十分に協議しながら、誰もが気持

ちよく利用できるような図書室づくりを進めていく必要があると考えております。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） はい。ありがとうございます。 

質問を進める前に、執行部の皆さんにちょっとお尋ねをさせてください。最近１

か月の間に図書室を利用された方、挙手をお願いします。教育長、ありがとうござ

います。今年１年間ではどうでしょうか。執行部の皆さん、利用された方。はい。

ありがとうございます。なかなか町の図書室はありますけれども、利用にはつなが

っていない現状かなというふうな思いをしております。 

私も最近です。図書室を初めて利用させていただきました。この秋をどのように

して過ごそうかなと思ったときに、読書でもしながら、その秋の夜長を過ごせたら
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いいなと思って、図書室のほうに行かせていただきました。 

今まででしたら、小国の書店のほうに月に２、３度は行って、立ち読みなり、購

入して、自分で本に触れる機会というのはあったんですけど、なくなってしまうと、

やはり本から少し距離ができてしまっている現状かなというふうに思います。今回、

町の図書室に行ってみて、本当にこのままで大丈夫かなとちょっと不安になりまし

たので、その正直な感想が今回の質問に至ったことになります。 

質問を続けます。過去の定例会において、森永議員のほうから図書室の利用促進

をということで質問がされておりました。その中で３つの問題点を挙げられて、改

善をお願いされています。１つ目が、雰囲気の問題です。入りにくい、暗い、怖い

という声があると指摘されていました。２つ目が、利用ルールが分からない人がい

るので、ケーブルテレビを利用して放送してはどうかということでした。３つ目が、

どんな本があるか分からないので、新しいほうからでも５年分ぐらいエクセルでデ

ータベース化して、情報を町のホームページ内の図書室とリンクさせてはどうかと

いう３つの提案でした。また、施設のトイレや洗面所の改修についても要望されて

おられました。 

当時の議事録を見て、回答では協議していきたいという答弁がなされていました

が、実際行ってみて、何も変わっていないような状況かなというふうに、私は感じ

ました。その後、どのような協議・対応がされてきたのか、お尋ねをしたいと思い

ます。それと、その後、図書室の利用促進において、今までどんな取組が行われて

いたのかも、併せてお尋ねをいたします。お願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 岩切教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） 佐藤議員さん、ありがとうございます。 

私のほうからは、読書活動の推進というところで、学校、そして特に司書あたり

の研修を大事にしながら進めてきているところです。本年度は、まず６月に元ＲＫ

Ｋアナウンサーの福島絵美さんをお招きして、各小学校・中学校で読み聞かせボラ

ンティアの方々が月に１回、２回と読み聞かせを各小中学校でやっておりますので、

その読み聞かせの講座というところで、実際、福島絵美さんの語りというのを間近

で聞きながら、そこでアドバイスを受けながら、読書ボランティアの方々の読み聞

かせのノウハウを学んだところです。ボランティアの方々、また保育園の先生とか、

全員で２５名ほどの方に参加していただいて、実施をしたところでした。 

また、例年お願いをしているんですけれども、県のいきいき読書アドバイザー、

吉田ひとみ先生に毎年１回来ていただいて、司書の研修をさせてもらっています。

その中では、本年度は古本市等のイベントを文化祭のときにやっていますので、読

書活動の推進としてのイベントを今後どういうふうに進めていったらいいのかとい
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うところを、一つお聞きしたい点として学ばせていただきましたし、また読書活動

の推進ということで、ほかの市町村の取組あたりを紹介をしていただいたところで

す。 

その中で、古本市が約半日間で行っていますけれども、常時、例えば役場なら役

場でも１か所、古本市のような形で「本の道の駅」とか、そういう題名でちょっと

人が来たときに、興味がある本を持って帰れるような、そういう場所もつくったら

どうかということで、教育委員会のところに設置しようというふうに、今テーブル

だけ持って来ているところです。今後、そういったところも実施していきたいなと

思っています。 

さらに、ほかの市町村の図書室というか、町の図書室とか市の図書室では、お話

し会を定例的にやっているということで、読書ボランティアの方々も各小中学校だ

けじゃなくて、その町の図書室を利用してお話し会をやってみたらどうかというこ

とですので、それをまた実践に移していきたいというところで、今後考えていると

ころです。 

学校のほうでは、司書が放送の朗読劇、これをチョビブリオというふうな名称で

放送をしながら、ちょっと興味のある本を子供たちに紹介するような、そういった

ところで司書の頑張りとして取り組んでいるところです。 

先ほど、町長さんからもありましたが、本屋さんがなくなったということで、町

の本屋さん的な取組も、ちょっと町の図書室あたりで少しずつやっていけたらなと

いうふうに思っているところです。私からは、読書活動の推進というところでお話

をさせてもらいました。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 志賀教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（志賀美彩代君） 私のほうから、過去に質問・提案のあった分

の対応について、回答させていただきたいと思います。 

まず、ケーブルテレビで図書室の雰囲気や利用方法を伝えるということについて

なんですけれども、以前、町の図書司書がケーブルテレビで本を紹介するという計

画をしていたところなんですけれども、この点については著作権関係で一旦保留と

いう形になっておりまして、実施までに至らなかったという経緯がございました。

今後もケーブルテレビ担当者と相談しながら、何らかの形でケーブルテレビを通じ

た周知ができればと考えているところです。引き続き、図書司書と一緒に進めてま

いりたいと考えております。また、ケーブルテレビの中でルールや貸出方法なども

周知していきたいと考えているところです。 

次に、直近の蔵書だけでも一覧表にして御案内ができないかということについて
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なんですけれども、今年度の新刊一覧表につきましては、現在、図書室のほうに掲

示してございますので、こちらで御確認いただけるんじゃないかなと思っておりま

す。また、新刊につきましては、広報きよらのほうに御案内しておりますので、こ

ちらのほうでも御確認いただけたらと思っているところです。 

次に、施設面、トイレ、洗面所等についてなんですけれども、現在、和式便器が

２基のうち１基を洋便器に今年度改修予定というところで進めているところです。

現在、トイレの大きさ的に共用トイレになっておりますけれども、この共用トイレ

を男女別に二分するのは難しいと思われております。ただ、コミュニティーセンタ

ーには男女共用トイレのほかに多目的トイレがございますので、この多目的トイレ

を女性も利用できるような形に御案内できないか。また、そのことを表示ができな

いかという形で検討しておりまして、このことにつきましては、指定管理者である

商工会とも協議しながら進めてまいりたいと考えているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） はい。ありがとうございます。 

読書推進においては、いろんなイベントを開いていただいて、本に触れる機会を

増やす、ここが一番大事かなと思います。私は、今回、図書室の在り方というとこ

ろで感じておりましたので、そういうことが、今後、図書室の利用拡大・促進につ

ながっていけばいいと思いますので、ぜひ教育長、どんどんいろいろなイベントを

やっていただきたいと思います。 

あと、図書室の紹介番組等に関しては、これはすぐできる話ではないかなと思い

ます。利用状況だとか、利用の仕方というものを一度作っていただいて、なかなか

利用促進につながっていない部分もありますので、ぜひそういうところは早急に取

り掛かっていただきたいと思います。 

トイレの問題に関しては、これは建物の問題ですから、当然、改修するには時間

もかかりますし、費用もかかりますけれども、あそこはやっぱり多目的トイレ、先

ほど言いましたように、多目的トイレがありますので、利用の仕方でもう全然改善

できると思いますので、そこはもう早急に今すぐでもというか、明日以降にでも協

議していただいて、進めていただきたいと思います。 

次に移ります。本の購入について少しお尋ねをします。希望図書の申込書を入れ

る箱が図書室の中にありました。読みたい本があった場合に、希望を書き入れるも

のだと思います。新刊も今年１３１冊を購入されていますが、実際その中で、この

１年間でどれだけの希望申込書が出され、どれぐらいの割合でその購入、貸出しに

至っているのか教えていただければと思います。 
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それと、全国的に書店の減少が続いている中で、民間が運営する図書館で本の販

売をする実証実験が始まるという新聞記事がありました。図書館を活性化させ、地

域の交流拠点になることを目指し、図書館商店のイメージだそうです。図書館の貸

出窓口とは別に、購入用の窓口を設けて、図書館の利便性を向上させ、地域の人が

本に親しむ機会を増やすことが狙いということでございました。県内においても、

書店のない自治体が２１自治体、県全体で４６.７％になるそうです。今、この地

域から書店がなくなった今、こういう対応も必要ではないかと思いますけれども、

町の図書室で、町の本屋さん的な対応ができないのかお尋ねをいたします。 

お願いします。 

○議長（井上則臣君） 志賀教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（志賀美彩代君） まず、リクエスト数と、そのリクエストに対

してどれだけ要望に応じているかという点について、回答させていただきたいと思

います。 

現在、新刊として購入している本につきましては、すべて本のリクエストから選

書したものを予算の範囲内で購入している状況です。町民の皆さまが読んでみたい

本がありましたら、ぜひこの図書室の本のリクエストを御利用いただくことで、購

入のほうに結び付けられると思いますので、ぜひこの本のリクエストを御活用いた

だけたらと思っております。また、この本のリクエストを利用することで、町の本

屋さんの役割の一部を担っているのではないかなと思っているところです。 

次に、図書室で本を購入・販売という点なんですけれども、こちらの点について

は、今現在の図書室でそのような機能がもてるかどうかにつきまして、また教育委

員会、それから図書室のほうと検討を進めていかなければならないかと思いますの

で、こういった機能がもてるか否かにつきましても、検討させて、調べさせていた

だきたいと思っているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） はい。ありがとうございます。 

新刊のうち１３１冊すべてリクエストによって購入されている。ぜひ、こういう

ことは町民の方にもっとアピールすべき部分だと、私は思います。ですから、やっ

ぱりケーブルテレビ等を早くこの番組を使って、もし読みたい本があるならば、購

入せずとも町のほうで可能な限り買いますよと、対応しますよということを伝えて

いただきたいと思います。 

実際、その購入への対応ということであれば、今から少し質問も進めますけど、

人の問題だとか、いろいろ出てくるとは思いますけれども、可能性を探っていただ
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いて、ぜひ検討をしていただきたいと。自分のものにしたいという方もおられるで

しょうし、今デジタル化が進んでネットで読まれる方もおられるかも知れませんけ

れども、どうしても高齢者さんとか、自宅にインターネットがなければデジタル書

籍とかいうところも難しいでしょうから、そういうところで本の温度はありません

けど、でもあの温もりというのはやっぱり大事にされている方もおられると思うの

で、ぜひその辺も含めて対応していただきたいと思います。検討していただきたい

と思いますので、お願いいたします。 

また、質問を続けます。人の配置の問題です。私が本を借りに行ったとき、金曜

日でした。職員さんは不在でした。不在の曜日があるのは答弁の中の課題の一つに

も挙げられております。その日は気温が低い午前中で、図書室が板張りです。暖房

も入ってなくて、寒くて足も冷たくなります。さっさと本を借りて帰りました。こ

んな状況で、町民が本当皆さん図書室を利用したいのかな、するのかなと、正直感

じたところです。やっぱり職員さんがいない、置かない、本当に大丈夫なのかなと

改めて感じたところです。 

これもまた、以前、森永議員の質問のときにありました。読書の意欲をどう喚起

するかという質問において、教育長の発言で、図書室に人がいることが一番の決め

手、本を借りたいと思わなくても、話をすることで借りようかなという気持ちにな

るというふうに話されていました。小中学校においては、司書の配置により、読書

量が増えてきている状況も話されておられました。 

人出不足が叫ばれている今ですけれども、資格を持たない方でも誰かがいる状況

をつくるべきだと、私は正直思います。あまりにも無防備で、本の盗難の恐れや、

個人情報が保護されていない状況を見て、やっぱり心配になりました。本当にこの

状況でいいのかと、このままでいいのかと。早急に改善策を考えるべきだと思いま

す。求人をかけるなり、仕事コンビニを利用して職員を配置するなり、いろいろな

方法で誰かしら置くような対応をすべきだと思います。 

それと、もう一つ課題に上がっていた図書管理のシステム化です。図書の貸出し

管理や蔵書の管理がアナログで、昭和の時代そのままの状況が続いております。早

急にシステム化に取り組んで、利用促進等につなげられるようにすべきと思います

けれども、この人の配置、システム化、なぜできないのか、それともやらないのか、

その理由を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（井上則臣君） 志賀教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（志賀美彩代君） 図書システムの導入、それから人の配置につ

いてなんですけれども、こちらについては以前から町のほうと協議をしたこともあ

った経緯もございますけれども、どうしても町の現在の利用状況等を考慮した場合
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に、なかなか導入するのが厳しい状態、また人の配置についても同じような状態で

はございました。今現在、図書司書の配置については、現在、週４日を配置してい

るところです。以前に比べると、１日増えたところですけれども、理想としては週

７日すべてに司書が配置されることが理想だとは考えているところです。 

また、人員配置を含めた環境整備につきましては、今後、財政部局等と十分に協

議を進めながら、利用状況と費用対効果だけの議論ではなくて、情報の適正管理で

すとか、読書が図書室にもたらす効果についても議論しながら、誰もが気持ちよく

利用できるような図書室づくりに向けて進めていければと考えておりますので、今

後、財政部局と相談していきながら、システムの導入、それから人員の配置につい

ては検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 図書室の運営となると、当然、利益をそう生むものでもありま

せん。その結果が今、町から書店がなくなっている状況ではないか、それを見れば

分かるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりこのまま無人の状態が継続する

現状においては、今は何も起きてはいないかも知れませんけど、本の盗難や貸出カ

ードからの個人情報の漏洩というリスクはしっかりというか、あります。また、そ

の購入した本というのは、町の備品、資産でもあります。適切に管理できる状況を

つくるべきです。私は思います。 

町の図書室というのは、住民生活、大多数の住民とは言いませんけれども、やは

りその住民生活の中には必要ですし、生涯学習という観点から取り上げてもそうで

す。また、子供の教育環境等においても、大変重要な場所、存在じゃないかなと、

私は思います。費用をかけたから、すぐ効果が出るとか、結果が出るとか、そうい

うものではありませんが、町の魅力アップや町の将来・未来、人の育成等を考えれ

ば、今手を打って改善を図るときだと、私は思います。 

町全体の問題として捉えるべきだと思いますけれども、お願いとして次年度の予

算対応で、この分、システム化と人員配置に対する予算措置をぜひしていただきた

いと思いますけれども、町長、総務課長、この辺、予算化いかがでしょうか。御意

見を聞かせていただければと思いますけれども。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。御質問、ありがとうございます。 

今のお話を聞いて、確かに費用対効果等で片付ける問題ではないと、町の未来、

子供の未来、そういうものも教育も関わってくるものでございます。来年度、それ

をすぐに上げるかというのは、帰って検討はしなければならないとは思いますし、
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今、ＪＡ跡地の検討委員会等も開いております。そこに図書館の話等も出てくると

は思います。そういうところで考えていくというのも含めながら、少し考えていき

たいとは思っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） システムは場所を選びませんので、図書館が新しくできようが、

今ある部分においてもシステムは稼働しますので、次年度以降、次年度、ＪＡの跡

地は町の総合計画では令和１０年度ぐらいにしか完成しませんし、そこに図書館が

できるともまだ決まってはいませんので、システム化は今すぐというか、もう次年

度、即やっていただきたい。人の配置もそうです。私はそう思いますけれども、そ

こはまたしっかり教育委員会と総務課、財政と町長と話をして予算化していただき

たいと思います。 

そういうところで、今後の図書室の在り方について質問を進めます。菊池市でス

ローデイ菊池といって、読書をしながらゆっくりと１日を過ごすイベントが開催さ

れたそうです。先ほど教育長からも言われたように、本に触れる機会を増やされて

いるんですね。市の図書館の協力の下、会場に設けられた野外図書館で司書が選ん

だ様々な分野の約１,０００冊を並べて、音楽を流しながら絵本の読み聞かせや飲

食店の出展もあり、コーヒー片手に読書をする姿もあったそうです。参加者の声と

して、野外で本を読むことがないので、いつもと違っていいと、音楽も流れて落ち

着く雰囲気でということで紹介をされていました。こういうイベントを通して、本

に親しむ機会を増やす、私は大切なことかなというふうに思います。誰もが気持ち

よく、また利用できる環境整備も大事になってくるかなと思います。 

これから、町の図書館、どうしていきましょうか。今のままじゃ、やっぱり利用

促進にはなかなかつながらないのかなというふうに思います。やはり町民生活にお

いて、何かにつけて本とつながりをもつような、接点がもてるような形にしなけれ

ばいけないのかなと。ただ図書室をあそこに置いてありますよ、本がありますよと

いうことじゃなくて、いろんな場面において本が身近にある、そういう本が身近に

感じられるような取組が必要ではないかなというふうに思ったところでございます。

例えば、妊娠、子ども・子育て支援と本だとか、シニア、老後生活と本だとか、ま

た余暇、休日に本だとか、もっと言うならば、観光と本などと、何かいろんな生活

場面とを結びつけながら、今後の図書室の在り方を見直していく必要があるのでは

ないかなというふうに思っているところでございます。これを教育委員会だけで考

えるのはなかなか難しいでしょうから、広く意見や要望を取り入れて、考えて見直

していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 
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そこで、図書室の利用や本との関わりに関して、住民生活に関係が深い町民課、

福祉課、何か御意見がございましたら、課長、御意見をお願いいたしたいと思いま

すけど、お願いします。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 御質問、ありがとうございます。 

現在、育児の中で、親子で本に親しんでいただけたらと、ブックスタートとして、

子育て支援広場ぬくもりのスタッフが、６・７か月児健診時に絵本のプレゼントと

読み聞かせを行っております。民生委員、児童委員さんが、こんにちは赤ちゃん訪

問で、母子保健推進員さんと一緒に、絵本を持って家庭訪問をされています。また、

地域おこし協力隊の東さんが、絵本の時間という場の開催をされております。今年

は一度参加させていただくことができ、子育て中の御家族や絵本が好きな方々と、

ほっとする素敵な交流をもつことができました。今後、この経験を子育て施策の中

でのほっとできる居場所づくりに生かしていけたらと考えております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 文化祭のときに、古本市をやっておりますけれども、その

中でも結構、シニア世代の方、多く来られております。高齢になるにつれまして、

発症のリスクが高まる認知症がございますけれども、そのリスクの軽減策として活

字を読んだりするということは脳の活性化につながって、非常に効果的だというこ

とでもございます。また、別の目線で、図書室に出向く機会であったり、そこでの

地域の人との交流、そういった部分も活性化の一つの方法といえると考えておりま

す。シニア世代の方にとりましても、図書、そして多世代の方との交流ができる図

書室というものの存在が暮らしの中では十分必要なものだと考えております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） はい。ありがとうございます。 

なかなかむちゃ振りなところがあったかも知れませんけど、ありがとうございま

す。親切丁寧に対応いただきまして、ありがとうございます。 

やはり、その図書館を利用促進するに当たっては、やっぱりいろんな世代、各世

代何かにつけてつながりをもって巻き込んでいかないと、あの場所にある図書室が

利用される状況というのはなかなか使いにくい、使われにくいのかなというふうに

思いますので、今後、何か施策する部分において、一つ頭の中に図書室で本かとい

うような思いをもって取り組んでいただければと思います。 

そういう質問だとか、回答を頭の中でいろいろとぐるぐると、ない頭をフル回転
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して、今後やっぱり町の図書室、どうしたらいいのかなということを、私なりにも

考えました。あの場所で、何日間か通いまして、いろいろとああじゃない、こうじ

ゃないとか、自分の中で思いをめぐらせました。ただ、どうしてもあの場所では、

自分の中でこういうイベントをしたらどうかなとか思っていても、ああ狭いな、暗

いなとか、ゆっくりできる状況じゃねえなあというような思いをしたところです。

施設の老朽化への対応ということも課題に上がっていました。 

また、ここで例のごとく勝手な提案をさせていただきます。何かというと、図書

分室みたいな形で、あそこだけに本を置くのではなくて、いろんなところに本が置

けないかなと。そして、いろんな形で触れ合う環境をつくれないかなということで

す。具体的には、福祉課長が頭を悩まされている旧グループホーム森園です。これ

を活用できないかなと。あの場所は、非常に日当たりも良くて、庭もあります。テ

ラスもあって開放的な感じがします。そこに一部蔵書を移動して、町の図書室分室

として子育て支援ぬくもりの活動や、先ほども言われたように、子育て応援の部分

とシニア世代の憩いの場、認知症対策で本を読むだとか、そういうもっと言うなら、

あるいは子ども放課後デイなんかができたりすればいいのかなというふうな考えを

しました。そこはある一例です。あそこの施設の中にはキッチンもありますし、ト

イレもありますので、少し誰かが運営してくれるのであるならば、飲食ができるよ

うな形をとるのも、また違った形で本と親しむ場所になるのかなと思います。 

もっと言うならば、地域にある公民館等、こういうところに本を置いて、町民の

方が身近に気軽に本に触れられるような場所をつくってはいかがかなというふうに

思いました。 

これの発想に至ったのは、この間、議員勉強会のときに町の職員さんが行かれた

海士町の研修報告を議会のほうで聞かせていただいたときに、海士町では地区の公

共施設を図書分館と位置づけて整備して、ネットワーク化することで、島全体を一

つの図書館という構想で実行されていると。すばらしい考えだなというふうにちょ

っと思ったところです。 

この図書分室という考え、どうでしょうか。御意見を聞かせていただければと思

いますし、また併せて福祉課長にも森園の活用について御意見を聞かせていただき

たいと思います。お願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 志賀教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（志賀美彩代君） 海士町のような、島全体を図書館と見立てる

ような取組については、本当に私も見させていただいたんですけれども、すばらし

い取組だなとは思ったところです。ただ、現状では、本町、今のところ、そういっ

た取組については考えてはおりません。ただ、町民の方々への読書活動の推進と地
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域のつながりという点では、活用できる取組なのではないかなと思っているところ

です。 

また、海士町の取組については、町の図書司書とかにも情報等を提供することで、

こういった取組、こういった普及活動があるということの周知も併せて行っていき

たいなと考えているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 貴重な御提案、ありがとうございます。 

場所を移転してというところで、森園を提案いただきました。今現在のコミュニ

ティーセンター自体がやっぱり最初、入りから段差がある、また中に入って図書室

に行くまで階段ということです。中に入りますと、今度、通路幅が書棚で狭くなっ

ておりまして、身体機能が低下した高齢者であったり、何らかの障害がある方にと

りましては、非常に使いづらいというのは、これはもう否めない状況でございます。 

そんな中で、現在、旧グループホーム森園につきましては、利活用について模索

しておるところでございます。子供から高齢者まで幅広い世代への福祉的役割とし

て、図書の関わり、これはもう大変望ましいものだと思っております。御提案いた

だいた内容につきまして、こちらとして十分参考にさせていただきながら、可能な

範囲で福祉向上に役立てていきたいと考えております。ありがとうございます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） はい。ありがとうございます。 

３年前、森永議員が、この図書の話で質問をされまして３年です。何も進んでい

ないのかなというのが正直な現状。ここからスタートでも構わないと思いますので、

ぜひこの町の図書室、どういうふうに町に落とし込んで、住民生活、そういう部分

で関わりが深くなるように、ぜひ改善をしていただきたい。そのために、私が提案

した分室というのもそうです。そのためには、当然、システム化が必要になってく

ると思います。在庫管理、蔵書管理だとか、そういうことができなければ、よそに

動かしてもまた盗難、紛失、そういうふうになってくるので、そういうこのシステ

ム自体が図書室を動かす１丁目１番地かなと思っているところなので、ぜひここを

次年度、令和７年度に予算化していただいて、改善ができるようにお願いしたいと

思います。 

もっと言うなら、やっぱり本に触れる機会を多く作って、図書室の充実、利用促

進につなげていただきたいと思います。先ほども言いましたように、ＪＡ跡地のほ

うでも図書館を望む声が上位にあるというのは、私も承知しておるところです。た

だ、先ほども何回もになりますけど、まだ決まっていませんし、いつ造れるかも、
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造るにしてもいつ完成するかも分からない状況において、今ある施設をいかに利用

して、町民の希望や要望をかなえていくかということが大事かなと、私は考えます。

職員の皆さんに任せるつもりはありません。議会議員、町民を含めて、いろんな知

恵を出しながら、より良いまちづくりのために私も努力したいと思いますので、こ

の図書室というのは一つの課題解決に向けて動き出した、今日から動き出したのか

なと思いますので、ぜひ実行して良い図書館にしていきましょう。 

これで、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（井上則臣君） 休憩に入ります。１１時から再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） それでは、７番、穴井でございます。 

私のほうからは、茨城県の境町の研修をどう町政に生かすのかということで御質

問したいと思っております。 

先日より、議会の研修で茨城県の境町を訪問いたしまして、町政等に関し大変感

銘を受けてきたところでございます。また、境町には、町長や町の職員さんも研修

に行っていると聞いておりますので、既にもう対応されていることもあるかと思い

ますが、考え方を確認させていただきたいと思っております。 

境町では、様々な事業をさかいまちづくり公社と一緒になって、スピーディーに

行っておられました。その中でモバイル建築協会を中心に、大規模災害や各種地方

創生事業に対応するために、モバイル建築の開発をされておられました。今後、南

海トラフ地震をはじめ、多くの大規模災害の発生が予想されます。それらの大規模

災害への対応として、南小国町には豊富な木材等の材料があり、これをモバイル建

築に生かすことが大変有用なことではないかと考えております。 

また、この工法は特別な基礎を要しないことから、施工が比較的簡単にでき、移

動可能なものでございます。当町で作成して備蓄・販売することも可能となります。

災害をチャンスに捉えるべきではないかとは思うところでございますが、ほかの地

区にない、こういう木材とかを活かして、まちづくりに生かしていくことも必要な

ことではないかと思っております。 

町の主産物の木材価格も低調に推移しておりまして、建築資材の高騰で住宅の着

工件数も減っていることから、何らかの対策が早期に必要と思われる中、このモバ
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イル建築作成を町で推進し、必要とする、南海トラフの場合は太平洋側の自治体等

に販売することや、普段は町には空いた土地が大分、原野等がございまして、キャ

ンプ等、またグランピング等の施設として貸し出しておいて、備蓄という考えで持

っておいて、必要なときには大規模災害への対応というようなことも考えられるか

と思っております。 

町長から、以前にモバイル建築に対する考えを議会のほうに、議員控室でですか

ね、説明いただいたことがあるかと思っておりますし、南小国町もモバイル建築協

会の会員になっているということでございましたので、今後の地方創生事業の中核

になるものと考えます。災害が迫る今こそ、早急な対策が対応が望まれます。今後、

どのように施策に反映していくのかをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ７番議員の御質問にお答えをいたします。 

議員の皆さまも茨城県境町に研修に行かれているので、説明する必要はないかと

思いますが、モバイル建築とは、工場で製造するといった形態のもので、ユニット

を作製するには特別な資格などを必要とせず、完成した建築ユニットをユニット単

位でトラック等に積載し輸送することで、迅速に建設することができます。また、

建設後も建物自体を解体せずに、ユニット単位で基礎から分離・輸送し、何度でも

設置・再利用が可能なため、経済性も高く、応急仮設住宅など、災害対応や木材を

利用し製造するため、産業振興にもつながるといった２つの利点があると考えます。 

このモバイル建築の取組を進めている一般社団法人日本モバイル建築協会では、

モバイル建築を災害救助法上の応急住宅として活用する仕組みづくりに取り組んで

おられます。災害はいつ発生するか分からず、発生後に応急仮設住宅の建設に取り

掛かるにしても、完成まで時間を要するため、平時においてモバイル建築を住宅以

外の用途で利用しつつ、災害発生時には被災地に輸送・施設し、応急仮設住宅など

の災害対応に転用する社会的備蓄を増やす取組です。 

現在、本町において、モバイル建築協会の会員には登録しておりますが、さらに

災害時などの協定締結を検討しており、協定を締結することで災害時に協会や全国

の会員である自治体などからモバイル建築物を貸与していただくことも可能となり

ます。また、逆にこちらがモバイル建築物を保有している場合は、貸与要請がある

可能性もあります。今後も引き続き協議を行い、災害時の貸与手続の流れ、建築物

の移動、再設置時の業者の選定方法等の確認を進めていきたいと考えております。 

一方、本町におけるモバイル建築物の利活用に関しては、キッチンカーやコワー

キングスペースといった活用法があるかと思います。まずは、１棟をモバイル建築
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で建設し、その有用性などを皆さんに知っていただきながら、少しずつでも整備し

ていければと考えております。そのためには、本町の中でモバイル建築の製造や販

売ができるような仕組みづくりが必要です。現在、集落支援員の三舛氏が小国杉を

使ったモバイル建築の製造等を模索しておられますので、その状況を踏まえながら、

関係する事業者等の協力が得られるよう、体制づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） ありがとうございます。 

まず、試作的なもので１棟造ってみるということで、考えておられるということ

でよろしいでしょうか。うちのほうに材料が、これだけ木材がある南小国町という

ことでございます。別の意味になりますけど、まちづくりの基本にはその町に特徴

のあるものをなるべく生かして、それを早期に使ってやっていくことも大切だと思

っております。今、三舛さんのほうで試作をしておるというような段階かと思いま

すが、なるべく早くこれを生かしていくということを進めていただきたいと。その

三舛さんのほうには、町のほうが何か設計を進めるに当たって、町からはどういう

何か提案とか、そういうものをしておるかとは思いますが、いつまでにその試作等

が出来上がるというようなことを考えておられますでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 御質問、ありがとうございます。 

現段階では、三舛氏のほうと、今調整を行っているのは資材倉庫というか、現在、

旧星和小学校のほうに置いてありますショップボット、あちらのほうをこちらのほ

うに移設できないかといったところを検討しております。その上で、どうしてもそ

れを置く倉庫等が必要かと考えているところでございます。それについて、現段階

では設計に入る前の段階でございます。そもそもが、まずどうしてもこれが新しい、

モバイル建築の新しい取組となっておりますので、一定した基準の設計単価とかが、

正直なところございません。そういった部分からのまず今積み上げ、試算等を行っ

ている状況でございます。また併せまして、小国杉を活用した施工方法等の確立を

今準備しているような状況でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 状況は分かりましたが、私が聞きたいのは大体いつ頃からそれ

ができるのかということでございます。町の施策というのは時間がかかるというの

は考えておりますが、事業計画があるなら、スピードをもってやることも大切では
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ないかと考えます。これは別の話でございますが、例えば庁舎のエネルギー問題に

つきましても、もう職員が話し合っているとかいうことをよく何回も聞かせていた

だいておりますが、話合いが始まってからもう２、３年になるのではないかと考え

ております。電気代もその間に相当かさんできておるのではないでしょうか。今回、

電気代も高騰したままでございますので、そのための庁舎のエネルギー対策という

こともあるので、私のほうも議会のほうで聞かせていただきましたが、もうそれか

らでも１年たっております。何か補助事業を選ぶというようなことを回答としては

いただきましたけれども、それが遅々として進まないような状況を、ちょっとそれ

ではいけないのではないかなというふうに思っております。 

今回、境町のほうに行ったときにも、スピードということが自治体には大事なん

じゃないかなということを言われておりました。今回、今、モバイル建築にしまし

ても、災害がいつ起きるか分からない状況というのは、もう国のほうでもずっと言

っておりますし、そういう中でまたモバイル建築協会さんはもう既に形とか、いろ

んなものを造っておられます。それをわざわざ南小国で新しく成果をつくっていく

必要はないんじゃなかろうか。向こうのほうから会員になっておるなら、向こうの

ほうからシステムなり、設計なりは、大体のことはいただけると思いますし、そん

なに時間のかかるような品物ではないと思っております。例えばツーバイフォーの

建築と様式はほとんど変わりませんし、そのブロックを作り、基礎はもう丸太杭の

上に乗せていくというような、大変簡便な方法でできるというのがこのモバイル建

築の売りではないかと思っております。それをわざわざ難しく難しく造っていく、

この必要があるのかなというふうに考えておりますが、今設計しておるとか、いろ

んなことを聞きましたが、いつまでに大体できる予定であるかを、私はお聞きした

いと思います。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） いつと言われますと、申し訳ありません、明言はできない

部分が少しございます。どうしても町が発注する以上、まずは入札ということにな

れば、公共性というか、その単価基準等の証明をどうしてもしなければならないか

と考えております。また、建築する以上は、安全面等の一定の基準、もちろんそう

いった部分の確認も行った上での施行というか、施策の展開というふうに考えてお

ります。そういった部分を突き詰めていく場合で、どうしても時間を要している部

分かと考えております。できれば、令和７年のほうに計上できればと考えていると

ころで、今準備はしているところです。当初には、申し訳ありません、もう間に合

わないかと考えております。できれば、補正等の途中で計上できていけたらと考え

てはおります。 
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ただ、協会のほうにも少しお尋ねをさせていただいたんですが、その設計の基準

等が各業者によって大分違っているような状況というところを今聞いております。

各社での基準を設定されているようでして、統一基準というのがあまりないといっ

た情報でお聞きしているところです。ですので、議員もおっしゃったように、本町

での基準といった形を設定をすべきかなとは思っているところではございますので、

その辺りで少し苦慮しているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） はい。ありがとうございます。 

今の回答の中に、町は発注して、それを造るんだというようなことがございまし

た。このモバイル建築の施工に当たりましては、どちらか町から、私の理想という

のは、もう町のほうで造って、原野等に備蓄していく。それか、または必要とする

自治体さんに直接売り込んでいくというような考えのほうが、安さが出てくると思

うんですね。災害時には、多くの自治体が必要とするものであると思いますし、今、

輪島のほうにも大分造って持って行っているというようなことをお聞きしてきたと

ころでございます。 

それで、これを町の業者さんあたりに造ってもらうなら、町が発注するという考

えよりも、何かもう少し町のほうが入って、ストックあたりを考えると、一般の業

者さんに持ってもらうというのは難しいところがあるかと思います。町のその辺り

の考えのほうを煮詰めるなら時間がかかるのは構いませんが、先ほど農林課長の説

明によりますと、各社基準が違うとか、そういうことでございましたが、モバイル

建築というのはそういうものじゃなくて、各社基準は違っても、本当に簡単にでき

るから、モバイル建築協会さんのいう仕様というのが出来上がってきておる、それ

が各社違ってもいいんですよということが一番大事なところではないかと思います。

ですから、南小国産のモバイル建築はどういうものという簡単な、単純に言います

と、ツーバイフォーの考え方ですので、それが幾つも出来上がれば、それでくっつ

けていくというぐらいの考えでいいかと思いますので、あまりその仕様自体を南小

国独自の仕様を作る必要もないと思いますし、これは時間との勝負で、いつ起こる

災害にも対応できるように、なるべく早く造るというのが一番重要なことではない

かなと思いますので、来年から予算化していくんだということでございますが、ま

ずその前に町が１棟発注するだけじゃ、町の木材の利用にもそんなに意味があるも

のではないと思いますので、まずそのモバイル建築を造る町の基本的な考え方、こ

れをもう少し煮詰めていただけたらと思いますが、町長、このあたりはいかがでし

ょうか。 
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○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ちょっとすみません。詳細に関して、私のほうもどういうふう

な進め方でモバイル建築協会とやり取りをしながら進めているのかといったところ

まで把握しておりませんので、ちょっと明言できることはないので、また何かあれ

ば補足をしていただきたいんですけれども、こちらとしてもまずは早く１棟という

ものを造りながら、そういった南小国でどういった形ができるのかといったところ

を、まずは模索していき、そしてそのモバイル建築という建物のどういう機能性を

もった、どういうものなのかといったところを、まずは住民の方々に知っていただ

くというのが、何よりも大切なのではないかなと思っておりますし、またそれをい

かに横展開をしていきながら、備蓄を増やしていくのかといったところが大切なと

ころであろうというふうに考えております。もちろん、そこで小国杉といったもの

をしっかりと有効的に使う、活用する、そういった大きな一つの手段になり得るも

のだというふうに認識はしておりますので、そういったところの引っかかっている

壁というか、ハードルというか、そういったところをクリアしながら、少しでも早

く何かそういった一つ物を作り上げれるような段取りをしていきたいというふうに

思います。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） はい。ありがとうございます。 

１棟とりあえず造って、町民の方々にこういう品物である、これがどう町として

考えるかというのを考えていくということでございまして、それならば納得できる

ものとなるかと思います。ただし、その後、どういう形で、先ほども言いましたが、

ストックを持つ場合に民間の会社でありますと、これは非常に厳しい部分が出てく

るかと思うところもありますし、何らかの形で町が関わっていく必要があるかと思

っております。 

それから、境町のほうでは、そういうことで造ったモバイル建築を大きく広げて

いったところで、建物を造りまして、これを賃貸する形で、賃貸することで初期投

資を少なくして、ほかの事業に展開しておりました。賃貸することで、多くの企業

の誘致ができておるというようなこともございました。南小国として、災害時だけ

ではなく、そういった店舗という考えで賃貸をすることで、ほかの企業の誘致とい

うことも考えられるかと思いますが、そういう考えももっていただけたらと思いま

すので、併せて検討をお願いしたいと思いますが、これについてはどう考えられま

すでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 賃貸物件というものが、すみません、私が考えている賃貸物件
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なのか、ちょっとよく分かりませんけど、そのユニットを組み合わせて２階建てに

してとか、そういったところで、例えば事務所みたいな感じでの賃貸ということの

理解でよろしいですか。じゃなくて、単体で何かしらカフェだったりとか、そうい

ったところに対する賃貸ということの理解でよろしいでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） はい。双方あると思うんですよね。賃貸の決めたものとして、

個人用の町営住宅、単独の老人の方の賃貸住宅とか、それから例えば１戸であった

ら小さいカフェとか、つなげればある程度のレストランの形もできると思いますし、

いろんな展開が考えられると思うんです。とにかく初期投資が少ないということで、

境町の場合は都心に近いということもありまして、大きく誘致ができておるという

こともございましたが、南小国におきましても、ほかの企業の進出、大きな工場等

の進出は望めないと思います、こういう地形ですから。観光的なものの使い方が一

番いいのではないかと思いますが、その場合に町としてもそんなにお金をかけなく

ていい。それで、基礎についてはちょっと考えを、その場合は改めなければならな

いかと思いますけれども、そういういろんな使い方ができるというのが、このメリ

ットじゃないかと思います。それも、少しは安価にできるというふうに考えており

ます。その辺りを考えて、仕事場を持ってきたい人は大分、私たちにも話が来ると

ころがございますが、場所がないというのが一番大きくあります。黒川の住宅問題

につきましても、こういう場所がないというようなことで、森林を切って、南小国

の山がたくさんありますので、場所を決めて、町としてそこをまた住宅用地に開発

するとか、いろんな展開ができると思いますので、その材料もモバイル建築に使う、

そして空いたところに建物を造っていくとか、そのくらいのちょっと余裕のある展

開も今後は必要ではないかと思っております。この前からいろんな話で、農地を削

減して住宅地にしてくれないかとかいう御意見もよく聞きますけれども、とりあえ

ず農地の場合、林地もいろんな制約がかかるとは思いますけれども、比較的、農地

よりも林地のほうが使いやすいというようなことはあるかと思いますので、その辺

りを含めたところで、いろんな施策を早く考えていただけないかなというようなつ

もりでおります。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 賃貸で貸し出すことによって、初期投資の費用負担の軽減とい

ったところにもつながりますし、そういったキッチンカーだったりとか、グランピ

ングだったりとか、そういったところの事務所的な部分でも多分使えるようなもの

でもあろうかというふうに思いますので、いずれにしても、今後、まずは１棟造っ

てみながら、それをいかに幅を広げていくのかというか、汎用性を広げていくのか
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というところがやっぱりまずは課題だというふうに思っておりますので、そういっ

た賃貸を取り入れた手法というものは私も当然考えていくべきところであろうかと

いうふうに考えておりますし、その備蓄しているものがいずれ有事の際にはよその

自治体にとか、よそからうちの自治体にとか、そういったふうにつながっていくも

のというふうに考えておりますので、そういった賃貸で貸し出すということも十分

考えられるのではないかというふうに思っております。 

○議長（井上則臣君） 穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） ありがとうございます。 

先ほども申しましたが、木材価格の低迷は続いております。それから、いろいろ

な価格高騰で住宅の着工戸数も減っておるというような中でございますので、なる

べく早期にこのモバイル建築、町長もいいというお気持ちでおられると思いますの

で、町のほうで展開する施策というのを早めに打ち出してもらえないかというふう

に考えております。 

以上をもちまして、私の質問とさせていただきます。 

○議長（井上則臣君） これにて、７番、穴井秀房議員の一般質問を終了します。 

引き続きまして、４番、森永一美議員。 

○４番（森永一美君） ４番、森永です。 

通告に基づきまして、質問させていただきます。 

ＤＸの推進についてということでお尋ねをいたします。ＤＸといいますと、デジ

タルトランスフォーメーションの略でございます。このＤＸというのは、デジタル

技術を活用して、仕事や暮らしをもっと便利で効率的にし、新しい価値を生み出す

という取組を指します。 

近年、日本の国全体でもＤＸの推進は重要な政策課題と位置づけられております。

２０２１年の９月には、デジタル社会形成基本法というデジタル社会の実現に向け

た法律が新たに制定されております。社会全体でデジタル技術を活用し、行政、経

済、社会を効率化しつつ、誰もがその恩恵を享受できる社会の構築を目指している

ところです。 

また、同日にはデジタル庁も発足しております。デジタル庁では、行政サービス

のデジタル化、地方自治体のデジタル推進支援、マイナンバーカードの普及促進な

どを重点的に進められており、デジタル社会の実現を推進されております。 

しかし、今年の６月に発表されました世界デジタル競争力ランキング２０２４と

いう国際経営開発研究所が公表しているランキングによりますと、日本は３８位と

過去最低のランキングでした。このランキングは世界の６７の国と地域を対象とし

ており、国際的にみると日本の現状はまだまだといえるかと思います。 
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一方、本町に目を向けますと、町の公式ＬＩＮＥの開設や、学校教育の現場での

１人１台タブレットを導入した教育環境の整備、また今年度からは保育園の連絡帳

アプリの導入など、デジタルを有効的に活用されている分野もあります。いずれも

効果的な使い方がされており、利用者にとって非常に満足度の高いサービスだと感

じております。 

ＤＸの真の価値というのは、町全体でのデジタル技術の活用を通じて、住民や事

業者、行政全体がその恩恵を享受できる仕組みをつくることにあると思っています。

本町では、今後、少子高齢化や生産年齢の人口の減少が進むと予測されております。

予想されるとおりの人口を抱えた状態では、行政運営や住民サービスの維持がこれ

まで以上に困難になってくるのではないでしょうか。地域課題を解決し、住民の生

活の質を向上させるためにも、ＤＸの推進は欠かせない取組であり、住民一人一人

の生活を豊かにする可能性を秘めていると思っております。今後、さらに幅広い分

野でのデジタル技術の活用を体系的に進めることが必要ではないでしょうか。 

町として、今後どのようにＤＸを推進されるのか、具体的な政策展開の計画があ

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ４番議員の御質問にお答えをいたします。 

国内の地方自治体におけるＤＸ、いわゆるデジタルトランスフォーメーション、

業務のデジタル化については、民間に比べ遅れており、デジタル庁が中心となり自

治体基幹業務システムの標準化・共通化をはじめ、行政各種業務のデジタル化する

際のデジタル田園都市国家構想交付金等の支援制度創設など、各地方自治体で進捗

に差はあるものの、取組が進められています。 

本町の自治体ＤＸについては、コンビニ交付やコンビニ収納、多言語対応翻訳モ

ニターシステム、保育園の連絡帳アプリを既に導入し、書かない窓口、いわゆるス

マート窓口というものですけれども、こちらのほうを本年度中の導入に向け準備を

進めているところです。 

しかしながら、本町の行政業務の根幹をなす基幹業務システムの標準化・共通化

が完了しないことには、他の業務における自治体ＤＸ、デジタル化のさらなる取組

を手掛けることができない側面もあります。 

また、行政業務の自治体ＤＸ、デジタル化を行う上で、第１は町民の利便性向上

が目的となりますが、同時に庁舎内の業務効率化も図る必要もあるため、総合的・

一体的な取組を行うことが有効であると考えます。 

よって、まずは基幹業務システムの標準化・共通化に注力させていただき、この

業務が完了した後に、デジタル化できる業務から取り組んでまいりたいと考えてお
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ります。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） ありがとうございます。 

先ほどのお話にもありましたけれども、今年度、保育園の連絡帳アプリというの

が導入されております。これは私自身も毎日のように使わせていただいていますけ

れども、やはり本町におけるＤＸの最たる事例かなというふうに感じています。非

常に利便性が高いものとなっております。 

例えば、子供さんってよく熱を出したり、体調を崩したりしますけれども、その

際に保育園を欠席しますといった際も、以前でしたら、電話連絡のみでしたので、

しかも電話連絡も給食を作り始める前の９時までにはなるべく連絡を入れるように

というふうにしていましたが、そうすると、やはりもう特に冬場とか、季節の変わ

り目は、もうはやり病なんかがあると、まあ電話がつながらないという状況が多々

にしてあっていましたが、今現状、アプリを導入されてからは、もう欠席をさせな

きゃいけないと思った時点で、２４時間いつでも親指一つで連絡をすることが可能

となっております。これは保護者側にとっても非常に利便性が高いなと感じていた

んですが、保育園側にとっても、連絡が入った方というのが一覧でずらっとパソコ

ン上で確認することができますので、先生方も電話応対にさくパワーというのを非

常に削減できているということでした。特に早番の時間帯なんかは、非常にアプリ

があってよかったよねというのを感じるとおっしゃっていました。なので、先生方

の働き方というところにも非常に好影響が生まれているものと思っています。 

また、このアプリを導入したことで、ペーパーレスにもつながっています。今ま

で保育園からのお知らせだったり、毎月の給食の献立などはプリントアウトして配

布をいただいていましたが、今はアプリ経由ですので、資料の配布というものが紙

ベースのものというのが随分と減っております。なので、配布の手間なども削減で

きているというところで、非常に連絡帳のアプリを導入したというだけですけれど

も、メリットというのは非常に大きいなというのを感じているところです。なので、

このデジタルを活用するということで、便利な暮らし、サービスというのを提供で

きているというのがＤＸの真骨頂かなと思っているところです。 

本町で、やはり一番多くの町民の方が最も利用されているデジタル化されている

ものというのは、やはりＬＩＮＥかと思っております。現状、積極的な情報発信と

いうのをされており、今朝時点で１,６０７名の登録、フォロワーがいるというよ

うな状態です。実際、どの年代の方が登録されているのかなというのが気になりま

したので、ちょっと調べてみました。こちらはあくまで目安として見ていただきた
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いんですけれども、こちらは町民の数に対して、どのくらいの方がＬＩＮＥを登録

されているかというのを調べたものになります。住民の数は、今年の１０月３１日

時点での数を出していただいています。また、ＬＩＮＥの登録者は１１月２７日の

時点でしたので、若干のタイムラグというのはあったりしますし、またＬＩＮＥに

年齢を登録されていない方というのもいらっしゃいますので、またＬＩＮＥの開始

から数年たっていたりもしますので、年齢層が変わっていたりもしますので、あく

までも目安として御覧いただけたらと思っています。 

この棒グラフが住民の数になります。１０代から２０代と続いて、９０代までの、

それぞれ住民の数というのを出しています。この棒グラフも色が濃いものと薄いも

のとありますが、色が濃いものが、黒色のものがＬＩＮＥに登録をされている方の

数になります。薄いものがＬＩＮＥに登録をされていない、若しくは年齢を登録さ

れていないという方になります。この赤い折れ線グラフというのは、ＬＩＮＥの登

録率というものを出した数値になります。例えば５０代ですけれども、５０代でい

いますと、住民票が町内にある方が３６１名いらっしゃいます。そのうち、ＬＩＮ

Ｅの登録者というのは２４１名ありますので、登録率が６６.８％と、約７割の方

はラインを登録されているということです。併せて、大字ごとでも登録状況を見て

みますと、大字中原が３１％の登録率、赤馬場が２８％、満願寺が２３％という状

況でした。この数値を見ていただくと、３０代が５９％と上がっていまして、４０

代が６６％、５０代も６６％、６０代も５４％と、３０代から６０代までというの

が非常に高い割合でカバーをされているかと思います。 

しかし一方、やはり７０代になると、２６％と数値が落ちてきていますので、今

現在、教育委員会のほうでスマホ教室などもしていただいていますので、こういっ

た活動を継続していただくと、御高齢の方へのデジタル化の普及というところにも

つながるのかなと感じているところです。 

１つ、この気になる数値としましては、２０代の登録の低さになります。２０代

が２４.６％となっております。２０代は結構ＬＩＮＥの利用率というのは、国内

で見ると非常に高い数字ですので、もしかしたらですけれども、これは観光業など

のお仕事で町に来られた方、若しくは外国人の方というのが多いのかもしれないと

いうところです。大字満願寺の登録率も２３％と少し低めですので、もしかしたら、

この２０代の登録率というところがお仕事関係かもしれないんですけれども、そう

なると例えば手続をされる町民課の窓口などにＬＩＮＥの登録のポップなどを置い

ておかれると、少しの待ち時間の間に登録ができたりとかも可能になるかと思いま

すので、こういった形でどの世代も高いカバー率を上げていくというところが必要

かと思っています。情報を行き届かせる、より広くしっかり行き届かせるためにも、
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情報格差をなくすためにも、教育委員会でのスマホ教室だったり、町民課窓口での

案内などというのも必要かなと思っているところです。 

そこで、１点お尋ねですけれども、いずれにしても非常に高い利用率があるこの

ＬＩＮＥですけれども、今後さらに活用していくというような具体的なお考えがお

ありかどうかというのを伺いたいと思います。先ほど、町長のお話でも、書かない

窓口というお話があったかと思いますけれども、例えば今、ＬＩＮＥのほうでも窓

口というのを開設したりとかもされているところというのは、よく見かけます。申

請書類なんかをＬＩＮＥのほうからもできたりしますので、そういったことをお考

えなのかとか、若しくはまた現在、町内は外国の方も増えてきておりますので、そ

ういった翻訳等を含めた機能等ももたせるのかなど、ＬＩＮＥのさらなる活用につ

いてお考えがあれば、いただきたいと思います。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

ＬＩＮＥの活用についてですが、先ほど森永議員のほうから貴重な資料等を提示

いただきまして、ありがとうございます。 

今後の活用も含めて、ＬＩＮＥ窓口といいますか、ＬＩＮＥで窓口の手続ができ

るという仕組みづくりについてですけれども、まずこれを検討する上で、窓口業務

の手続をオンライン化する際の向き不向きといいますか、そういったところの内部

での有効性などの検討、またそれと同時にＬＩＮＥで行うことが有効かどうか、ほ

かのシステムも含めて検討する必要があるかなというふうには感じているところで

す。 

第１は、やはりＬＩＮＥというシステムを入れて、今、情報を提供しているとい

う業務のみ行っておりますが、このラインを拡張することが有効であるのか、それ

ともほかのシステムで入れることが有効であるのか、そういった部分も含めて幅広

い部分から検討が必要であるとは思いますが、いずれにしても窓口業務のまずはス

マート化という形で、書かない窓口のシステムを導入を今年度予定しておりますが、

それに併せて窓口に来なくても手続ができるシステムというのも、ゆくゆくは導入

しなければならないと考えておりますので、このＬＩＮＥのシステムを拡張するの

かどうかという部分も含めて、今後検討を進めていければというふうに思っていま

すし、総合的な判断が求められますので、ある程度、時間をかけた検討が必要であ

るかというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） はい。ありがとうございます。 
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ＬＩＮＥがいいのか、ほかのシステムがいいのかというところかと思いますけれ

ども、これだけの登録者があって、実際に実働している、稼働も高い稼働ですので、

このＬＩＮＥを使わないという手は何かもったいないんじゃないかなという思いが

あります。ＬＩＮＥ以外にも便利なシステム等々もあるというのも存じ上げていま

すけれども、ぜひこのＬＩＮＥのさらなる活用というのができたらなと考えている

ところです。 

併せまして、例えばＬＩＮＥの活用で、今、窓口関係、手続関係のお話でしたが、

災害時などにも有効活用がさらにさらに活用ができないかなというのを考えていま

す。現状、避難情報なんかもきめ細やかに情報を発信されておりますが、例えば住

民の方が被災した場合などに、被災状況とか被害の状況というのを、写真を撮って、

それをフォームで報告するというようなことができるようにならないかなというの

を考えています。現在は、もし何か災害時等々で被災された場合は、電話連絡とい

うのを役場にされている方が多いかと思いますけれども、やはり口頭でこれだけ被

害に遭っていますというのを説明するというのは、やはり限度があるんじゃないか

なと思います。やはり役場の職員さんも電話対応だけではないので、ほかにも避難

所の運営なども、いろんなことをされていますので、この辺りを効率化というより

も、もう有効に使えるようにならないかなというところで考えています。この辺り、

災害時の有効的な活用についてのお考えを伺います。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。御質問、ありがとうございます。 

今、ＬＩＮＥのほうを災害関係は書き込みのほうができない形にはなっておりま

す。今言われたような形で行いますと、いろんなものが自由に書き込むことができ

るようになってしまうというところと、今のシステムが画像を入れるのがちょっと

相当手間がかかるような形になっておりますので、今すぐさま、その辺りが問題解

決するというのはできないというところもございます。あとは、電話も一緒ですけ

れども、信憑性とか、その確認とか、そういう部分もいろいろとかかってくると思

います。今思ったのが、特派員さんじゃないですけど、町に何名かお願いして、こ

ちらからお願いして、災害時に何か入れてもらうとか、そういうことも考えられる

とは思いますけれど、その辺りは確認しないと何とも言えませんので、いろいろと

そういうアイデア、ちょっと検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） はい。ありがとうございます。 

確かに、公式ＬＩＮＥというのを運営されている方とかにお話を伺うと、やはり

意図してない情報が入ってきたりというところもあるという話も聞いたこともあり
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ますが、それでもやはりメリットのほうが大きいというふうに話を聞きましたので、

今後いつ何が起こるか分かりませんので、そのときには使い慣れたものというのが

一番ベストなんじゃないかとも思っていますので、併せて今後もまた御検討いただ

けたらと思っております。 

いろんな機能が今あります。それがオプションで使える使えないというのは決ま

っているんですけれども、より一層、これだけ登録者がいる媒体ですので、有効的

に活用いただけたらと思っております。 

また、サービス面、使える機能というのが増えることで、登録される方が増える

ということも十分にあるかと思いますので、ぜひ今後ともより有効な活用というの

をお願いしたいところです。 

続きまして、役場庁舎内でのチャットＧＰＴの導入についてのお考えを伺いたい

です。ＡＩの技術やデジタルツールの活用というのは、役場の業務負担の軽減や住

民対応の迅速化にも大きく寄与する可能性があります。やはり、現在ＡＩ技術のツ

ールとして注目されているのがチャットＧＰＴだと思っています。ほかの自治体で

も導入というのはされているケースが増えてきていると聞いております。本町での

導入についてのお考えをお尋ねいたします。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

チャットＧＰＴについても、現在、課内の担当係のほうで検討を進めているとこ

ろでございますが、こちらのほうにつきましては、主に庁舎内の業務に活用するこ

とが中心になってくるかと思っております。どのような業務に活用していくのか、

有効的な活用方法を含め、方向性を決めた上で、どのシステムを選択するかを検討

していく必要があるかと感じているところでございます。 

また同時に、導入する場合、業務の効率化ばかりに捕らわれて、業務の本質をお

ろかにすることがないよう、職員の教育も併せて行う必要があると感じております。

また、県の市町村電子自治体共同運営協議会という組織がございますが、こちらの

中で県内市町村で同じシステムを共同調達するという形で導入する場合もあります

ので、こういう県の動きも注視しながら、導入に向けて検討準備を進めてまいりた

いと考えております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） はい。現在検討中というところでの答弁だったかと思います。 

やはり最終的に町の事業を執行していただくのは役場の職員さんですし、それを

決定するというのも人になりますので、人ができることというのがかなり多くは占
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めていますけれども、やはりＡＩやデジタルの能力が得意な分野というのもありま

す。こういったデジタルの力を活用するということで、職員さんの負担軽減なども

十分に期待できるかと思っています。もちろん安全かつ効率的な運用のためのルー

ルづくりというのも十分に必要だと思っています。機密情報は入力しないとか、個

人情報は入力しませんというような、そういったところはルールづくりというのも

必要だと思いますし、先ほど課長がおっしゃったように、研修というところも必要

になってくるとは思っています。しかし、そういったものをもう並行しながら導入

いただいて、今の働き方というのを少しでも改善、より良くすることができたらな

というふうに思っております。 

続いて、商品券についてのお尋ねをいたします。現在、商品券は紙ベースでの発

行がすべてかと思っておりますが、こちらもゆくゆくはデジタル化が必要なのでは

ないかと思っています。国のほうでは、キャッシュレスというのはもう何年も前か

ら推進をされています。本町は観光地でもありますので、町全体でそのキャッシュ

レスを推進させるというような促進材料としても、その商品券のキャッシュレス化

みたいなところを活用というのができたらどうかなと考えておりますが、この商品

券についての考え方をお尋ねいたします。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えをいたします。 

商品券につきましては、商工会が実施主体となっております商工会員事業者を中

心とした町内での消費拡大と購買促進を目的としたプレミアム商品券事業と、町が

実施主体で商工会に依頼して実施をしております生活支援経済活性化を目的としま

した暮らし応援券等の事業は、別で考える必要があるのかなというふうに感じてお

ります。 

暮らし応援券は、町内の全世帯、幅広い年齢層を対象としているため、今後、事

業を実施する必要が出てきた場合におきましては、引き続き紙による商品券を発行

することが一番ではないかと、当面の間はですね、一番ではないかというふうに考

えているところでございます。 

一方、商工会が実施主体のプレミアム商品券事業については、販売という形で実

施されておりまして、デジタル化が比較的導入しやすいとは思いますが、何分にも

商工会が実施主体でありまして、商工会の御理解が得られなければ実施はできませ

んし、システム導入等に関しても、解決すべき課題は多いと感じております。 

しかしながら、将来どこかの段階でデジタル化の判断は迫られる時期が来ると思

われますので、今後、商工会との協議の場をもっていければというふうに考えてお

ります。 
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以上です。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） はい。ありがとうございます。 

私も、商品券と一言にいっても、暮らし応援券というのは、ほかのものに比べて

目的が別のものだと認識をしておりますので、先ほどおっしゃったように、もし今

後、もし何か暮らし応援券を発行するというようなときがあったとしたら、暮らし

応援券は私も紙がいいと思っています。ただ、町内の経済振興のために発行してい

るもの、例えばプレミアム商品券などであれば、キャッシュレスの推進等を含めて

デジタル化というのも今後は要検討課題だと思っております。 

商工会とも話をしていまして、やはり商工会としても、もしデジタル化したら、

データが活用できるんじゃないかと。データが活用できたら、それが次の商材につ

ながったりするかもしれないという可能性もありますので、今すぐ、来年からとか

いう話ではなくて、ゆくゆくはデジタル化、こちらも必要なんじゃないかなという

ような話でしたので、おっしゃったように、今後の検討課題として、こちらも併せ

てお願いをしたいところであります。 

そして、最後に１点だけ、これは町長にお考えをお伺いしたいと思っております。

ライドシェアについてのお尋ねをいたしたいです。本町は、公共交通が限られてお

ります。しかし、高齢者の支援、観光振興というのを考えたときには、ライドシェ

アの導入というのも必要なのではないかなと思っております。ほかの自治体でも、

先進して導入されたところの事例というのも今上がり始めてきておりますので、本

町としても判断をされてもいいのではないかと思っております。ライドシェアにつ

いて、または本町のデジタル化、ＤＸについてのお考えを伺えたらと思っておりま

す。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 様々な御提案、ありがとうございました。 

まずは、冒頭からお話があっておりましたＬＩＮＥの利活用に関してでございま

すけれども、やはりＬＩＮＥというのは一番ＳＮＳの中でも幅広い世代の方々が利

用しやすい、日頃からなじんでいる、そういったＳＮＳのツールの一つだというふ

うに思いますし、そういった意味ではそのＬＩＮＥを主体的に使っていくというこ

とが、多分スムーズにデジタルを町民の方々に、デジタルに慣れ親しんでいただく

一つの大きなきっかけになるのではないかというふうに思っておりますので、そう

いった意味においても、ＬＩＮＥを中心とした議論になってくるというふうに私も

考えているところでございます。 

また、デジタル商品券、そういった部分に関しても、今後はそのような形に必ず
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なっていくものでもございますし、そういったところのスマホの扱い方だったりと

か、そういった部分に関しても教育委員会など、ほかの民間のそういった大手通信

会社だったりとか、そういったところと連携をしながら、そういったスマホ教室だ

ったりとかをして、幅広い普及を図っていきながら、可能な限りスムーズにこうい

ったデジタル商品券だったりとか、今はペイペイだったりとか、そういったお支払

方法の中でそこに割引を与えるような部分もありますし、そういった意味において

も、例えば今楽天と協定を結ばせていただいておりますが、楽天の方々からもいろ

いろな指導をいただいて、何かしらそういったデジタル化の推進を町全体で図って

いければなというふうに思っております。 

あと、二次交通というか、そういった公共交通機関の部分に関してでございます

けれども、以前ちょっと国交省のほうに昨年度でしたけれども、自動運転の部分で

申請を出させていただいておりました。この件に関しましては、黒川温泉の新しい

大きい駐車場から温泉街の中の駐車場まで移動するようなものでございまして、茨

城県の境町でももしかしたら見られたかもしれないんですけれども、あれが実際、

どうしてもうちの町の場合が国道を通るということがございまして、警察のほうも

その点をまずは気にされていた部分がございます。どうしても時速２０キロでしか

走ることができないという部分、人は乗っておりまして、手動で切替えもできるん

ですけれども、やっぱりどうしても道路自体がスピードを出してくるというような

路線でもございますので、そういった部分が一つ懸念点でもありましたし、またセ

ンサーが非常に今精度が上がっておりまして、人が歩いていたりとか、あと例えば

木の枝が下がっていたりとかしたときには必ず止まるんですよね。ですので、温泉

街というか、ガソリンスタンドのほうから温泉街に入っていくときに、やっぱりか

なりの人が通っておりますので、それで一回一回止まっていたら、何かあまり意味

がないかもしれないなというふうなところも、私も改めて考えたところでございま

した。 

そういった意味で、今回はその自動運転に関しては、採択にはならなかったんで

すけれども、そういったことをトータルで勘案していくと、私としても今ライドシ

ェアがうちの町としてもスムーズなんじゃないかなというような話を今、担当課と

させていただいております。これは黒川温泉だけに限ったわけではなくて、町全体

としてもライドシェアというような制度が利活用できるのが一番いいのかなという

ふうに思っているところでございます。確か、高森町が実証実験のほうをされてお

りますので、そういったところの情報もいただきながら、またどうしても地元のタ

クシー会社だったりとか、そういったところの御理解もいただかなくてはいけない

というところもあろうかというふうに思いますので、そういったところをちょっと
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一つずつチェックしながら、また担当課と一緒にそういったライドシェアの部分も

今後議論を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 森永一美議員。 

○４番（森永一美君） ありがとうございます。大変前向きで心強いメッセージであっ

たと思います。ぜひＤＸは本町としましてもどんどん進めていただきたいというと

ころがあります。ただ、すべての住民に恩恵が行きわたるように、デジタルに不慣

れな方だけが出てこないようにというか、そこら辺のサポートというのも必須にな

ってくるかと思いますので、ぜひ今後とも推進のほどをお願いしたいところであり

ます。 

小さい町だからこそ、デジタルの恩恵を大いに受けることができることを願い、

私の一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（井上則臣君） これにて、４番、森永一美議員の一般質問を終了します。 

休憩に入ります。午後１時から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０４分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前に引き続き議会を再開します。 

一般質問を行います。 

２番、北里桂一議員。 

○２番（北里桂一君） それでは、通告に基づき質問をさせていただきます。 

まずは、本年の３月に同様の質問をいたしました。その際に、黒川の老朽化した

住宅の今後の回答をいただきました。今後は低所得者向けの町営住宅の建設予定は

ないとのことでございました。黒川住宅は除却、西黒川住宅については町営住宅と

しての用途廃止し、今後検討していくという回答をいただいておったと思いますが、

本年度中に令和７年から１１年までの総合計画が作られるようになっていると思い

ますが、その計画にこういった住宅老朽化されたものの計画はあるのかどうかを伺

いたいと思います。 

それと、９月の定例会においても、３番議員の方からもいろんな形の各課が管轄

している空き住宅の利活用の促進についてということの質問もありましたけれども、

こういったことについてもお伺いしたいと思います。 

前回の町長の回答に、入居のない期間が長くなれば、施設の劣化状況は進行する

し、犯罪上も良くないので、入居条件等を見直し、期間を限定した貸出しも検討す
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る旨の回答がありました。その後、こういったことについてどうなったのかをお教

えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ２番議員の御質問にお答えをいたします。 

質問の中身とちょっと私の答弁とで足りない部分があるかも知れませんので、そ

ういったところはまた後ほどの御質問の中で御指摘いただければと存じますので、

よろしくお願いいたします。 

まず、町営住宅が広義であるため、答弁の内容が質問の意図と異なる部分もある

かも知れませんが、御了承いただき、後の質問により対応させていただければと思

います。 

建設課として、１つ目の質問の、今後の住宅の計画についてですが、新規整備の

計画という観点から、３つ目の質問である単身者用の住宅及びシェアホーム等の計

画の答弁と重複する部分が多く、まとめて答弁させていただき、その後、２つ目の

質問である転居先のあっせんについて答弁させていただきますので、御了承くださ

い。 

建設課が所管する町営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃で

住宅を賃貸することで、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と

しており、入居希望申込みに際し、一定の所得以下であること、住宅に困窮する理

由が必要となってきます。その上で公営住宅の管理戸数については、全国的な方向

性として新たに整備するのではなく、現在管理している住宅を改修し、躯体を長寿

命化させ、今ある住宅を維持管理していく。また、改修しながらも、老朽化し耐用

年数を過ぎた住宅については除却し、管理戸数を減らしていくこととなっておりま

す。その背景には、人口減少やそれに伴う空き家問題などがあると思われますが、

本町についても例外ではありません。 

本町では、現在１７３戸の住宅を有しており、そのうち黒川団地８戸と西黒川団

地１２戸の計２０戸について、以前に比べ需要が低下していること、建物の老朽化、

そのほか接道の幅員の問題などを理由に、政策的空き家としております。今後の方

針として、黒川団地については除却する方向で検討しており、西黒川団地は町営住

宅としての用途廃止を検討しております。その後、除却するのか、または新たな用

途として活用するのかについては、今後の検討課題だと考えております。 

いずれにしても、令和６年９月議会での答弁のとおり、耐用年数、躯体の状態な

どを考慮し、管理戸数を減らすことはあっても新たに住宅を整備し、戸数を増やす

ことは現状考えておりません。 

次に、現在入居中の方に対する他の住宅へのあっせんについてですが、過去に他
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の住宅へ転居されないかという聞き取りによる調査を行っております。具体的な聞

き取りの内容については伏せさせていただきますが、転居されない一般的な理由と

してよく挙げられるのは、入居者御自身の年齢のことや、住み慣れた環境であるこ

と、今よりも家賃が上がることなど、様々な理由があります。しかしながら、その

聞き取りから時間が経過していることから、今後改めて聞き取りを行い、入居中の

方の気持ちをお聞きすることを行いたいと思います。 

まちづくり課が管理する住宅として、まちづくり住宅、移住者向け暮らし体験住

宅並びに移住定住促進空き家活用住宅がありますが、いずれも地域おこし協力隊等

や移住定住者などの受入れを目的とし、入居資格要件を設定しており、特に暮らし

体験住宅と空き家活用住宅は補助事業により整備を行っているため、町民の方の入

居を受け付けておりません。いずれの住宅も若干の空きがあるものの、移住定住で

相談が来ている部分もあり、特に補助事業による整備分は目的外使用による補助金

返還もあることを踏まえ、仮に町民の方の入居を受け入れた場合、条件として地域

おこし協力隊等や移住定住者の入居希望があった際に、住宅を明け渡していただく

こととなり、結果、入居していた町民の方にも迷惑がかかってしまいます。そのよ

うな理由から、住宅に空きがあったとしても、町民の方の入居は困難であると考え

ます。 

教育委員会が管理する教職員住宅は、本町の町立小中学校に勤務する職員等を対

象とした住宅になりますので、町民の方の入居は受け付けておりません。 

また、農林課所管の農林業担い手住宅は５戸あり、すべてが空き家状態とはなっ

ておりますが、今後、行政型協力隊を５名募集し、雇用する計画であるため、確保

しておく必要があります。 

以上が、各課局で管理しております住宅の現状です。ただし、住まいの確保整備

は喫緊の課題であるため、現在行っている補助事業などの要件の見直しや、新たな

制度の創設も必要であると感じておりますので、役場内部での課を越えた連携を進

めていきます。中でも、民間企業とのＰＦＩ方式での建設や、境町における住宅確

保の取組を参考事例として協議してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 北里桂一議員。 

○２番（北里桂一君） はい。御回答、ありがとうございました。 

私がなぜこのような質問を繰り返すのかと思われているとは思いますが、現在、

黒川の旅館等で働く従業員の方から、現在、独身寮に住んでいると。そして、家族

でその独身寮に住んでいる。住む場所に困っているので、どうにかならないだろう

かという御相談を受けまして、いろんな形で空き家バンク、そして現在空き家とな
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っている所有者の方にも御連絡して、借家となりそうな物件等を当たってはみたん

ですけれども、これも別荘も含んでやってみたんですが、個人的に連絡して、一応

お話等をしたわけなんですけれども、なかなか話をまとめることができなかったと

いう、こういったことの経緯もありまして、再度質問をさせていただいております。

先ほど町長の答弁にもありましたように、各課あたりで検討していくということで

ございますので、ぜひともこういったことで、困窮していらっしゃる方もおられる

ので、町民の方の移住を認めないというところも含めて、検討していただければと

思っております。 

一番に、やはり農林課が今所有してあります満願寺に２戸、黒川に３戸ある、現

在の教職員住宅跡の農林課が管轄してある住宅が５戸あります。このうちの３戸の

物件について黒川にある必要があるのかなという見解で、ああいう黒川にある分に

ついては、旅館で働いていらっしゃる方たちに貸し与えて、期間を決めて貸し与え

てはどうかという質問を前回いたしました。そういったことに対しても、一応検討

する旨の話がありましたので、ぜひともそこはやっていただきたいと思っておりま

す。それができないのであれば、先ほど政策的空き家となっている、現在、西黒川

住宅に１２軒あるんですが、ここに東の棟に２人の方がおられます。そして、西の

ほうの棟に１人の方がおられる。計３人がおられます。こういった棟について、ど

ちらかに移住してもらうことができれば、片方の棟を解体し、除却し、次の展開に

持っていけるのではなかろうかと思っております。こういったものを引っ越しの費

用や家賃等について、やはり住民の方からの聞き取り調査を若干やりましたけれど

も、今まで長く住んでいらっしゃったので、一人暮らしにも関わらず、やはり荷物

等が多い。だから、３ＬＤＫある住宅の中に、やはり一人暮らしの方は１間で大体

完結をされている。あとの２間については、荷物置場になってしまっているのが現

状であると。 

そして、西黒川住宅も１人の方にお聞きしたんですが、やはり３軒になってしま

っていて、周りの草刈りや維持管理するにも、高齢になって自分たちではなかなか

できないと。だから、若干若い方が１人住んでおられますので、この方にお願いし

て、草刈り等のことはやっていただいていると。それと、もう１つ下に２軒の住宅

があって、その横にそこの住民が集えるような公民館の跡もあります。ここの整備

もなかなかできていない状態で、草ぼうぼうの状態でございました。こういったこ

とも踏まえて、どっちかに寄せてというか、違うほかの人が入るんじゃなくて、ど

っちかに寄せていただいて、同じ敷地内の居住区分をしていただいたら、片方が空

いてしまう。そこのものを除却するのであれば除却していただいて、先ほど７番議

員の方からも、モバイル建築ということがありました。これはもう低価格ですぐに
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でも組み立てて持ってきて置けると。災害用の住宅にもなるというようなものを、

やはりそういった跡に置くのか、また先ほど言われたように、林地やらを開拓して、

簡易に置けると。こういったところに移住していただくことによって、こういった

一人暮らしの高齢の方たちの住居にもなるのではなかろうかと。これを町営住宅と

してするのではなくて、そういったところに一応移っていただくということに関し

て、やはり町自体も単年度で計画するのか、もうそのままその方たちがいなくなる

まで待って、いなくなってからどうにかするのか、こういったことを計画的にする

べきではなかろうかと思っておりますので、そういったことも踏まえて、やはり住

環境の整備をしていただければと考えております。 

農林課に来年、５人入る予定というお話を今、町長のほうからお聞きしましたけ

れども、この方たちが家族で来られるのか、単身で来られるのか、よく分かりませ

んが、単身で来られる方についてはそういったモバイル建築で、個人向け用のもの

に、どこでも移せるような、そういった施設に移っていただいて、今ある既存の３

ＬＤＫの一軒家みたいになっているところは、家族が移住定住できるようなものの

施設として活用したほうがいいのではなかろうかと考えておりますが、やはり今、

黒川にある３棟についてはもうどうしてもその農業の関係者を入れるというスタイ

ルでずっといくのかどうかお聞かせください。お願いします。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 御質問、ありがとうございます。 

そうですね。単刀直入にというか、農林課が所管、管轄する以上は農林業の担い

手のための住宅ということで管理をさせていただいております。町長からも説明が

あったとおり、今年度というか、今月中に行政型地域おこし協力隊の募集を５名行

いたいと考えているところでございます。その方々が単身か家族かというのはちょ

っとまだ分かりません。申込みがどういった形であるか分からないので、それを行

った上で、その後ということになってくるかと思います。ただ、やはり農林業の担

い手住宅ということで管理させていただいておりますので、現在のところはそうい

った方向で考えているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 北里桂一議員。 

○２番（北里桂一君） はい。ありがとうございます。 

まだどんな方がこられるか分かっていないという御回答でございました。家族ぐ

るみで来られるのか、単身で来られるのかも、よく分かっていないということでご

ざいますけれども、やはり必要とされる方にやれるような、各課で管理しているも

のについても、話合いの中で必要とされるところに貸し与えてもらえるような方法
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を取っていただければと思っております。 

今後、そういったものが必要になってくると思います。黒川において、今、単体

で寮を抱えていらっしゃる旅館が何軒もありますけれども、こういったところも今

から増設、また建てようとしている旅館もありますので、こういったところに先ほ

ど来からあったＰＦＩ居住住宅事業か、このモバイル建築事業、こういったものを

議員研修で教えていただきましたので、こういったものがやはり簡易にできて、安

価なものでできるのであれば、こういったものを提供してやって、単身で来られる

方の、従業員の方の寮等に活用できないものかと思っております。個人で来られる

方の居住をこういうモバイル建築でしていただければ、誠にありがたいと思ってお

ります。いろんな各課をまたいでの、できない理由は多々あると思いますけれども、

何とかできる方法を見つけて、一番いい方法を執行部の皆さんには考えていただけ

ればと思っております。 

今後の総合計画の中にはもう入っているのか、入っていないのかを、最後にちょ

っとお聞きしたいと思いますが、こういった住環境の整備を来年度からの総合計画

の中には盛り込まれておるのかどうか、ちょっとお伺いしていいですか。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えをいたします。 

現在、計画している総合計画につきましては、今後５年間についての計画なんで

すけれども、こちらの内容につきましては、この住宅の整備であるとかという計画

は特に掲載しているものではございません。でも、議員がおっしゃるように、喫緊

の課題であるということは執行部のほうも重々認識しておりますので、各課、担当

はいろいろ持っておりますので、その中でどういう方向で整備をするのがいいのか

というのを十分議論しながら、計画には載っていない部分でも整備を行うという場

合もございますので、そういったところはまた内部で話しながら計画を立てつつ、

どういう対応が一番いいのかというのを模索しながら、引き続き協議は進めてまい

りたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 北里桂一議員。 

○２番（北里桂一君） はい。ありがとうございました。 

計画には今のところないということでございまして、今後、やはり住宅を計画を

立てられて、今住んでいらっしゃる方の６名のうち５名が高齢者ということでござ

います。この人たちがあと何年そこにいれるのかよく分からないんですが、この人

たちがいなくなってからするのか、何年か後にここは黒川住宅は除去する、西黒川

住宅はどうするのかというようなことを、ばらばら、歯抜け状態で人間が入っとっ
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て、いらんような状態じゃなくて、どこかに集約ができる方法を取っていただいて、

そのいなくなった土地は除去して更地にして、何か違うものに転用するというよう

な計画を、ぜひとも早めに立てていただいて、住宅とかいうのはなかなか時間がか

かるということも分かりますけれども、先ほど言ったように、そのモバイル建築で

あれば簡単に移設もできるということでございますので、そういったものに転用は

できることではなかろうかと思っております。 

同じような質問をずっと繰り返して、非常に心苦しいわけではございますけれど

も、住民の方からの相談が結構あって、そういうところの問題もありますので、ぜ

ひとも総合計画の中に今後盛り込んでいただきたいと思いまして、質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございます。 

○議長（井上則臣君） これにて、２番、北里桂一議員の一般質問を終了いたしました。 

続きまして、１番、下城孔志郎議員。 

○１番（下城孔志郎君） １番、下城でございます。 

通告書に従って、１点質問させていただきます。 

プレミアム商品券、もう１７年たつというのを、私もこの間、今年から商工会の

理事になりましたものですから、ある意味では商工会としての運営側といいますか、

そういうふうな立場でいろんな話を見聞きさせていただく中で、１７年もたっとる

のかというのを改めて感じました。１７年前というのは平成何年か分かりませんけ

れども、２０２４年から引いたら２００７年、世界経済が非常に不況の中で、２０

０８年に半分ぐらいしか覚えていませんけれども、リーマンショックというのが起

きたのが２００８年、そういう中で不況がどんどんどんどん進んでいくような世の

中。そのときに商工会のほうからプレミアム商品券を発行させてくれというような、

当時の執行部の方にお話があったんだろうと。そこで、予算が付けられて１７年、

今でもそうですし、当時はなおさら１８２社、今は１８２社ですけど、もうちょっ

と当時は多かったんじゃないかなと思います。この８００万円、今後町としてどう

いうふうにしていこうかと考えているのかお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） １番、下城議員の御質問にお答えをいたします。 

商工会が実施しているプレミアム商品券事業については、議員おっしゃられたと

おり、商工会が企画立案し始まった事業で、商工会からの要望を受け、町からプレ

ミアム分の補助を行っているものです。補助は、以前より行われておりましたが、

平成２１年に商工会からの要望により、商品券１セット１万円分に対し、２,００

０円のプレミアム分として加え、１,０００円券１２枚、１万２,０００円分を２,

０００セット販売するよう事業が拡大され、プレミアム分の金額２,０００円の２,
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０００セットで４００万円を前期・後期で合計８００万円、町より補助するといっ

た形となり、現在に至っています。このように、プレミアム商品券事業は、商工会

の要望により始まった補助事業であり、コロナ禍に生活支援並びに経済の活性化を

図るため、また円安や物価上昇、原油価格高騰などの影響による対策として、町が

主体で商工会に協力していただき実施した暮らし応援券、倍返し飲食券、３倍返し

宿泊券等の事業とは内容が異なるものとなります。 

以上の点を踏まえ、今後のプレミアム商品券事業については、商工会主体の事業

であるため、商工会での販売という形は継続しつつ、商品券の額面などは商工会が

実施しやすい形としていただくのが一番であると考えております。また、町からの

補助についても、商工会の意向や財政状況を踏まえつつ、商工会との協議の上で決

定となるかと思いますが、当面の間、補助事業は継続していく方向で考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 下城孔志郎議員。 

○１番（下城孔志郎君） はい。ありがとうございます。 

もう今、町長が答えていただきましたように、これは商工会が要望して始まった

やつですから、当然のこととして商工会主体になるということは、もう当然分かっ

ていることでございます。 

もう一つ、今、今年大変ありがたいことに、暮らし応援券というのを１人１万円

ではありましたけれども、お配りいただいて、大変ありがたく思っていますけれど

も、あの中のあれは町長が書いた文章じゃなかったのかな、今回をもってちょっと

考えさせていただきますというような文章が入っておりまして、ああこれで暮らし

応援券もしばらくなくなるとは言わんけれども、しばらくはちょっと休止の状態か

ななんて半分思っております。そういうふうなことを思いますと、このプレミアム

商品券というのは非常にありがたい部分があるだろうなというふうに思っておりま

す。 

商工会１８２社ということですが、これに家族とか従業員とかも含めて、この商

工会の会員に関わっている人といったら、多分１,０００人近くになりはしないだ

ろうかなと。１,０００人だと、この町の４分の１の人口ですから、その意味では

このプレミアム商品券というのは非常にありがたいものだというふうに思っており

ます。 

これについて、穴井秀房議員も同じようなことをお伺いしたいということで、ち

ょうど重なりましたものですから、私のほうにさせていただいたようなことでござ

いますけれども、例えばその１万円単位になっていますけれども、これを５,００
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０円にならんかというようなこと、それから暮らし応援券のような配布型にはなら

んかというようなことでございますが、この辺りについてはいかがでしょうか。お

答えいただければというふうに思います。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） はい。こういったところは本当、今１万円単位で上限５万円と

いうことでございまして、どうしてもその１万円でさえもやっぱり買うのが厳しい

というようなお声もあるでしょうし、それがもう少し小さい単位になったら買いや

すいというお声もあろうかというふうに思います。そういったことも多分、商工会

の窓口だったりとか、そういったところにも届いていようかと思いますので、そう

いったところはしっかりと、また今後、先方とも協議しながら、どのような形、も

っと幅広く行き渡らせるためには、また恩恵を受けるためにはとか、そういった観

点から協議をさせていただければというふうに思いますし、町として必ずしもこの

１万円単位にこだわる必要はないというふうには思っておりますので、本当そうい

ったところはしっかりと商工会とも協議をしていければなというふうに思います。 

また、暮らし応援券に関しましても、今年度は１万円ということで、一旦これは

区切りをつけなくてはいけないなというふうに思っております。これはやはりどう

しても財源というものがすべて町の単費でなっております、今年度に関してはです

ね。ですので、こういった事業というのは、いつやめるのかというのが非常に難し

いところでございまして、事前に一応今年度で一区切りですよということで、私の

ほうから手紙のコピーにはなりますけれども、お知らせをさせていただいたところ

でございました。そういった意味では、商品券にしたというのは、やはり一部は御

自身で負担をいただいて、それにプレミアム分を載せることによって、同じ１万円

で恩恵が、例えば暮らし応援券を１万円配布して使っていただくのと、今の商品券

であれば５万円を出していただいて、それに１万円分の上乗せ、同じ１万円なんで

すけれども、６万円使っていただくのと、暮らし応援券だったら、ただ１万円を使

っていただくというところの経済効果というか、そういったところが正直変わって

まいりますので、どちらかといえば、暮らし応援券というのは生活が非常に厳しい

状況もありましたので、福祉的な意味合いだったりとか、そういうふうな位置づけ

で考えて発行させていただいたところでございました。そうやって、自らお金を出

していただいて、買っていただくことによって、その経済効果の幅というものがよ

り一層広がるものですから、今のところはそういった配布型といったところは現状

考えてはいないということが言えます。 

あと、そのプレミアム商品券に関しては、本当やりやすい形で、また恩恵が受け

られるような形で何かいい案があるなら、今後も商工会といろいろと協議をしてい



－ 43 － 

きたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 下城孔志郎議員。 

○１番（下城孔志郎君） ありがとうございます。 

私も先ほど申し上げたとおり、商工会の理事の一人として、その辺りも一緒にな

っていろいろ考えていければ一番ありがたいかなというふうに思っております。 

そこで、実は先ほども申し上げたとおり、もう１７年になるということ、これは

ある意味では町民に定着した制度と言っていいかどうか分かりませんけれども、も

う何というか、もう町民にとっては当然あるよなというふうな、そういうふうな感

じになっているんじゃないかなというふうに思います。例えば、私の周りだと、こ

れは２人で買って、１２万円になりますから、これを車検のときに使うとか、大体

１２万円ぐらいで車検を、１０万円ではちょっと足りんけれども、２人で６万円ず

つになるとちょうどいいというようなこと、そういうふうなことをやっている方も

いらっしゃいます。先ほど北里議員に聞いたら、今はもうそれはなくなりましたけ

れども、中学校の制服を買うのにちょうど５、６万円だったということで、今年か

らなくなりましたけど、その買う必要がなくなりましたけれども、そういうのに充

てていたということを聞きました。また、ほかにも使い道は当然あるんでしょうけ

れども、このあくまでも商工会が主体となって、若しくは商工会の要望から始まっ

たことですから、当然のこととして商工会の予算でこれをしなければならないとい

うのは当然分かっているんですが、実際言うて、印刷代、それから臨時雇用でアル

バイトの女性の方か誰かを雇うそうですけれども、その他の事務経費を含めて、大

体総額で１７０万円ぐらいかかるそうです。商工会が主体だから、商工会が当然や

るべき問題というのは当然それは分かってはおりますが、それでも今あそこで、さ

っき言ったＬＩＮＥでいろんな情報も来ますし、それから理事会におっていろんな

話を聞いとくと、なるほどこんなことが時代の流れとともに、こういうふうな要望

があっている、こういうふうな情報発信して、こういうふうな施策をやっていると、

もう商工会の中でもいろんな要望があったりとか、逆に商工会からこういうことを

しませんかとかいうようなことがいっぱい出てきたりとか、それは県とか国の流れ

によって、そんなのがいっぱい出てくるわけですけれども、この１７０万円の一部

でもいいから、町のほうから補助金出せんじゃろうかと。私個人としてはもう１７

０万円もうそのまま、かかった経費として町から出してくださいよと言いたいんで

すが、商工会としては一部でもと思って、去年５０万円の補助金の申請をしたそう

です。結果的には、詳しい経緯は私は去年は理事でも何でもありませんでしたから

知りませんけれども、まちづくり課のほうではいいんじゃないのという話になった
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らしいんですが、総務課の財政係のほうで、いや、それは駄目よという話になった

そうです。事実関係は私は知りません。ただ、そういうふうな話になったというこ

とだけを聞いただけです。そういう去年のことがどうであれ、何とか１７０万円、

１８０万円のうちの、せめて半分、できるなら１００万円を超える、その補助金を

いただければ、先ほど言いました商工会から発信するいろんなもの、商工会に来る

いろんな要望事項ということが、少しでも解決ができる金銭的なものというのがそ

こにできてきはしないかなと。商工会ですから、何も個人的にもうかるもうからな

いの話じゃありませんので、商工会の全体として、いろんな事業をやり、施策をや

りというのに、少しでも回せる金ができてきたら、もっと会員の皆様方、引いては

町民の皆さん方に寄与できる部分が出てきはせんだろうかというふうに、私は考え

るんです。ですから、今申し上げたとおり、１７０～１８０万円かかるような事務

経費を何とか補助金として出してもらえないだろうかと、こういうふうなことでご

ざいます。ただ、商工会としても、再度、何度も申し上げますけれども、自分たち

が主体として、要望として始まったことですから、これをなかなか町に対して強く

言うことがはばかられるという気持ち、立場であることは重々承知をしながら、そ

れでもあえて、何度も言いますけれども、時代の流れとともに、せなんことも大分

増えてきたと、それに使わなん金も増えてきたと。なら、何とか補助金を出してく

れんじゃろうかと、こういうふうな話でございますが、いかがでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） はい。ありがとうございます。 

事務のそういった手数料を出している部分に関しましては、先ほど申し上げたよ

うな暮らし応援券、倍返しの飲食券、三倍返し宿泊券といった、町が主体で商工会

にお願いした事業に関しては、そういった事務費を出させていただいておりますけ

れども、こういったプレミアム付きの商品券に関しては、先ほど議員さんもおっし

ゃられましたが、商工会が主体で要望を受けてそこにお金を付けてきたというよう

な流れもあって、これまではもう事務費も付けずにその金額で事業を進めてきたと

いったような経緯があったから、多分、こちらの執行部のほうに予算が計上された

ときに、これまでの流れからして、多分、事務の費用を付けていなかったんじゃな

いかなというふうには考えております。あとは、ちょっとまたこっちの内部で、今

私のほうも即答することはできませんので、内部のほうで考えなくてはいけない部

分ではあろうかというふうに思いますけれども、商工会の指導員だったりとか、そ

ういったところも現在、例えば夢チャレンジ補助金の審査会に出てきてもらったり

とか、いろいろなところで協力をしていただいている部分もあったり、正直します。

その事務手数料に関しては、こういったことで非常に現状厳しいといったところは、
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担当課は聞いてはいるかも知れませんけれども、なかなかそこが財政部局までは伝

わっていないところもあるのかも知れませんし、ちょっとそういったところはまた

しっかりとこの課内というか、庁内のほうで共有しながら、どうするのかというと

ころは判断をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 下城孔志郎議員。 

○１番（下城孔志郎君） 十分に検討していただいて、ぜひとも予算を付けていただき

ますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（井上則臣君） これにて、１番、下城孔志郎議員の一般質問を終了します。 

あと２人となっておりますので、２時まで休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４４分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

一般質問を行います。 

８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） ８番、穴井です。 

通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 

なかなかまだ質問がまとまっていないので、ちょっとちぐはぐになるかも知れま

せんが、質問というより提案でございます。ふるさと住民票の取組について、地域

を応援したい人や、様々な目的なんですけど、自治体が発行する第２の住民票とい

うものがあります。そういう方に登録していただく制度があるんですが、こういう

住民票の発行により、この町の出身者やふるさと納税寄附者、また通勤、旅行でこ

の町に足を運ぶ人など、関係人口と、この町、南小国町とのつながりを、関わりを

これまで以上に深まってくるのではないかと思いますが、このような取組がありま

すが、町長に伺いたいと思います。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ８番議員の御質問にお答えをいたします。 

ふるさと住民票は、仕事や介護、災害、ふるさと納税などで、居住地以外の地域

とも関わりをもつ人たちに、公共施設の住民料金での利用や、行事などの案内、空

き家情報、介護や相続関係書類の送付先変更受付など、自治体が様々な行政サービ

スを提供するとともに、住民投票への参加など、地域に関わりをもつ人たちとのつ

ながりを強くし、その知恵や気持ちを地域づくりに生かすための仕組みになります。 
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一般社団法人構想日本が１２名の自治体首長や研究者とともに、２０１５年に提

案し、実現を進め、２０２４年１月現在、全国の１４の自治体が実施しております。

先進自治体の内容を見ますと、出身者や通勤・通学している人、ふるさと納税を行

っていただいた人など、居住はなくても自治体にゆかりのある人を対象にしておら

れるようです。 

実施内容としては、共通デザインをあしらったふるさと住民カードを発行し、住

民専用情報の提供やふるさと定期便を届けたり、公共施設の住民料金での利用、町

の計画や政策へのパブリックコメント、各種イベントへの参加募集などを行ってお

ります。自治体によって対象や目的は少しずつ異なりますが、それぞれ創意工夫し

ながら実施されているようです。 

私自身もこういったふるさと住民票のような交流人口だった方々を関係人口に押

し上げるような取組や、既に関係人口といわれる方々との関係性をより大きなもの

にするといった取組は必要であると感じております。まだ、具体的な取組は決まっ

ておりませんが、私としては南小国町にとっても、また対象となる方にとっても、

双方にメリットとなり得る仕組みづくりが必要かと思います。 

今後、庁内での検討を行い、関係する団体や企業と協議していきたいと考えてお

ります。 

○議長（井上則臣君） 穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） 大体同じようなサイトからの情報かなと思っているところです

が、大分重なる部分があると思いますが、まず最初に町長にお聞きしたいんですが、

これまで関係人口については私もいろいろ述べさせていただきましたが、こういう

関係人口を多くつくる、そういうこと、またそれから今、関係人口を増やしたり、

つくったりすることの取組を、何か行っているのか、まず関係人口についての、増

やしたほうがいいとか、そういうこと、それからこれまで何かそういう取組を行っ

てきたのかを、まず第１点目にお聞きしたいと思います。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） はい。ありがとうございます。 

現在においては、関係人口に対する取組というのは特段行っていないかなという

ふうに思っております。どちらかといえば、まずは交流人口の拡大というか、営業

広報チームも外に行って、いろいろと営業広報活動を行っておりますけれども、そ

ういった意味では、まずは黒川温泉の認知度は高いんですけれども、やっぱり南小

国町の認知度は低いということもありまして、まずは南小国町を知っていただくと

いうところの、今段階かなというふうに考えておりまして、それを経て、先ほど申

し上げたように、こういった関係人口としてしっかりと囲い込んでいくみたいな感
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じの仕組みができればいいのではないかというふうに、現在考えているところでご

ざいます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） はい。まずは交流人口から始まっていくわけですが、町長自身

もそういう取組はやっていくべきだというお考えだと思います。 

このふるさと住民票というのは、それをより深めた住民票の発行登録ということ

になりますが、先ほど町長の答弁にありましたように、現在、９年目ほどに、この

シンクタンク構想日本が事務局を務めているわけですが、約９年目。１４自治体が

参加し、７,０００名近くが登録されているそうです。自治体としては、北海道ニ

セコ町、福島県の飯館村だったり、徳島県の勝浦町、それから熊本県では錦町が現

在行っています。そのほかに１０自治体ほどがあるわけですが、どんな方がこの制

度に入っているか、取り組んでいるかというと、生まれ育ったふるさとと、出身地

と関わりを深めたい人とか、先ほど言われましたように、ふるさと納税者、それか

ら通勤や旅行でこの町に足を運ぶ人、また新たにふるさとをつくりたい人、ふるさ

とがない、故郷がないという人が、こういうところに登録するということです。そ

れから、祖父母や親の出身地に興味がある人、こういう人たちが登録をしているよ

うです。 

各自治体の登録していただいた方への自治体の取組ですね。先ほど答弁にありま

したように、ふるさと住民カードの発行であったり、自治体広報紙の送付、イベン

ト等の情報提供、ふるさと住民の、これは希望者ですけど、ふるさと住民票の名刺

を作製して自治体のアピールの担い手になっていただく、こういう取組もあるそう

です。それから、まちづくりへの参加ですね。また、町のパンフレットの送付であ

ったり、中には自治体で農業体験ツアーを行ったり、今、うちの町もそうですが、

東京で町出身者の懇親会、交流会があっていると思いますが、ほこすぎ会ですか、

名前は。こういう取組をされております。中には、花見を企画して案内していると

ころもあるそうです。うちの町では、これは東京だけですかね、ほこすぎ会が年に

１回あっているそうですが、町でもし、ふるさと住民票の発行とかに取り組んだと

きに、例えばこういうほこすぎ会とか、そういう場所への案内とかは、私は参加し

たことがないので分かりませんが、そういうのはできるんでしょうか。例えば、ほ

こすぎ会を東京で開催したときに、若しくは関東一円の中にふるさと住民票を取得

された方がいたとき、そういう案内ができるような環境の会なんでしょうか。例え

ば、町出身者だけでなくてはならないとか。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋周二君） はい。すみません。僕もそういったところの取決めというか、

そういったところを具体的に把握しているわけではありませんけれども、多分私が

思うに、基本は南小国町出身者で関東近郊で働かれている方が基本だというふうに

認識をしておりまして、まず最低限、町出身者の方が来られているような会がほこ

すぎ会であるというふうに思います。 

○議長（井上則臣君） 穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） ある新聞で見たときに、非常にそういう会に案内が来て、参加

して良かったという、ふるさと住民票を取得された方が大変喜んでいた。いろんな

やっぱり情報も知り得るし、またいろんな知り合いができたとか、そういうことで

すごく喜ばれたという新聞もありました。 

そういうことに参加することによって、参加だけじゃなくて登録することによっ

て、登録者のまずメリットとして、公共施設の住民料金での利用とか、自治体の行

事などの案内が届く、空き家情報をたくさん知ることができる。先ほど言われまし

た行政サービスであったり、それと地元を出た人を大切にする制度に思えるとか、

すごく住民登録したことによって、地元を出てしまったけど、地元から大切に思っ

てもらえるような気持ちになる制度だというメリットがあるということでした。 

自治体のメリットとしては、一つは住民投票への参加だったり、地域への関わり、

つながりを強くし、その知恵や気持ちや意見をまちづくりに生かしてもらえる。そ

して、関係人口を増やせると、そういうことだろうと思います。 

課題もないわけではないんですけど、登録者が最初に登録してもうそのままで終

わってしまう。どんなにいろんなパンフレットだったり広報紙を送っても、次に訪

れることがない、そのままで終わってしまうというのが一つあるそうです。 

それとまた、自治体には自治体のそういう作り上げたときの担当者が異動で代わ

ってしまったとき、その熱意というものがもうなくなってしまって、だんだん下火

になっていく。そういうことがあって、この熱意をずっと維持し続けるというのが

すごく課題になってくるということだそうです。 

今後、先ほどから申し上げましたが、この制度は今、事務局がシンクタンクの構

想日本というところが担っているそうですが、そこを通さないと、こういう制度を

作り上げることができないのかどうかは分かりませんが、いいのであれば南小国単

独でそういう取組を作っていけたらいいなと、私は思っています。 

先月の１１月１７日ですか、波居原の公民館で南小国町米フェスタが開催されま

した。私は２年参加して、昨年からの参加ですけど、ここにおられる下城孔志郎議

員、それから井野和哉議員、それから司会を務めていただいた森永議員、４人の議

員さんが会場に出席しましたが、約１５０名ぐらい、はっきりは分かりませんが、
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大体１５０名ぐらいだそうです、受付をされたのが。それから、それ以上に飛び込

みで参加された方がおられますので、それ以上になったそうです。募集としては、

一応リピーターに、開催を始めて９年目でしたか、そのくらいだったと思いますが、

これまでずっとリピーターに募集をかけて、今年度もどういう人に募集をかけまし

たかと言ったら、もうリピーターでいっぱいになったので、追加の募集はしなかっ

たということ。こういう方はずっとこの町を訪れて、このフェスタに参加してくれ

る。こういう人たちがもうずっと数多くいるわけですけど、できたら、そこで町長

でもおいでいただいて、挨拶でもしていただいたらよかったかなと思ったんですけ

ど、どういう計画になっていたか分かりませんでしたので、私のほうからお米と一

緒に、この町を応援してくださいという挨拶はしておきました。こういう人たちが

本当に毎年毎年この町に足を運んでくれて、もしふるさと住民票の取組を始めたら、

一番先にふるさと住民になってくれるんじゃないかなと、つくづく思ったような次

第です。 

あと１点、このこういう人たちが毎年訪れてくれるのであれば、また時々来てく

れるのであれば、登録した人に例えばポイントの付与とかしてくださると、余計来

ていただいて、そのポイントで買物ができたり、例えばカアサで町内の施設で使わ

れたりすること、そういう取組もしていくと、余計にこの町に足を運んでくれる人

が多くなってくるんじゃないかなと、こういう考えももっております。 

ここで、町長若しくはまちづくり課長にお聞きしたいんですが、こういう取組、

全体にこういうふるさと住民票という取組について、どうでしょうか、こういうこ

とをやってみたらと思えるような良い取組だと私は思うんですが、ちょっとお気持

ちを聞かせてください。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） はい。ありがとうございます。 

米フェスは、本当毎年多くの方々に、またリピーターの方に来ていただいている

ようなイベントでございまして、本当、私もこちらのほうにいるときは、いつも最

初の冒頭に挨拶もさせていただいたりとかしているんですけれども、今回はどうし

ても、確か関西の熊本県人会があったものですから、ちょっと行けずに大変残念だ

ったんですけれども、もし、ぜひそういった米フェスとか、そういったイベントに

は顔を出して、少しでもその感謝の気持ちを伝えさせていただけたらなというふう

に考えております。 

そういった中で、こういった関係人口の拡充だったりとか、それをしっかりと目

に見える形でつくっていくということは、私は必要であるというふうに思っており

ますので、総体的には私は総論として、こういったことは推進していくべきだろう
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というふうに思っております。 

そういった中で、私も答弁書の中で述べさせていただきましたけれども、じゃあ

このふるさと住民票という、もし仮に制度で参加したとして、公共施設を住民の料

金で使えるとか、何かそういったのがメリットになるのかなという部分も疑問であ

ったりとか、空き家情報を差別化して出すわけにはなかなかいかないのかなという

ふうに思いますし、また住民投票への参加とか、そういったところもあったんです

けれども、何かそういった方々が住民投票に果たして参加したときに、どういうふ

うな結果になるのかなとか、ちょっとそういった懸念点も正直あるのはあるんです

よね。私も答弁書を見ながら感じたんですけれども、それが２０１５年に始まって、

まだ全国で、逆に言えば１４自治体しかないというようなところが、逆に何かそう

いった課題感があるんじゃないかなというふうに思って見させていただいておりま

す。 

でしたら、例えば広報紙を届けたりとか、何かそういったこともやっていらっし

ゃるようではありますけれども、例えばそれをポイントが増えるとか、そっちのほ

うはもちろん多分そういったメリットはないといけないと思いますし、そういった

ものを例えば電子媒体でやるとか、こっちに来られたときに、例えばＱＲコードを

読んでもらって、ここに来たことが分かるとか、そこによって店を利用したときに、

例えば何パーセントの割引が受けられるとか、ワンドリンクサービスできるとか、

そういった何かこちらに来られた方のメリットをどうやって作っていくのか。もち

ろん関係人口等、そういうふうになっていただいた方の、町にはある程度、やっぱ

り何かメリットがないといけないというふうに思いますので、そういったところを

どう創り出していくのかといったところが一つ課題かなというふうに思いながらも、

やっていくことはもう全然必要であるというふうには感じておりますので、それを

どういうふうな仕組みで作っていくのかといったところが、これからの協議の段階

かなというふうには感じております。 

○議長（井上則臣君） 穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） 大変同感する意見でございました。 

始まってから９年近くで、まだ１４自治体ということ、逆に言うと１４自治体し

かないということ。だから、先ほど申し上げましたシンクタンク構想日本が担って

いる事務局、この制度が本当に皆さん満足されているのかどうかというところで、

私はもし町独自のふるさと住民票を作っていったほうがいいんじゃないかというこ

とを、先ほど、できたらそうするべきじゃないかということを申し上げたんですけ

ど、何かより良い制度、今ある制度じゃなくても、町独自のやりやすいような、そ

ういう制度で、こういう形、ふるさと住民票じゃなくても、何かそういうことに近
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いような何か関係人口をどんどん囲い込んでいけるような取組、これが必要なんじ

ゃないかと、私は思っております。 

この住民票により、深いつながりを築き上げることは、非常に大切だと思います

が、ただ単に増やすだけじゃなくて、何のために来ていただくかとか、何か目的を

つくっていったほうがいいんじゃないか。ただ単に住民票を増やして、囲い込むん

じゃなくて、何のために来ていただくとか、そういうところがないと非常に皆さん

飽きてしまうと、そういうこともあるんじゃないかなと思っています。 

最後に、ふるさと住民票を登録された方が、今度は本当の住民票が欲しいと思っ

てもらえるようなまちづくりを今からしていかないといけないんじゃないかなと思

っております。そういうことを期待して、私の質問を終わります。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） そうですね。もう議員がおっしゃるとおり、独自の何かしら南

小国町独自の、何かしらの事業といったものがもちろんできればいいなというふう

に思っております。同時に、そういったデータというか、マーケティングも兼ねて

何かできればいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、例えば今、楽天

と協定を結ばせていただいておりますけれども、例えば楽天トラベルを使ってこら

れた方というのは、基本的にＩＤがすべて一緒なので、それでふるさと納税をした

とか、楽天トラベルを使って入ってきたとか、その人が楽天ペイでここでこういう

ものを買ってとか、何かそういった購買動向とか、そういったところも分かったり

しますので、そういったところも一つ私としては手なんじゃないかなというふうに

思っておりますので、ちょっとそういったところは関係のするような団体だったり

とか企業とか、そういったところと話をしながら、どういった仕組みがうちの町と

しては理想なのかというか、そういったところもしっかりと今後、担当課と詰めな

がら進めていきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

○議長（井上則臣君） これにて、穴井則之議員の一般質問を終了いたします。 

続きまして、５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） ５番、井野です。 

通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 

町民の身体、財産を、町としてどう守っていくのかということであります。最近、

匿名流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウといわれる犯罪集団や、電話でお金

詐欺など、一般の住民をターゲットにした事件が多発しています。業者を装って家

庭を訪問して下調べをしたり、巧みな会話術で個人情報を聞き出して、家族構成や

資金状況を入手するなど、その手口が巧妙化しており、町民の不安も大きくなって

きております。 



－ 52 － 

警察機関も必死に取り組んでおりますけれども、新聞やテレビなどでも、連日報

じられておりますが、なかなか減少の傾向は見られません。町としても、ケーブル

テレビなどで周知をされておりますが、いつ町民が犯罪に巻き込まれるか分からな

い状況で、町としてはこの事案にどのように対処していこうと考えておられるのか、

町の考えを伺います。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ５番議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、防犯への取組につきましては、従来から関係各所の御協力をいただき、共

同で推進しております。 

ハード面では、現在、町内に１２基の道路情報カメラを設置しておりまして、自

治会が行う防犯灯、防犯カメラの設置事業に対する補助も継続して実施しておりま

す。令和６年度は、新たに防犯灯を１２基、防犯カメラ５基の設置、または設置予

定となっております。 

次に、ソフト面では、消費生活相談員の設置による消費者被害相談体制の充実、

小国署と連携した広報、町内放送みなみチャンネルでの防犯に関する番組作成等を

行い、防犯情報の発信を行っております。 

そのほか防犯協会、きよらパトロール隊、赤馬場駐在所連絡協議会、黒川駐在所

連絡協議会等に御協力いただき、地域安全活動、街頭犯罪等抑止活動の推進を行っ

ているところです。 

質問にありますとおり、匿名流動型犯罪グループ等による犯罪は、新聞やテレビ

等で連日報じられており、町としても本町での被害発生を危惧しているところです。

匿名流動型犯罪グループについては、闇バイトといわれる匿名性の高いＳＮＳやイ

ンターネット掲示板で実行役を集めて、特殊詐欺等の犯罪を行う集団であり、今年

は県内でも闇バイトを募集したということで、高校生が逮捕される事件も発生して

おります。 

この募集に関しても巧妙になっており、一般的な求人情報を装ってＳＮＳ等に掲

載され、若者だけでなく、シニア層も知らず知らずのうちに犯罪に加担していたと

いうケースもあるようです。 

今後も、多様化・巧妙化する犯罪の種類、その手口を町民の皆様に広く知ってい

ただき、犯罪被害に遭わないように取組を進めていくことはもとより、町民が加害

者にならないように、広報・啓発を行うことにも一層力を入れる必要があると考え

ております。 

従いまして、今後も小国警察署、防犯協会といった関係団体と協働し、より積極

的に防犯情報を発信していくとともに、社会福祉協議会と連携した高齢者世帯や一
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人暮らし世帯に対する啓発活動、教育委員会及び各学校と連携した児童・生徒に対

する啓発活動など、関係各所の取組がより効果の高いものとなるように努めてまい

ります。 

また、自治会に対しても、これまで以上に防犯カメラの設置を呼び掛けて、地区

の主要な場所や、地区の出入口となる場所など、防犯に効果的な設置を推進し、町

全体で防犯意識を高められるような取組を進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） ありがとうございました。 

町長がおっしゃられるように、非常に町としてもいろんな取組をなされておりま

すけれども、これは南小国に限らず、どこの自治体もやはりそういった防犯に対し

ては非常に熱心に取り組んでいることかと思いますけれども、やはりこれだけの実

害が出ているというのは、簡単にいろんな取組だけでは解決できないような根深い

ものがあるのかなというふうに考えております。 

昨年度、これは熊本県警の資料によるものですけれども、熊本県内で発生した犯

罪の認知件数が６,１７４件だったそうです。今年度４月から１０月までの半年で

５,６１８件、もうやはり１年で約１万件を超えるのではないかというような発生

件数になっておりまして、小国署管内で令和５年が１５件だったのが、令和６年上

半期で既に２３件、認知件数が小国署のほうで確認をされているということで、非

常に幅広い、これはもう車上狙いとか、自転車盗難とか、いろんな事例を含んでで

はありますけれども、やはりこの南小国町内でもそういった件数が見受けられると

いうことで、いつ町民がどのような犯罪に巻き込まれるか分からないというような

状況で、今、町長がおっしゃいましたけれども、その小国署や防犯協会等と、こう

いう事件が発生して、何か新たに取組であるとか、小国署または防犯協会と一緒に、

町としてどういったその新たな取組をされるとか、そういった動きがあるのでしょ

うか。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。ただいまの御質問にお答えをいたします。 

今現在、これに対して新たな取組というところはございませんけれども、以前、

議員さんが持っておられたパンフレットとか、そういうものを今、各戸全部に配っ

ていないという部分もございますので、そういうものも仕入れて各一軒一軒に配っ

たりとか、電話もあります、高齢者もいますので、電話の横にその対策・対応みた

いなものもすぐに分かるように貼って見やすいような、そういうものもちょっと考

えていきたいとは思っております。 
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以上です。 

○議長（井上則臣君） 井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 今、総務課長が言われたように、１０月に地元の自治会のほう

で、自治会主催で一応小国署のほうから講話をいただいた際に、撃退特殊詐欺と地

域安全ニュース、これを資料として小国署のほうから住民の方に配布をされました。

中を見ると、非常に役に立つようなイラスト入りで見やすい内容になっております。

先ほど確認したら、町民にはまだ配布をしていないと、防犯協会のほうで管理をさ

れていると思いますけれども、防犯協会のほうには町からも助成金を出しておりま

すので、やはり各戸、こういった部分の配布は行って当然なのかなと。やはり少し

でもそういう町民に認知度を上げていく上で、必要なことではないかなと思います。 

広報が発行される際に、地域安全ニュースや駐在所だよりあたりは回覧で回って

まいりますけれども、なかなか回覧で回ってきた部分は、隅から隅まで目を通して、

次の家に回すというようなことは、どこの家庭でもないのかなと。よほど興味があ

る内容があれば目を通すのかも知れませんけれども、回覧板の表の内容を見て、興

味がある部分だけ見て次に回すというような状況ではないかなと思います。 

そんな中で、やはりうちも高齢の両親がいますし、特に夏場あたりは鉄くずの回

収業者を名乗った方とか、あとは家のリフォームはどうですかというような、尋ね

てくるようなケースもありましたし、あとはやはり固定電話のほうにいろんな電話

がかかってきております。これはもう中には保険の勧誘であったりとか、正当な部

分もありますけれども、やはり私たちが留守の間に高齢の両親あたりが対応したと

きに、本当に個人情報が相手に漏れてないのかとか、そういった不安もありますし、

ましてや高齢者だけの世帯であるとか、一人暮らしの世帯はなかなか周りに相談を

するような機会がないのかなと思います。 

ここ数日、私もちょっとこういった内容で、赤馬場の駐在所を尋ねてみたんです

が、ほぼほぼブラインドが下がっていて不在の状態と。必要なときになかなか力に

なってもらえないというような、直接、小国署に行って話を伺ったんですが、やは

り身近にそういった相談をする場所、例えば警察が無理であれば、役場の総務課な

り、福祉課なり、そのあたりに電話をしてくださいというような周知も必要なので

はないかなと。やはり誰かの意見を聞けば、そこでワンクッションおけば冷静にな

って考えることもできるのかなというふうに考えます。 

先週の熊日新聞に、小国署管内でその携帯電話を使いながらＡＴＭから入金をし

ようとされる方を、たまたま居合わせた方が不審に思って警察署のほうに連絡をし

て、被害を食い止めたというような記事が載っておりましたけれども、現実的にも

うやはりこの小国郷でそういった犯罪が行われているというのは、もうやはりなか
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なか表面に出てきていないだけで、実際は本当に被害に遭われて泣き寝入りしてい

る方もいるのではないかなというふうに思います。 

今、町の補助事業としては、その自治体対象に防犯カメラの設置の補助金である

とか、あとは福祉課が例えばバリアフリー化のためにリフォームの補助金あたりを

つくっておりますけれども、このあたりの対象を広げて、例えば個人の一人暮らし

とか高齢者の住宅に防犯カメラを設置する。それに幾らかのその補助金の、例えば

その自治会に出すような、２分の１じゃなくても、例えば１割、２割なり、普通の

防犯カメラでしたら２、３万円ぐらいでありますので、そのほかに例えばリフォー

ム補助金の中で、その二重ロックにするとか、防犯用のガラスに替えるとか、そう

いった部分の拡大で、そういう防犯につながるような手伝いができないかなと思い

ますけれども、そういった補助金の使用範囲、その辺りを今後、検討可能なのか、

現在は今のままの補助金対象でいかれるのか、その辺りの町のお考えを伺います。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 先ほどの、家のほうに電話がかかってきたり、そういうと

ころを隣近所で、いろいろ見てもらう民生委員さんにお願いする、役場のほうに電

話してくると。うちでもいろんな電話がかかってきますので、うちの両親には、あ

る程度、変な音がしたら、すぐに切れと言っておりますけれども、私の電話とか、

妻の電話にも、すべてガチャっと切ってしまったりとか、そういうのもありますの

で、家の中の話というのはなかなか、やはり分からなく、誰かに相談しなければい

けないというところもございます。 

今、ありました補助金の部分ですけれども、確かにこの闇バイト、このトクリュ

ウというのが、カメラに写ってもたたきわって入ってくると、そういう部分もあり

ます。ですから、なかなか対応が厳しいところはございますけれども、今言われた

ように、カメラにプラスして二重ロック、二重ロックするときにはロックをなるべ

く高めに付けて、犯人が隠れずに何かをしなければいけないと、やりにくいという

ようなこともございますので、そういうものの補助というのも今から先、本当に都

会でそういうものがあっていますけれども、こっちの田舎のほうにそういう犯罪も

どんどん入ってくる可能性はございますので、町民を守るというところではそうい

うものも考えていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 今、総務課長が言われたように、以前のような空き巣とか窃盗

犯というのは、なるべく人の目につかないように、そして短時間で犯行ができるよ

うな犯罪が多かったんですが、いわゆるそのトクリュウというグループは、もう何



－ 56 － 

があっても無理やりこじ開けて、資産家の家だろうが、一般住民の家だろうが、も

う５万円でも５,０００円でもあれば、お金を奪っていくような、非常にそのため

には手段を選ばなくて、殺人を犯してまで、その目的を達成するような、非常に私

たちからしても非常に不安を抱くような犯行が今続いております。もう本当にさん

ざんテレビで言われているんですが、もう強盗殺人は無期懲役か死刑と。重い罪で

はありますけれども、なかなかそういう若い世代はそこまでそういう考えが回らな

いというのが正直な部分ではないかなと思います。特に今、犯行を行っているのが、

１０代後半から２０代前半の本当にこれから日本のために頑張ってほしい世代が、

そういった知らず知らずのうちに犯行に手を染めて、人生を棒に振るというような

状況が出てきていますので、やはりそういった犯行が町内で起こらないように、そ

してそういった犯罪を犯すような子供たちが、知らず知らずのうちに犯罪に巻き込

まれるような子供たちが出ないためにも、やはり町としてはそういう犯罪を許さな

い。そして、犯罪を起こせないような安全・安心なまちづくり、これに取り組むこ

とがやはりこれからに先に、今既に住んでいる町民に対しても、またこれから移住

を考えている人々にとっても、やはり安心して安全で暮らせるというのは、大きな

やはりアピールポイントではないかなというふうに考えております。 

その中で、今、各小学校・中学校、もうタブレットが導入されて、非常にＳＮＳ、

もう私たちが追いつかないスピードで、子供たちは吸収をしていっておりますけれ

ども、先日のテレビの中で、全国的に小学校の５・６年生のスマホの所有率が７

３％だったそうです。これが中学生になると９３％、高校生になると９９.１％の

子供がもうスマホを所有しているそうです。今いろんな携帯メーカーもフィルタリ

ングをかけたりとかして、いろんな有害なそういう情報が閲覧できないようにする

ような手立てはあるようですけれども、やはりもう私たちが子供たちに言うような

もう次元ではなくて、子供たちのほうが先に先に進んでいますので、なかなかそう

いった部分で、そういう情報から子供たちを遮断するのは難しいのかなというふう

に思います。 

そんな中で、今、南小国町の学校のほうで、そういったＳＮＳに対して、タブレ

ットの使用の中でそういった子供たちに、そういう教育の一環として何か取り組ま

れていることがあればお伺いいたします。 

○議長（井上則臣君） 岩切教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） ５番議員さん、ありがとうございます。 

小中学校におきましても、携帯電話やインターネットの利用の仕方、また利用す

る際の注意事項等、こういった部分に対しては児童・生徒や保護者に対していろい

ろな指導または啓発の機会をつくって進めているところです。 
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最近、先ほどもありましたが、闇バイトあたり、何か手軽に犯罪でお金を稼ぐと

いう、その悪質さを十分にわからずに、先日は高校生もそれに加担をしているとい

う、だんだん低年齢化といいますか、当然、小中学校にもその辺の危険が及んでく

るような、そういう不安を感じているところです。 

先日、中原小学校が肥後銀行の方に講話をしていただきまして、こういう資料を

使いながら、小学生の子供たちに「気をつけようお金のトラブル」という題で、ワ

ンクリック詐欺とか、フィッシング詐欺とか、またオンラインゲームでのトラブル

とか、こういったところについて指導して、子供たちは学ぶことができたところで

す。このことは、校長会の中でも報道しながら、市原小とか、りんどうヶ丘小、南

小国中学校のほうにもこういう講話は広げていく必要があるということで、校長先

生方も考えているようです。 

また、先週金曜日、６日の日には中学校の授業参観がありまして、その際には保

護者向けでオンラインで携帯電話の取扱いのことについて、保護者に対しての講話

を入れたということで、２月に新入生の体験入学がありますので、今度は新入生に

対しての携帯電話の使用についての講話を入れるというふうな計画をされておりま

す。 

また、先ほど議員さんおっしゃいましたけど、タブレットの持ち帰りが今ありま

す。子供たちは家庭で宿題に使ったりとか、調べものの学習でタブレットを使って

学んでおりますけれども、大体１人当たり月３ギガというのを決めているというこ

とです。しかし、１か月の使用量というか、それは全部の子供たちがどれだけ使っ

たかというのは、教育委員会のほうにも回ってきますけれども、大体最高に多くて

７０ギガとか、そういう子供もおります。大体そういう場合は、当然、教育委員会

から学校に話を入れて、学校で何に使ったのかというようなことから、当然、面談

をしながら話をして、結局、費用にして２０万円とか３０万円とかかかる費用にな

るものですから、南小国の子供たち全体で９００ギガで一応契約をしているそうな

んですけれども、ですからそこでえらく費用が足りなくなったということはないん

ですが、１人で利用した場合が２０万円、３０万円使うようなこともありますので、

そこは厳しく指導をしてきているという状況です。今のところ、犯罪につながるよ

うな利用の仕方はしてなくて、何か映画を見たりとか、何かそういったところでの

利用をしているようで、そこは厳しく指導をしているところです。 

先ほども言いましたように、やはり低年齢化がだんだんと危惧されますので、子

供たちにもこの犯罪防止というところの指導とか講話をしっかり入れながら、先ほ

どから議員さんおっしゃいますように、犯罪から子供たちを守るような、そういう

取組はしっかり継続して進めていきたいなと思っているところです。 
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以上です。 

○議長（井上則臣君） 井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） ありがとうございます。 

もう既にいろんなところで取り組んでいただいておって、本当に心強いと思いま

すけれども、トクリュウの事件の中で、東京の１４歳の男の子が山口で補導された

と。やはり、そういう闇バイトに申し込んで、東京から山口まで移動して、犯行の

前に警察のほうに保護されて事なきを得たんですけれども、やはり非常に低年齢化

をしてきていて、やはりそういうＳＮＳあたりを頻繁に閲覧する子供たちは、そう

いった部分にもやはり非常にたけているのかなと。その部分、やはり冷静に判断す

る部分がまだ足りないのかなというふうに感じます。やはり誰でも短時間で手軽に

数万円の報酬が得られれば、飛びつきたいというのは分からないでもないですけれ

ども、冷静に考えれば、やはりそういう安易な仕事はないというのは、もう私たち

も経験して分かっていると思いますけれども、やはり中には生活にやはり困窮して、

仕方なくやっぱりそういうことに手を染めたというような方もおられますので、や

はりそういった部分はなかなか定期的に授業の中で組み込んでいくのは難しいかも

知れませんけれども、やはり子供たちには事あるごとにそういった話をしていただ

ければと思いますし、先ほど教育長が言われたように、授業参観であるとか、ＰＴ

Ａの総会であるとか、そういった部分で子供たちだけとか親だけではなくて、子供

たちと親が一緒に聞けるような、そういう機会を設けていただくと、また家族の中

でそういう問題意識が深まっていくのではないかなと思います。一方的な話だけで

はなかなか子供たちも親の言うことを聞いてくれませんので、親子が一緒にそうい

う話が聞けるような機会を設けていっていただけたらなというふうに思います。 

やはり町内もきよらパトロール隊あたりが、下校時間あたりは巡回をしていただ

いているおかげで、ここ数年、子供たちに対してのそういう声掛けの事案とか、そ

ういった事例も発生しておりませんので、非常にいい流れかなと思うんですけれど

も、先ほど言ったように、いつどのような状況で町民が犯罪に巻き込まれるか分か

りません。 

ちょっと先ほどの話に戻りますけれども、７月以降、こういったチラシが新聞の

広告に２度ほど入っていたのを御存じかと思います。これは熊本県警が録音機能付

の防犯の電話機、これを購入した際に最高５,０００ポイント還元するというよう

なキャンペーンです。これは本当に県警もいい取組だなと思ったんですが、但し書

きの中に、自治体等から補助金を受けていない方というのが補助要件に入っていま

す。できれば、安いのは１万円程度でありますけれども、例えば今多くはＦＡＸ兼

用の電話機を備え付けている家庭も多いかと思います。そういったところは、やは
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り電話機自体が３万円、４万円しますので、県警さんが５,０００円出してくれる

のであれば、各自治体もやはり一定額の補助をしていただいて、少しでもやはりそ

ういう防犯意識を高めるためにもお願いをしたいなと考えていたんですが、自治体

の補助を受けていないことというのが県警のこのキャンペーンだそうです。であれ

ば、ぜひ町のほうでもう県警のキャンペーンに参加せずに、町のほうで何かそうい

った新たな補助をつくっていただいて、本当にうちの組内の年配のお家辺りに電話

をしますと、まず最初に「この通話は録音されております」というようなガイダン

スが流れてきます。やはりこれは非常に電話をするほうからすれば、ある面、緊張

します。余計なことを言って、ずっとそれが記録として残るのも、やはり犯罪を考

えている人からすれば、そういったガイダンスが流れるだけでもかなり、やはり抵

抗があるのかなと思いますので、県警の取組もすばらしいと思いますけれども、ぜ

ひ町のほうもそういった部分で、防犯に対する何か取組に対して補助あたりを今後

考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。もし、考えがあ

ればお願いします。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。ありがとうございます。 

今お話があった、いろんなものの広報等の周知には今から先もまた徹底していき

たいと思います。今の電話もそうですし、二重のロックとか、そういう補助も侵入

強盗は７５％は一軒家で、ドア、入り口から入ると。５分以内に開けられなければ

あきらめる傾向が７割はあると。そういうところで、その鍵の二重ロックの補助等

を出して、それで少しでも犯罪が減るのであれば、そういうところは今後戻って考

えたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） やはり地方のほうは、警察機関に通報してからも、やはり２０

分、３０分かかる家庭もあります。ですから、やっぱり少しでも被害を食い止める

ためにも、侵入に時間がかかるとか、何か命が守れるような、やはり取組が必要に

なってくるかと思いますので、そのあたりをくみ取っていただいて、今後の補助金

あたりの展開のほうに持っていっていただけたらと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

これで、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（井上則臣君） これにて、一般質問はすべて終了いたしました。 

ここで延会といきたいところでございますけど、明日の子ども議会を考えますと、

議案第７６号、７７号までを、この後審議したいと思いますけど、異議ございませ
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んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、議案第７６号と７７号までの審議をさせてい

ただきます。 

休憩いたします。３時１０分に再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時００分 

再開 午後３時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第７６号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

○議長（井上則臣君） 日程第４、議案第７６号、刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。高橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７６号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第７６号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について。 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を、別紙

のように定める。 

令和６年１２月１０日提出。南小国町長、髙橋周二。 

提案理由、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本町の刑法を引用してい

る関係条例について改正する必要がある。地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。 

改め文でございます。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例。 

２ページ、おめくりください。 

新旧対照表でございます。左側が改正後でございます。 

次のページ、１つ目が一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。 
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次のページをお願いいたします。 

２つ目が、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例についてでございます。 

次のページをお願いいたします。 

３つ目が、南小国町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条

例についてでございます。 

次のページをお願いいたします。 

最後が、南小国町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例で

ございます。 

今見ていただいた４つすべての改正前の下線が引いてある禁固及び懲役の文言が

改正後にあります拘禁刑に改正されております。 

内容としましては、改正前の従来の懲役と禁固は、刑務作業の義務があるか否か

によって区別されており、懲役の受刑者には刑務作業が義務づけられている一方で、

禁固の受刑者は刑務作業が任意とされております。 

改正後の拘禁刑とは、従来の刑罰である懲役と禁固を一本化した刑罰で、その背

景には実態として懲役と禁固の差がなくなっており、量刑を分けた意味が薄れてき

ているとのことでございます。 

理由としまして、禁固の受刑者は収容、拘束のみですが、作業報奨金等を求め申

出により作業を行っている者が大半となっている現状があり、一本化へ改正となっ

ております。 

５ページ、お戻りください。 

附則、この条例は令和７年６月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。 

本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方

からお願いをいたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 
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これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第７６号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第７７号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

○議長（井上則臣君） 日程第５、議案第７７号、地方自治法の一部改正に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。高橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７７号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第７７号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について。 

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を、別紙のように定め

る。 

令和６年１２月１０日提出。南小国町長、髙橋周二。 

提案理由、地方自治法の一部改正に伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

を引用している関係条例を整理するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１号の

規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。 

改め文でございます。地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例。

第１条、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例。第２条、南小国町監査委員に関する条例。第３条、南小国町長

等の損害賠償責任の一部面責に関する条例。第４条、南小国町簡易水道事業及び下

水道事業の設置等に関する条例。この本町の条例でございますが、地方自治法の一

部改正に伴い、条ずれが生じております。生じている箇所を引用している本町条例

を改正する必要があり、整理をしております。 

附則、この条例は公布の日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 提案理由の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ございませんですね。質疑ないようですので、これより討

論に入ります。 

本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方

からお願いをいたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第７７号、地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

本日は、これにて延会といたします。 

ありがとうございました。 

また明日は、午前１０時から再開いたします。よろしくどうぞ。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時１９分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 
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      会議録署名議員  ４番 

 

 

 

      会議録署名議員  ５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録調製者  松 岡   洋 
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令和６年第４回南小国町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和６年１２月１１日 

於   議    場 

１．議事日程 

 開 会 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第78号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第３ 議案第79号 南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第４ 議案第80号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第５ 議案第81号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更について 

日程第６ 議案第82号 令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第８号） 

日程第７ 議案第85号 令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第４号） 

日程第８ 議案第86号 令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第３号） 

日程第９ 議案第83号 令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書（第３

号） 

日程第10 議案第84号 令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号） 

日程第11 議案第87号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第12 陳情第７号 米野菜、畜産等生産費高騰継続に対する助成についての陳情 

日程第13 陳情第８号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航

移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 

日程第14 委員長報告 付託議案陳情第６号 経済建設常任委員会 令和６年付託 

      町道田ノ原白川線改良工事についての陳情 

日程第15  議員派遣報告について 

日程第16  議員派遣の件について 

日程第17  閉会中の継続審査について（総務文教常任委員会／経済建設

常任委員会／議会広報調査対策特別委員会／環境問題調査特

別委員会／議会運営委員会） 
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２．出席議員は次のとおりである。（９名） 

 １番  下 城 孔志郎           ２番  北 里 桂 一 

 ３番  佐 藤   毅           ４番  森 永 一 美 

 ５番  井 野 和 哉           ６番  後 藤 六 男 

 ７番  穴 井 秀 房           ８番  穴 井 則 之 

９番  井 上 則 臣 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため本会議に出席した事務局職員の職氏名。（２名） 

議会事務局長  松 岡   洋    会計年度任用職員  室 原 明 子 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名。 

町    長  髙 橋 周 二    教 育 長  岩 切 昭 宏 

総 務 課 長  朝 日 康 博    建 設 課 長  本 田 圭一郎 

                   税 務 課 長 
まちづくり課長  宮 﨑 智 博            河 本 孝 博 
                   （会計管理者兼務） 

町 民 課 長  河 津 頼 子    農 林 課 長  穴 井 康 治 

教育委員会事務局長  志 賀 美彩代    福 祉 課 長  佐 藤   淳 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） おはようございます。 

本日の出席議員は９名です。定足数に達していますので、これより令和６年第４

回南小国町議会定例会の第２回目の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上則臣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番、後藤六男議

員、７番、穴井秀房議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第７８号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（井上則臣君） 日程第２、議案第７８号、南小国町消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７８号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第７８号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のように定める。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。消防団員の処遇改善を図るため、人命捜索に対する出動手当を創設す

るに当たり、地方自治法第９６条第１項の第１号の規定により、議会の議決を経る

必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。 

改め文でございます。南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例。 

次のページをお願いいたします。 

新旧対照表でございます。左側の改正後の第３項に下線が引いてございます。前
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項の規定に限らず、人命捜索の出動の場合は、出動した団員に対し１日当たり６,

０００円を支給すると加えております。現在、行方不明者捜索に対する消防団の出

動については、出動手当がなく、捜索中の飲料や食事については団員自ら用意する

こととなっており、団員の大きな負担となっております。消防庁の報酬等の基準に

おいて、災害以外の出動に係るものとして１日４,０００円となっており、本金額

については業務の負担や活動時間を勘案し、標準額と比較して均衡を図りつつ、具

体的な取扱いについては各市町村において定めることとされております。 

本町の近年の行方不明者の実例として、令和４年５月に発生した押戸石付近での

捜索、令和６年度４月に発生した立岩水源での行方不明者捜索がありますが、前者

は山林・原野・河川域を連日捜索し、後者についても山林の捜索となっておりまし

て、平地や市街地での捜索と比較すると、業務の負担は大きいものと考えられます。 

従いまして、本町の地域の実情を勘案し、基準額に２,０００円を上乗せして６,

０００円としております。 

他の町村の部分では、８,０００円にしてあるところといいますと、高森町、嘉

島町、苓北町、その辺りが８,０００円としております。そのほかにも２時間ごと

に２,０００円を上乗せする町村等もございます。 

１ページお戻りください。 

附則、この条例は令和７年４月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 先ほど、阿蘇郡内で高森町の８,０００円というのが出ました

が、別に近隣自治体をどうのこうのということではございませんが、参考としてこ

の周辺自治体、郡内はどうなっているかというのをお教えいただけたらと思います。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 金額の大きいところ、同じような感じで上げているところ

を調べた分で、阿蘇郡内を一つずつは見ておりませんけれども、ここになければ報

酬がないところもありますし、その他報酬と同じ、一律幾らとしてある町村等もあ

るようでございます。阿蘇郡を全部は確認はしておりません。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 例えば小国町はどうされておるかというのをお教え願います。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 
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○総務課長（朝日康博君） 小国のほうは確認をしておりません。多分、ここに一応職

員が調べた分では載っておりませんので、報酬がなしになっているのかも知れませ

ん。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 先ほども言いましたが、よそが出す出さないは別段関係ないで

すが、後でいいですから、資料としていただけますか。 

○議長（井上則臣君） では、資料提出願います。 

ほかに質疑ございませんか。 

５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 消防団員の負担を考えれば、もうこれは当然のことかなと思い

ますけれども、先ほど総務課長から話がありましたように、町外の方がこの町内で

行方不明になったり、そういう消防が出動するような事態になった場合、これは当

該の自治体が全てその経費を補うのか、その近隣の町村でそういうほかに捜索をお

願いした場合に、その不明者の親族、家族あたりから何かのその負担をいただいて

いるのか。町民の生命・財産を守るのは当然でありますけれども、その南小国町を

訪れた方々のそういう捜索に対して、全てこれはその自治体が負うものなのか、そ

の辺りの見解をお伺いします。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 先ほどいわれた２件分のときも、多分その町村から何かし

らというものはなかったと思います。お礼もないということもあったりもしますけ

れども、何かを求めたというところはないと思っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 一例ですけれども、山岳で遭難された方とか、海で遭難された

方、この辺りはヘリコプターであるとか、いろんな手段を使いますので、当然負担

が出てくるのかと思いますが、やはりそれ相応の捜索に対しての負担額が生じてい

るという話を聞きます。本当に町民じゃなくて、その人々の生命を守るために出動

する。その消防団員が納得して出動するのであればいいですけれども、そういった

自治体として今後そういう町外の方、若しくは海外から来られて、そういう登山等

で遭難されたりとかいう事例も出てこないとも限りませんので、近隣また全国的な

自治体の動向を見ながら、自治体単体でその経費を補っていくのか、一部相応の負

担をお願いするのか、その辺りは慎重に状況を見ながら検討いただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。ありがとうございます。 

各町村で、その方が来られて、こういうことが起きたときに、確かに何かを求め

るというところもありますけれども、それにも差が出れば、ここの町村はじゃあそ

れに対して幾らもらう、あっちは何もなく終わる、そういうことが起きてはまたお

かしい部分もあると思いますので、その辺りはちゃんと確認して、やるならばある

程度同じような形でやらないと、あそこの町村で何かがあったときには幾ら取られ

るぞとか、そういう話も出てくる可能性もありますので、その辺りはきちんと確認

はしていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入りたいと思います。

本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方か

らお願いをいたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ないようですので、これより採決に移りたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第７８号、南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第７９号 南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（井上則臣君） 日程第３、議案第７９号、南小国町介護保険関連サービス施設

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７９号、南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び
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管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、福祉課長より説明させ

ます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 議案第７９号、南小国町介護保険関連サービス施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のように定める。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。社会経済情勢の変化に伴い、施設の維持管理経費が増加する中、持続

可能な施設運営を図るための利用料金改正を行うに当たり、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出す

る理由である。 

次のページをおめくりください。 

改め文でございます。南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例。 

２ページおめくりください。 

新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。この条例は、

本町の高齢者の健康と福祉の増進等を目的としました介護保険関連サービス施設、

いわゆるさくら荘、元気プラザと湯夢プラザ、この３つの施設の設置及び管理につ

いて定めたものでございますけれども、持続可能な施設運営を図ることを目的に、

湯夢プラザの利用料金を改正するものでございます。内容といたしましては、第２

条は条文に施設名を加え、明解にしたものでございます。 

続きまして、第４条第１項は、施設の使用許可について、湯夢プラザの入浴は除

くとしたもので、続く第７条が利用料金の改正でございます。 

次のページをおめくりください。 

改正後の別表１がさくら荘及び元気プラザ中原の利用料金を定めたものでござい

ますけれども、こちらにつきましては表の構成を変更したのみで、利用料金に変更

はございません。 

次の別表２が湯夢プラザの利用料金を改正したものでございます。改正内容とい

たしましては、これまで町内外の方で利用料金が異なっていたものを、町外の料金、

大人３００円、子供１５０円に統一させていただいております。また、回数券の発

行につきましても、１１枚つづりで１回分お得となります大人３,０００円、子供

が同じく１１枚つづりで１,５００円としております。これによりまして、本町の

温泉館きよらと利用料金が同額となるものでございます。 
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３ページお戻りいただきまして、附則でございます。附則、この条例は令和７年

４月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

質疑を行います。質疑ございませんか。 

３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 私から２点、料金の改正をされたことによって、どれだけ経費

が圧縮されたのか。それともう１点、９月のときにもお話したかと思います。券売

機の導入、この件について御回答をお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

今回のこの改正に当たりまして、利用料金を改定した場合、昨年度の令和５年度

の利用者数ベースでいきますと、約５０万円ほどの料金が上乗せされる、これは計

算上でございますけれども、その分、金額が上がるということになっております。 

また、２点目の券売機につきましては、こちらのほうでも再度検討のほうをさせ

ていただきました。現状、今、委託契約を交わしておりますけれども、そこの中で

利用料金の部分の受取も明記させていただいて、地方自治法の中でそちらのほうは

対応しております。現在のところ、券売機の導入については、一旦保留という形で

現状の形を継続させていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） では、もう１点、あそこに運動器具があったと思います、トレ

ーニングマシン。あの辺の利用促進ないし、その利用料とか、そういう今後の展開

として、あのまま放置して置いておくのか、それとももうちょっと器具を入れて、

介護促進施設でありますので、使えるようにするのか、その辺もう１点お願いしま

す。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） トレーニングマシンについては、購入後、そうとう年数が

たっております。ただ、物自体は結構しっかりしたものでございまして、使えない

ことはございません。ただ、何かしら故障が生じた場合に、その補償はもう効かな

いという状態でございます。今、あの施設そのものが介護予防施設でございますの

で、介護予防教室の中で利用をしているところではございますけれども、以前、申

し上げさせていただいたとおり、できれば結構器械はしっかりしたものでございま

すので、幅広い部分で利活用ができないかというのを、包括を交えて、今協議をし
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ている段階でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 経費削減において、そこの運動施設、１００円でも２００円で

ね、普通の一般の町民に対して開放していただければ、経費圧縮にはつながるもの

と思います。あくまでも器械が古いというのは私も存じ上げていますけれども、た

だ物自体はしっかりしていると思います。だから、そこら辺は誓約書的な部分、何

かあったときには自己責任というか、非常に重りだとか、そういう取扱いもありま

すので、ケガの可能性というのはありますけど、そういうところで１枚誓約書を、

町には責任を負わない、問わないというような、自己責任において使うということ

であれば、利用がもっと促進される可能性もあると思うので、その辺もぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） はい。御提案、ありがとうございます。 

こちらも協議をしている中で、またいろんなアイデア等が足らない部分もござい

ますので、議員の皆さん方からもいろいろ御意見を頂戴したいと思います。 

ありがとうございます。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） さくら荘と元気プラザの令和４年、５年の稼働実績、利用実績

が分かれば教えてほしいのが１点と、町外の利用者がどの程度この施設であるのか、

数字が分かればお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

申し訳ございません。令和４年度については把握しておりません。令和５年度の

みお答えさせていただきます。 

さくら荘につきましては、収入、これはもう利用料金でございますけれども、収

入が約１０万円、支出についてが約２０万円。元気プラザにつきましては、収入が

約８万円、支出が約３５万円ほどになっております。収入につきましては、両施設

とも施設の利用料でございます。また、支出につきましては、施設の清掃管理の委

託料、また建物共済保険が主なウエイトを占めている状況でございます。 

利用者につきましては、両施設ともほぼほぼ町内の方の利用ということで、町外

の利用につきましては、こちらのほうはほぼないというような状況でございます。 
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以上です。 

○議長（井上則臣君） ５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 今年度、さくら荘を何度か利用させていただいたんですが、雨

漏りがかなりあって、クロスが剝がれたり、シミができていたり、カビが生えてい

たりと、非常に環境的に改修が必要なのではないかなと思います。元気プラザ中原

の施設に比べて、かなりさくら荘の施設のほうは利用料金を取るに至っては、ちょ

っとその辺りの修繕が必要ではないかと思いますが、その辺りは今後計画にあるの

でしょうか。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 今お話のあったさくら荘ですね、非常に老朽化が進んでお

ります。あそこの屋根の雨漏り自体も、結構頭を悩ますところでありまして、正直、

あそこを改修するには、屋根全て改修しないと駄目な状況でございます。こちらに

ついては、今どうしようかというところで福祉課のほうでも検討を進めております。

改修するのであれば、大幅な改修費用が必要となってまいります。そうなった場合、

例えばあちらのさくら荘を使わずに、その機能をどこか別にということも考えてい

く必要も一つ考えとしてございますので、いろんな考えを踏まえた中で、今後検討

をまた進めてまいります。 

○議長（井上則臣君） ５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 喫緊では改修の計画はなくて、ではその利用する方には、その

旨を説明した上で、この料金で利用していただく。例えば減免とか、そういうのは

お考えはないんでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 施設の利用料自体、さくら荘も結構使いやすい金額で設定

をしております。減免の規定の中には、そういった部分での規定をうたっておりま

せんので、減免対象とはせずに、通常料金を頂戴している状況でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願いし

ます。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第７９号、南小国町介護保険関連サービス施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第８０号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（井上則臣君） 日程第４、議案第８０号、南小国町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８０号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定については、税務課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 議案第８０号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について。 

南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、令和６年１１月１４

日付、南小国町国民健康保険運営協議会答申に基づき、国民健康保険税の課税額の

算出の基礎となる所得割、均等割及び平等割の税率を改正するにあたり、南小国町

国民健康保険税条例の改正を行う必要があるため、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由であ

る。 

次のページをお願いいたします。 

こちらは改め文でございます。改正の具体的な内容につきましては、新旧対照表

にて御説明申し上げます。 

２枚おめくりください。 

新旧対照表でございます。右側が改正前、左側が改正後になります。下線部分が

改正箇所となります。今回の改正の概要でございますが、熊本県が目指しておりま

す令和９年度の標準保険税率での統一、令和１２年度の完全統一に向けて、現段階
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から緩やかに税率を見直していく必要があることから、提案理由でも申し上げたと

おり、南小国町国民健康保険運営協議会の答申に基づき、国民健康保険税の課税額

の算出の基礎となる所得割、均等割及び平等割の税率を改正するものでございます。 

まず、第３条は、医療部分の所得割額の改正です。 

次に、第５条は、医療部分の被保険者均等割額の改正となります。 

次に、第５条の２は、医療部分の世帯別平等割額の改正です。 

次に、第６条は、後期高齢者支援金分の所得割額の改正です。 

次のページをお願いいたします。 

第７条の２は、後期高齢者支援金分の被保険者均等割額の改正となります。 

次に、第７条の３は、後期高齢者支援金分の世帯別平等割額の改正です。 

次に、第８条は、介護給付金分の所得割額の改正です。 

次に、第９条は、介護納付金分の被保険者均等割額の改正です。 

最後に、第２３条は、国民健康保険税の減額規定部分の改正となっております。 

それでは、改め文の２枚目にお戻りください。 

中段部分の附則です。施行期日、この条例は令和７年４月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） これは県全体の統一に向けて、少しずつ上げていくということ

の説明でございましたが、議会運営委員会の折に、モデル世帯は難しいと思います

が、ある程度の標準的な南小国の世帯でどれだけ上がるのかという説明資料をいた

だきたいということを伝えておりましたが、何かありますでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 紙ベースで資料としては準備しておりませんけれども、口

頭で御説明を申し上げたいと思います。 

例として、モデル世帯を２パターンほど示したいと思います。まず、御夫婦、そ

れからお子様お二人４人世帯の場合でございます。御夫婦、片方の方が給与収入が

７００万円、もうお一人が２００万円と仮定した場合、改正前の保険税は年間約７

９万円でございますが、改正後は年間約８７万円、約８万円の増額となります。 

次に、３５歳単身世帯と仮定して、給与収入を５００万円と仮定した場合、改正

前は年額約３６万円でございますが、改正後は年間約３９万円、約３万円の増額と

なっております。 

以上でございます。 
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○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

４番、森永一美議員。 

○４番（森永一美君） 今回が国民健康保険を健全に運営していくため、また今、県下

統一の料金に向けてというところの動きかと思います。保険制度を持続可能、健全

な状態での持続可能なものにするためにも、今回の改定というものは必要かとは思

っております。 

ただ、その一方でやはり国保離れではないですけれども、この１３０万円の壁と

いうものも今、議論が国のほうでされていますけれども、またそうなった場合に国

保から社会保険への切替え等というのも十分に考えられるのではないかと思ってお

ります。 

そこで、やはり国保の加入者を増やすための施策というのも何かしら必要なので

はないかと思いますけれども、その辺り何かお考えのものがあるのかお尋ねをいた

します。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

まず、被保険者、国保離れといいますか、今現在、国としましても、社会保険に

できるだけ入っていただくような施策を取っておられますので、現状、南小国町に

おきましても、被保険者は平成２７年に、手元の資料によりますと、平成２７年は

約１,５００名、被保険者数おりましたけれども、ここ最近、令和４年、令和５年

あたりは１,０００人台、１,０７４人となっております。約３分の２に被保険者数

が減ってきております。 

実際のところ、一つの町で保険事業を行うにあたりましては、やはり被保険者数

が多ければ多いほど、そのお一人当たりの負担というのは減ってくるんじゃなかろ

うかと思います。事務的経費とか、そういったところは１,５００人だろうと１,0

０００人だろうと変わらないわけですので、その辺りはお一人お一人の負担という

のは当然増えてきているのではないかなというふうに感じております。 

それから、町独自の施策というところでは、ちょっと今のところ、なかなかそう

いったところは考えておりませんけれども、昨日お話した、議員のほうからの御提

案もあった未就学児の部分につきましては、これは国のほうで私の前、令和４年と

かその辺りに確か改正をされて、今現在、今回の改正の部分でも、先ほど申し上げ

ました第２３条の減額規定の部分の一部にその部分があったかと思いますけれども、

これは国の施策として一部減額措置がされております。これにつきましては、減額

部分につきましては、国の施策ですので、当然、町に本来入ってくる部分の不足分

は国のほうから何らかの形で、交付税とかそういった交付金とか、そういった形で
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入ってはくるわけですが、ここを仮に町独自でとなりますと、そこは国の施策とは

また別の、町独自の施策ですので、その部分につきましては何かしらの措置をしな

いといけない。そうなると、今回、現状の計算で今回上げさせていただいておりま

すので、そうなりますと、その部分をもう少し保険税に頼るのであれば、もう少し

また税率を今回の改正の中でもまたもう少し上げざるを得ないというような、そう

いった負担、最終的にはまた子育て世帯の方には有利になるかも知れませんけど、

それ以外の世帯の方々に御負担をさらに強いるようなことになるかと思います。 

あと、議運の中で、先ほどモデルパターンと、もう一つ健全化に近づいているの

かというような部分があったかと思います。すみません。私、申し上げるのを漏れ

ておりましたので、改めて申し上げますと、本町の直近３か年の国民健康保険特別

会計の決算状況を見ますと、約１,５００万円から２,３００万円、単年度の実質収

支が赤字となっております。そういったことから、約１,４００万円から２,９００

万円、国保会計の基金から繰り入れが毎年度発生しているような状況でございます。

こういったことから、仮に現在の税率改正を行わず、現状のまま運営してまいりま

すと、令和５年度末時点で約５,１００万円ある基金残高が令和９年度には底をつ

く見込みとなっております。こういったことから、それからまた先ほども申し上げ

たとおり、この県統一というのは全国的な動きでございまして、もう既に大阪、奈

良は統一をされております。熊本県につきましては、最終的には令和１２年度の統

一に向けてということでございますので、南小国町としましても現段階から緩やか

に税率を見直しておく必要があるということから、今回提案させていただいたとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ４番、森永一美議員。 

○４番（森永一美君） 詳細にありがとうございます。 

現状は、社会保険であれば、子供が扶養に入る場合というのは、費用負担はない

かと思いますが、国保の場合は、その均等割というところで掛かってくるのがあり

ますので、今その現状は均等割が掛かっている分の半額を国のほうが未就学児のみ

半額の対象としているという状態です。これが２０２２年から開始された制度かと

思います。 

実際にお金が掛かってくるのは未就学児以降かなと思っていますので、よその自

治体では今、私が調べたところによると、高校生までを対象に半額措置だったりと

か、全額措置というところも自治体負担でされているところもあったかと思います。

これを南小国の国保だけでやっていくのか、若しくは町全体の子育て施策の一環と

してまた別予算とかでいくのかというのもあるかと思いますが、何かしら国保の健
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全な形での運営ができるように、また引き続き検討いただけたらなと思っています。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 御意見、ありがとうございました。 

今、議員からおっしゃられたとおり、子育て施策の部分につきましては、国保だ

けではなくて、ほかの課も含めたところで、現在いろんな施策を町としても考えて

おるような状況でございますので、その中の一つとして、また検討材料の一つとし

て、この部分も入れていただければと思っておりますので、そういったところはま

たほかの課・局と協議をしてまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 先ほど、令和５年度末の基金が令和９年にはゼロになるという

ようなことでございましたが、これは県全体の統一が令和１２年ですかね、その間

に基金がゼロになる非常に厳しい状態だとは、もう当然分かりますが、今回、令和

７年４月１日付で改正をいたしますが、また令和１２年度の県全体の統一に向けて

も、何度かその間で上げていくと、改正していくということが考えられるわけでし

ょうか。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

現在、まず令和９年度というのは、県から示されました南小国町の本来取るべき

標準保険税率、しかもそれも直近の今分かっている令和６年度の本来この金額、こ

の率で取らなければ、南小国町はとんとんといいますか、赤字が出ない金額にはな

りませんよと示された率が本来の標準保険税率なんですが、その標準保険税率を一

度に適用しますと、やはり御負担が一度に上がってまいりますので、今目標として

いる令和９年度の目標数値が直近の令和６年度の南小国町の標準保険税率というこ

とで設定しております。令和９年に向けて３か年で、７、８、９と、３か年でその

上り幅を大体３等分して、３年間かけて南小国町が本来取るべき標準保険税率に、

まず令和９年度までに持っていこうところで考えております。 

なおかつ、令和１２年度というのは、熊本県が統一されるのが令和１２年度であ

りまして、ただこの令和１２年度にどれだけの率になるというのは、熊本県がまだ

示しておりません。ですので、南小国町としてもその目標とするものが今のところ

ございません。ただ、目標とするものがない中で、税率を改正していく上で、何か

しらの目標を設定しないといけませんので、現状のところは直近の令和６年のその



－ 82 － 

標準保険税の各項目、先ほど御説明しました、いろいろと医療費、介護、後期高齢、

その辺りの各項目の一番最高数値になっているところですね、県内の。というのは、

今のところ、ばらばらですので、県内の一番最高値のところを仮の目標値としてて

令和１２年度で南小国町は今設定して、その令和９年度までまず南小国町の標準保

険税率に持っていく。そして、今のところはその令和９年度から１２年度について

は、その熊本県の最高の標準保険税率に持っていくというような計画ではあります

が、ここ数年のうちには最終的には、熊本県の最終的な標準保険税率統一の率とい

うのは、当然のことながら示されると思いますので、またそこが示されたときには

その最終的な目標数値に補正といいますか、上振れするのか、下振れするのか分か

りませんけれども、そこに持っていこうというような計画でございまして、まずは

令和９年度に向けて南小国町の標準保険税率を目標値として３年間にかけて、今後、

保険税率を変えていくというような計画でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 令和９年度に向けて標準税率に合わせていくということでござ

いますが、今年のモデルで、先ほど、夫婦２人の場合に８万円ほど上がるというよ

うなことでございましたが、令和７年、令和８年、令和９年、３か年も大体このく

らいを上げていくことで標準税率に近づくということで考えてよろしいんでしょう

か。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 先ほど、モデルケースがそのままあと２年間が当てはまる

かどうかというのは、すみません、もう一度厳密に計算しないと分からないところ

ではありますけれども、大体３等分になるような、今、率の改正をしておりますの

で、今回上がった分ぐらいは、また来年度、再来年度と、上がるというようなとこ

ろで考えていただいて結構かと思われます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願いを

いたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ないようですので、これより採決に移りたいと思いますが、

御異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８０号、南小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

ての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

休憩に入ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４８分 

再開 午後 １時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前、子ども会議に引き続き議会を再開します。 

先ほど、議案第７８号の近隣の手当等の質問がありました。総務課長のほうから

説明いたします。 

朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 先ほどは大変失礼をいたしました。 

今お配りしている分の御説明をいたします。南小国町が今度６,０００円で、４

時間以内が３,０００円というところで上げておりますが、この表でいきますと、

阿蘇市が年間で５,０００円を支払って人命救助のときに幾らとかいうものはなく、

人命捜索の区分はないというところです。産山村も年額６,０００円、人命捜索も

区分はなし。高森町が手当のほうが１日８,０００円、４時間未満の場合は４,００

０円。西原村が１回４,０００円ですけれども、４時間を超える場合は４,０００円

ですから、高森町と同じような形で４時間を超えたときには８,０００円というこ

とです。南阿蘇村が１日４,０００円、４時間未満の場合は２,０００円。小国町の

ほうは、条例のほうを見まして、日当が団長・副団長２,６００円、分団長以下が

２,０００円と、人命捜索の区分はないという阿蘇郡内の一覧というところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） ありがとうございました。 

では、引き続き議会のほうに入ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第８１号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び

規約の一部変更について 
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○議長（井上則臣君） 日程第５、議案第８１号、熊本県市町村総合事務組合の共同処

理する事務の変更及び規約の一部変更についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８１号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び規約の一部変更については、総務課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第８１号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更及び規約の一部変更について。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和７

年３月３１日限りで熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、熊本

県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部を次のとおり変更する。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更しようとする

ときは、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を経る必要がある。これ

がこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。 

新旧対照表でございます。右側、変更前の下線部、山鹿市、菊池市を、左側の変

更後で菊池市に改めております。 

次のページをお願いいたします。 

規約変更理由書。熊本県市町村総合事務組合規約第３条第１０号に規定する交通

災害事務から、令和７年３月３１日をもって山鹿市が脱退するため。以上のことに

より熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する必要がある。 

内容としましては、この総合事務組合に加入している市町村の住民の方が交通事

故により負傷や死亡した場合に、交通災害見舞金を支給する共済事業でございます。 

２ページお戻りください。 

附則、この規約は令和７年４月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方から意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い



－ 85 － 

いたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８１号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の

一部変更についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第８２号 令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第８号） 

○議長（井上則臣君） 日程第６、議案第８２号、令和６年度南小国町一般会計補正予

算書（第８号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８２号、令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第８

号）、歳入につきましては総務課長、歳出につきましては各課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第８２号、令和６年度南小国町一般会計補正予算書

（第８号）。 

１ページをお願いいたします。 

令和６年度南小国町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５,５２１万４,０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６０億９,９４６万円とする。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。町税、町民税、個人です。今回、４８０万５,０００円を減

額し、１億２,４３４万９,０００円とするものです。内容としましては、定額減税

による減収でございます。 

９ページをお願いいたします。 

分担金及び負担金、負担金、災害復旧費負担金です。今回、７９万３,０００円

を増額し、７９万３,０００円とするものです。農林水産施設災害復旧費負担金で
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ございます。 

次のページをお願いいたします。 

使用料及び手数料、使用料、総務使用料です。今回、９万１,０００円を増額し、

１,６４３万７,０００円とするものです。庁舎大会議室等使用料の増額でございま

す。 

１１ページをお願いいたします。 

国庫支出金、国庫負担金、災害復旧費国庫負担金、今回、３,７７９万９,０００

円を増額し、３,７７９万９,０００円とするものです。公共土木災害復旧負担金と

して、令和２年度災害分の精算分でございます。 

次のページをお願いいたします。 

国庫補助金、土木費国庫補助金です。今回、２,５０７万９,０００円を減額し、

６,５９５万７,０００円とするものです。社会資本整備総合交付金につきましては、

町道瓜上矢田原線改良工事に伴う減額でございます。防災安全社会資本整備総合交

付金につきましては、住宅建築物安全ストック形成事業補助金として実績による減

額でございます。 

１３ページをお願いいたします。 

国庫支出金、委託金、総務費委託金です。今回、２万円を増額し、４６８万８,

０００円とするものです。自衛隊募集事務委託金として２万円の計上でございます。 

次のページをお願いいたします。 

県支出金、県補助金、総務費補助金です。今回、１６万９,０００円を増額し、

７,９５３万９,０００円とするものです。地方消費者行政強化事業補助金でござい

ます。 

続きまして、農林水産事業費補助金です。今回、１５０万円を増額し、１億５,

９９４万３,０００円とするものです。新規就農者育成総合対策補助金でございま

す。 

続きまして、土木費補助金です。今回、３００万円を減額し、２５４万円とする

ものです。土砂災害危険住宅移転促進事業補助金の実績による減額でございます。 

続きまして、災害復旧事業補助金です。今回、９９９万円を増額し、９９９万円

とするものです。農地災害復旧事業補助金として１１万円、農業用施設災害復旧事

業補助金として９８８万円、合わせて９９９万円の増額でございます。 

１５ページをお願いいたします。 

財産収入、財産運用収入、財産貸付収入です。今回、９,０００円を増額し、７

６５万４,０００円とするものです。土地建物貸付収入として旧グループホーム森

園の、ＮＴＴ電柱等土地使用料でございます。１,５００円の６本分でございます。 
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次のページをお願いいたします。 

財産売払収入、不動産売払収入です。今回、６２万６,０００円を増額し、１,３

９２万３,０００円とするものです。部分林売払収入として、深久保永山造林組合

分でございます。 

１７ページをお願いいたします。 

繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金です。今回、８,５９０万９,０００円

を減額し、３億２,７８４万５,０００円とするものです。財政調整基金繰入金の減

額でございます。これにより、予算ベースでの基金残高は１７億４,７２３万９,９

３３円でございます。 

次のページをお願いいたします。 

諸収入、雑入、雑入です。今回、１,２５８万２,０００円を増額し、５,３８０

万２,０００円とするものです。後期高齢者医療療養給付費負担金精算分でござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 松岡事務局長。 

○議会事務局長（松岡 洋君） １９ページをお願いします。 

歳出です。議会費、議会費、議会費、今回、６,０００円を増額し、５,８４３万

７,０００円とするものでございます。役務費の手数料の増額です。理由といたし

ましては、会議録の作成にログミーツというものを利用しておりますが、１ヶ月に

利用できる時間枠を若干超えましたので、その分、増額補正を行うものでございま

す。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） ２０ページをお願いいたします。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。今回、１６１万４,０００円を減額し、

３億１,０２６万９,０００円とするものです。内容としましては、給料から共済費

まで人事異動による減額でございます。役務費については、職員採用試験情報求人

サイト掲載手数料として計上しております。 

続きまして、財産管理費です。今回、１７８万４,０００円を増額し、１億７,８

７０万８,０００円とするものです。内容としましては、需用費の燃料費につきま

しては、公用車燃料費、議場、ホール空調用プロパンガス代等の増額でございます。

光熱水費につきましては、庁舎別館電気料の年内不足分の計上でございます。備品

購入費につきましては、紙折り機が故障し、相当古いものでありましたけれども、

修理もできないということなので、全自動の紙折り機４８万４,０００円を計上し
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ております。 

続きまして、諸費です。今回、５０万２,０００円を増額し、１,０１２万７,０

００円としております。内容としましては、部分林地元交付金としての計上でござ

います。深久保永山造林組合のものでございます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 続きまして、地籍調査費です。今回、２９万７,０００円

を増額し、１億６３１万２,０００円とするものです。増額の理由といたしまして

は、職員の時間外勤務手当の不足分の増額でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、ケーブルテレビ運営事業費です。今回、

３００万円を増額し、４,７１８万８,０００円とするものです。内容としましては、

需用費３００万円の増額。当初予定していたケーブルテレビ関係の修繕が手形野地

区台風１０号によります法面崩壊による光ケーブル等の修繕も含め、予想より多く

費用がかかったことにより、今後の野焼き等、突発的な事故に伴う修繕や工事に伴

う電柱移設等にかかる作業発生に備えた修繕費が不足するため、その修繕料の増額

となります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 河本税務課長。 

○税務課長（河本孝博君） 次のページ、２１ページをお願いいたします。 

徴税費、賦課徴収費、今回、７３万７,０００円を増額し、１,８９７万２,００

０円とするものです。増額の理由といたしましては、委託料、家屋評価委託料７０

万４,０００円の増、こちらは木造家屋の対象家屋の見込みの増によるものでござ

います。 

続きまして、軽自動車税データ入力業務、こちらは新たに軽自動車税の異動内容

の入力業務を仕事コンビニにお願いするものでございます。３万３,０００円の増

額でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２２ページをお願いします。 

総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費です。今回、２８０万４,０

００円を増額し、８,３８５万５,０００円とするものです。内容としましては、給

料から共済費まで、１１月の人事異動に伴う増額分になります。委託料９９万円の
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増額につきましては、法務省発出の戸籍情報システム標準仕様書の改定に伴うもの

です。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） ２３ページをお願いいたします。 

総務費、選挙費、選挙管理委員会費です。今回、４万３,０００円を増額し、５

６万円とするものです。内容としましては、旅費、需用費ともに、２年に１回の委

員研修に伴うものでございます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） ２４ページをお願いいたします。 

民生費、社会福祉費、社会福祉総務費です。今回、４,３７８万６,０００円を減

額し、１億２,７０２万１,０００円とするものでございます。内容といたしまして

は、各種給付金の支給実績に伴う需用費、役務費、負担金補助及び交付金の減額で

ございます。主なものとしましては、負担金補助及び交付金でございまして、令和

６年度の住民税非課税世帯分が１,２６０万円の減額、均等割のみ課税世帯分が２,

０５０万円の減額、これらの対象世帯における１８歳以下の子ども加算分が７２０

万円の減額、最後に定額減税調整給付金が３２２万円の減額でございます。 

続きまして、地域福祉センター管理費です。今回、１３万２,０００円を増額し、

５０２万２,０００円とするものです。内容といたしましては、地域福祉センター

りんどう荘の消防設備点検において指摘されました館内の非常放送設備の修繕でご

ざいます。 

続きまして、介護保険関連サービス施設管理費です。今回、一般財源から特定財

源へ９,０００円を財源組替えするものでございます。内容といたしましては、旧

グループホーム森園の敷地内に設置されております電柱の土地貸付収入９,０００

円を充てております。 

２５ページをお願いいたします。 

児童福祉費、児童福祉総務費です。今回、１０万５,０００円を増額し、１,７９

１万７,０００円とするものです。内容といたしましては、現在策定を進めており

ます第３期子ども・子育て支援事業計画、この事務に伴う時間外勤務手当の増額で

ございます。 

続きまして、児童福祉施設費です。今回、９１万９,０００円を増額し、２億１,

０８４万１,０００円とするものです。内容といたしましては、市原保育園２階ホ

ールへの間仕切り等改修にかかる設計委託料でございます。現在、市原保育園の２
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階ホールを４・５歳児の保育室として利用しておりますけれども、大人数での２年

齢保育を続けていくには課題が多いということもございまして、部屋を仕切るため

の扉の設置及び手狭となっております２階手洗い場の改修、この２工事の設計委託

料を計上させていただいております。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２６ページをお願いします。 

衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費です。今回、３９万３,０００円を増額し、

３億１１６万３,０００円とするものです。内容としましては、職員手当等につき

ましては、住民健診結果により対象者が変わるため、時間外の健康相談や健康教室

に伴う時間外勤務手当、また子ども家庭センターの時間外での相談や家庭訪問に伴

う時間外勤務手当の不足分１３万２,０００円の増額になります。負担金補助及び

交付金１３万円につきましては、育児休暇明けの管理栄養士の保健指導研修への参

加負担金２万円と、鍼灸施術補助金見込増に伴う１１万円の増額になります。繰出

金１３万１,０００円につきましては、介護保険特別会計繰出金になります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） ２７ページをお願いいたします。 

農林水産業費、農業費、農業総務費です。今回、補正額２６０万円を増額し、１

億１,６６４万２,０００円とするものです。内容につきましては、需用費１１０万

円の増額、消耗品費の増額となります。本年４月より勤務していただいております

地域活性化起業人の石風氏の事業計画に基づきます消耗品費の計上とさせていただ

いております。既存の特産品の強化、新規特産品開発を中心としました複合型農業

プロジェクトとしての調査計画をしていただいております。 

次に、負担金補助及び交付金１５０万円の増額です。補助金の増額になります。

歳入にも同額計上させていただいております新規就農者への経営開始直後の収入安

定のための補助金となっております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 宮﨑まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ２８ページをお願いします。 

商工費、商工費、商工総務費です。今回、１万３,０００円を増額し、３６６万

３,０００円とするものです。内容としましては、報酬１万円の増額、旅費３,００

０円の増額、南小国町中小企業店舗新築・改装、工場機械設備融資金利利子補給条

例に基づく申請の希望が２件上がっており、利子補給の決定にあたって中小企業利
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子補給審査委員会を開催し審査を行う必要があり、それに伴う委員報酬、費用弁償

の増額です。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 土木費、土木管理費、土木総務費、今回、７１２万円を

減額し、９,０３２万３,０００円とするものです。負担金補助及び交付金になりま

すが、説明欄に記載する５つの補助金につきまして申請がなかったことや、申請の

実績を踏まえ、各予算を減額するものでございます。 

続きまして、道路橋梁費、道路維持費、今回、７５０万円を増額し、９,５９８

万３,０００円とするものです。需用費１５０万円につきましては、通常の町道の

維持管理として修繕料を使用しておりますが、新たに発生したものや、それらを含

む１４件及び今後の見込みについて予算が不足することから増額を行うものです。 

続く、使用料及び賃借料につきましては、同様に今後の見込みと、町道の突発的

対応により不足すると判断し、増額を行うものでございます。 

続く、工事請負費５００万円につきましては、先の議会におきまして御指摘をい

ただいたところでもありますが、山村広場に通じる町道市原森園線の既設木柵の老

朽化、総務省により通行車両の安全性を確保するため、土中用ガードレール１２１

メートルを設置するものとしております。 

続く、道路新設改良費、今回、４,０００万円を減額し、１億１,５２７万円とす

るものです。工事請負費４,０００万円になりますが、現在行っております町道瓜

上矢田原線道路改良工事におきます当初要望額に対しまして、最終的に内示額が減

となったことによる４,０００万円の減となります。 

続く、道路舗装費、今回、補正はございません。財源組替のみです。舗装におき

ます維持管理計画策定業務委託というものを発注しておりますが、財政力指数によ

って補助金の増があったことによる増額となります。国庫支出金の増額となります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） ３１ページをお願いいたします。 

消防費、消防費、非常備消防費です。今回、２０万円を増額し、１億４,２６３

万９,０００円とするものです。熊本県消防協会阿蘇郡支部県外研修負担金として、

５年に１度の副団長２名分の計上でございます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 志賀教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（志賀美彩代君） ３２ページをお願いします。 



－ 92 － 

   教育費、教育総務費、事務局費です。今回、補正額８５万１,０００円を増額し、

１億７１０万６,０００円とするものです。内容につきましては、職員手当等８５

万１,０００円の増額、時間外勤務手当の増額となります。４月の人事異動に加え、

様々なイベント活動に幅広い業務を遂行しなければならなかったこと、また新たな

社会体育の取組事業等に伴う時間外勤務手当の不足による増額です。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 続きまして、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、農

地災害復旧費、今回、２２万円を増額し、２２５万７,０００円とするものでござ

います。次の農業用施設災害復旧費とあわせて説明させていただきます。 

農業用施設災害復旧費、今回、１,５２０万円を増額し、２,０１４万６,０００

円とするものです。いずれも工事請負費になりますが、本年９月２２日から２３日

の豪雨によりまして、農地２件、水路３件の被害を受け、その後行われた災害復旧

事業の災害査定を受検し、結果、暫定法の採択を受けたことから、工事請負費を計

上するものです。 

なお、歳入については、９ページ、１４ページにそれぞれ負担金、国庫補助金等

が計上されておりますが、今後、激甚災害の指定を受けておりますので、負担金の

軽減、補助率の嵩上げ等が見込まれますが、定率により計上を行っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

４番、森永一美議員。 

○４番（森永一美君） ２５ページの市原保育園の改修について、お尋ねをいたします。 

これはより良い保育のための改修かと思いますが、すみません、細かいですが、

手洗いの箇所はというのは２階だけに増設をするのかというのが１つです。あと、

もう１点が今回設計を委託して、その後、実際に工事に入るかと思いますが、その

辺りのスケジュール感などがありましたら、教えていただきたいです。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

手洗い場につきましては、今回設計で上げているのが２階のホールの部分に対す

る手洗い場となっております。今、２階のホールに１か所、手洗い場がございます

けれども、水道の数としては２つしか付いておりません。スペース的にもちょっと

狭いものですから、そこを広めて１つ増設というのを、今考えております。 

時期につきましては、今回、設計委託を上げさせていただいておりますけれども、
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最終的に設計図書を踏まえて、適切な工期を設定する必要がございます。こちらと

しては、なるべく早い段階で工事をしたいというところで今回の補正に設計のほう

だけを上げさせていただいておりますので、時期等が分かり次第、保護者、先生方

と、子供たちにも周知をしていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ４番、森永一美議員。 

○４番（森永一美君） ありがとうございます。 

保育園というのは、やはり長期の休みというものが非常に限られているかと思い

ます。工事がいつできるのかというところは保護者も気になるかと思いますので、

またゼロ歳から６歳という小さい乳幼児が今で７０名、８０名おりますので、どう

ぞ御安全に進めていただけるよう、周知のほどもお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 関連で質問をさせてください。 

仮に、まだ設計段階、委託の状況ですけど、工事期間中、当然２階のフロアが使

えない状況が出るかと思います。そのときの保育をどのようにやろうと計画されて

いるのかお願いします。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 御質問、ありがとうございます。 

この件に関しましては、保育士のほうとも協議を今進めておりまして、今、４・

５歳児が２階のホールで保育をやっております。ただ、議員おっしゃるとおり、も

し工事が入れば、その間、保育はできなくなりますので、どこかの場所を仮の保育

室として利用する必要が出てきます。今考えられるのは、どの年齢の子をそちらの

ほうで保育をするかということでございますけれども、保育士と話す中で、どうし

てもトイレの問題は出てきますので、トイレを使用しない、おむつをはいている、

なるべく年齢の小さい子を代替地のほうで保育をしていこうというふうな計画を今

立てている途中でございます。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） その辺はしっかり計画を立てていただきたいと思いますし、代

替地がどこなのかというのはまた非常に気になるところでございますので、またそ

の辺は工事発注のときに予算が上がってくるでしょうけど、そのときにまた改めて

聞きたいと思いますけれども、もう一つ、分散されることによって、保育士の対応、

数限られた先生方でございますけれども、そういう方への計画、過度な勤務になら

ないように、適正な職員配置をしないといけないと思いますので、これはもうあえ

て要望という形で、次に質問するときまでにきちっとその辺まで整理されて計画を
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練っていただきたいと思います。お願いしておきます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 議員おっしゃるとおり、保育士の負担も実際、工事が入り

ますと、場所が変わるということの負担もございますし、ほかの保育士からのサポ

ートも受けられないというような状況にもなりますので、そういった部分に関して

は、保育士の数等は適正な部分でこちらも進めてまいりたいと思っております。あ

りがとうございます。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） ２０ページをお願いいたします。 

需用費の光熱水費の庁舎別館電気料ということで１００万円が計上されておりま

すが、なぜこの時期に１００万円、庁舎別館ももう建って何年もたちますが、なぜ

今の時期の１００万円かということと、それから庁舎全体のエネルギー計画は改め

てどうなっておるかを聞きます。よろしくお願いします。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

電気料金のほうが、これも年度内での不足分というところで、今回上げさせてい

ただきました。毎月の分がある程度高額になってきておりましたけれども、まだど

の辺りで上げようかというところはちょっと決めかねておりましたけれども、もう

年度の最後までを計算したところ、やはり足りないと、不足するというところで今

回上げさせて。このままいけばというところで上げさせていただきました。 

ソーラーの分ですけれども、庁舎のソーラーというところで、今現在、また環境

イノベーション情報機構というところの補助等も見ながら、今、来年度、令和７年

度で設備導入の調査等で申請等を行えば、令和８年度でパネルの設置工事ができる

というところで、今までいろいろ調査して、屋根のどの辺りに載せられるのかとい

うところも調査したのは、以前お伝えをしたと思いますけど、今、また別のを出し

てきた分があって、全部その業者のほうから作って、無料で設置をして、その後、

電気料だけを２０年間支払うと。それで完了するというものも、今ちょっとお話が、

担当のほうも聞いてきて出ておりますので、ただそれが２０年間やったときに、今

現在の電気料と、２０年間毎月払った分の差額分が、元の話では設置して２分の１

の補助、１億円かかったなら、５,０００万円払っての設置というところで考えて

おりましたけれども、今回、導入して全てを無料で設置していただいて、２０年間

の電気料を払うというところの、どちらが得かというところも今見積りじゃないで

すけれども、計算等も今やっておりますので、この庁舎のソーラーというのは、も
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うやはり電気料、それともう一つ、前回言われた災害の部分というところでも必要

にはなってくると思いますので、その辺りをちょっと検討をもう少しさせていただ

ければと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 別館だけで１００万円ということで、本庁舎のほうには不足分

は出ないんですか。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） すみません。これは庁舎及び別館電気料でございます。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） １００万円については了解いたしました。 

ただ、ソーラーについて、今また検討しているという言葉がございましたが、検

討、検討、検討と、何度も検討という言葉が出てまいりますが、そうしているうち

に災害がいつ起こるのか分からんことと、どちらが得かわからないというお言葉で

ございましたが、見積りがそのくらい曖昧なところの業者さんなのかどうか分かり

ませんが、計算だけならすぐにでもできると思うところもありまして、なるべく早

くスピード感をもってやることも大切ではないかと思いますので、何かその辺りを

どう考えておるかをお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 見積りをまだいただいているわけではないのですが、今、

電気料の年間分とかそういうものを出して今検討をしております。この絶対に設置

をするというものを今決定をしているわけでもございませんので、そこの検討をし

て、これならというところで出そうとは思っておりますので、一応そういう今、現

状というところではそういう形でございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 職員さんで検討を始めてからもう既に２年たつんじゃなかろう

かと思います。いつまでに答えを出すかをお教えください。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 答えをいつまでと言われても、なかなか。ですけれども、

先ほど言われた、災害等、そういうところもございますので、できる限り今年度の

うちに考えて、今年度といいますか、当初もありますので、当初に載せられるので

あれば、もうそこに間に合うようには考えていきたいと思います。 

以上です。 
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○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 了解しました。 

これについて、高橋町長のほうから、どういう気持ちでおられるかをお願いでき

ますか。 

○議長（井上則臣君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 御意見をいただきながら、またエネルギーのプロジェクトチー

ムとかもありながら、そういったところで冒頭のというか、まずはこの屋根に載せ

られるのかいったようなお話もあった時点で調べながら、そういったところも可能

であるというような御回答をいただいておりました。そういったところも私が急が

せるといいますか、そういったところも正直なかった部分もございますので、そう

いったところは私としても反省しなければならない部分かなというふうに思います。

いろいろな情報をまた集めながら、可能な限りこちらのほうでも協議をしていきた

いというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） ３０ページで、山村広場への道路で、ガードレールの設置が上

がっていたと思います。今、多分あれは木でのガードレールというか、柵だったと

思います。今後は普通の既製品的なあの白色だとか、そういうやつなのか、それと

もまた同じようなガードレールなのか教えていただければと思います。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） もう答えから言いますと、よく一般的に見かけます既製

品の白いものの４メートルスパンのようなものでございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） ２７ページで、地域活性化企業人の消耗品費です。前回の定例

会のときに特産品計画、詳細は多分そういう特産品開発に絡むものだと思いますけ

れども、９月に委託料として計画があったと思います。今回そういう材料とか、そ

ういうものを買う予算が計上されていますけれども、具体的などういう計画が今ど

こまで進んでいるのか、詳細に教えていただければと思います。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 御質問、ありがとうございます。 

先ほど議員からもありました、９月のほうに補正させていただきました委託料で

す。こちらのほうは、ウラニワさんと契約をさせていただいております。今、ウラ

ニワさんと石風氏と連携してもらって、特産品の、先ほど言いましたが、既存の特
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産品、本町にある特産品の部分の強化といったところと新規特産品の計画というか、

そういったものを調査、それから計画を今してもらっているところでございます。 

何より、具体的なところまで言いますと、今進んでいるのは既存の特産品につき

ましてはちょっとまだ少し検討を深める必要があるところです。お米、キュウリ、

ホウレンソウ等ございますので、そういった部分の強化、販路の部分になるのか、

作付けの中身そのものか、そういった部分の検討を今していただいているところで

す。 

それから、新規特産品につきましては、まず前提としまして遊休農地、耕作放棄

地関係の解消に向けた部分というのをまず考えているところでございます。その中

でどうしても耕作のやりやすさ等も踏まえて検討していただいております。今、前

提とさせてもらっているのが、今、果樹のほうをできないかといったところでして

もらっているところでございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 既存の部分と新規というところですね。その新規でやる分で耕

作放棄地というのは、具体的にどの地区のどの辺りだとか、絞り込みまでできてい

るのか、その辺いかがでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 現在のところ、耕作放棄地となると、どうしても雑木関係

も出てきますので、前提としましては遊休農地、そしてまた国県道とか、目につき

やすいところをまずは検討している段階でした。その上で一番の最優先候補地とい

うのはここというのはないんですが、前提としましては、町有地のほうを検討させ

ていただいておるところでございます。町有原野、果樹ですので、農地だけに限ら

ず作付け可能かといった部分も踏まえた上での計画ですので、最有力候補地という

のはまだ選定はできておりませんが、町有地をまず前提として考えさせていただい

ているところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 分かりました。 

いろいろと計画段階ですけど、この予算案の１１０万円の中身というのを、最後

に教えてください。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 今回の補正の金額１１０万円になりますが、これは新規特

産品の部分で、先ほど申しました果樹関係、こちらのほうのまず品種の選定を今行
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っていただいているところです。前回の委託のときにも少し申しましたが、キュウ

リ等の作付け、そしてその後の育成が手がかからないというか、手をかけるのを少

なくて済むような部分を前提としながら、そしてそれをこちらのほうに根付くかど

うかというのがどうしても大前提というか、育成できるのかどうか、そういった部

分が必要となりますので、その苗の購入を考えていきたいと思っております。そち

らのほうを石風氏、ウラニワ氏を含めたところで、今計画をしていただいていると

ころです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） もう１点、じゃあ全て１１０万円、苗代ということでよろしい

ですか。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） おおむね苗代関係、それからもし消耗品が必要になれば、

仮になんですが、ハウスをちょっと設置してみようといえば、そのハウスの一部負

担とかも出るかも知れません。ちょっと正直なところ、前提としては苗代を中心に

考えてはいるところでございます。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 同じく、２７ページの新規就農者育成総合対策補助金、すみま

せん、今一度、この事業の詳しい内容をお伺いできればと思います。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 先ほどの新規就農者育成総合対策補助金、こちらが新規就

農者へ向けた補助金となります。県を通じての国からの補助金となっております。

こちらが経営開始後の３年間を限度として１５０万円を上限として支給されるもの

です。あと幾つか制限というか、要件等はございます。４９歳未満といった部分と

かの基準があります。これも国からの支給が県を通じてあって、町のほうで受け入

れて、新規就農者のほうに支給するといった部分になります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） これは新規就農者本人が、役場若しくは県のほうに申請をする

形になるんでしょうか。新規就農して３年以内のという話がありましたけれども、

これは新規就農から、ある一定期間この補助事業の対象となるのか、その就農して

１回申請したときのみの補助なのか、その辺りをちょっとお伺いできますか。 
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○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 新規就農されてからの３年間、本人からの申請で、町から

また県へ申請といった形になります。ちなみに、この大枠が新規就農者育成総合対

策事業ということがございまして、今回が経営開始型といった補助金となっており

ます。同枠内にも就農準備資金といった補助金等もございます。各種新規就農とそ

の後の経営とかのサポート、国・県・町として行っておりますので、詳しくは農林

課窓口に来ていただきますと、もう少し詳細に説明できるかと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 今、その新規就農者に対しては、すみません、ちょっと名称が

変わって正式名称がちょっとここで言えないんですけれども、年間１５０万円、こ

れが５年間支給される事業もありますけれども、これと並行してこの補助事業も受

けられるという形になるんですかね。 

○議長（井上則臣君） 穴井農林課長。 

○農林課長（穴井康治君） 申し訳ありません。その５年間、すみません、私も補助の

内容がちょっと今分からなかったのですが、これが昔、確か就農給付金といった名

称であったのが、今この経営開始型という形に、確かそうなっていると、私は記憶

しております。これの限度が今３年ということになっております。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これから討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願いい

たします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８２号、令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第８号）の原案に賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

休憩に入ります。２時３５分から再開します。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２６分 

再開 午後２時３５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） 休憩前に引き続き議会を再開します。 

ちょっと提案がございます。議案の変更、水道のほうを先に持ってきたいと思い

ますけど、お諮りしたいと思います。明日、課長が会計監査のために、どうしても

審議員と２人外さなくちゃいけないというのがございますので、この後、水道関係

を持ってきたいと思いますけど、よろしゅうございますでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） ちょっと説明のほうを事務局長のほうからいたします。 

○議会事務局長（松岡 洋君） では、すみません。日程では、一般会計補正予算書の

後は日程第７、南小国町国民健康保険特別会計補正予算書、その次が日程第８で議

案第８４号、令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算書の順になっておりま

したけれども、先ほど議長からお諮りしたとおり、一般会計補正予算書の後に日程

は第７で変わらないんですが、そちらに南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第

４号）、続きまして日程第８に令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第

３号）に順番を入れ替えたいと思います。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第８５号 令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第４号） 

○議長（井上則臣君） 日程第７、議案第８５号、令和６年度南小国町簡易水道事業会

計補正予算書（第４号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８５号、令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算

書（第４号）は、建設課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） まず、説明に入らせていただく前に、諸事情を御理解い

ただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

その上で、議案第８５号につきましては、（第４号）と書いております補正予算

書というものと、別口に資料というもので、南小国町簡易水道事業会計補正予算書

（第４号）説明書というものがありますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、説明に入らせていただきます。 
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議案第８５号、令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第４号）。 

次のページになります。 

令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算（第４号）。 

第１条、令和６年度南小国町簡易水道事業会計の補正予算（第４号）は次に定め

るところによる。 

第２条、令和６年度南小国町簡易水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。収入の補正はございません。 

支出になります。 

第１款、水道事業費用、今回、８３７万９,０００円を減額し、２億２８８万９,

０００円とするものでございます。内訳としまして、第１項、営業費用を同額減額

し、１億８,０９７万円とするものです。第２項、第３項についての補正はござい

ません。 

第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

記載はございますけれども、補正はございません。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次のページから各予算に関する説明書を添付しておりますが、別にお配りしてい

ます説明書のほうでお願いをいたします。 

令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算（第４号）説明書。 

収益的収入及び支出です。水道事業費用、今回、８３７万９,０００円を減額し、

２億２８８万９,０００円とするものです。内訳として、営業費用、原水及び浄水

費８万円を増額し、１,３４４万８,０００円とするものです。委託料２２万円の減

額につきましては、塩素滅菌管理委託の契約実績による減、また薬品費３０万円の

増額につきましては、水道使用の量、それに混入する次亜塩素酸ナトリウム、一般

的に塩素といわれますけれども、その使用実績増に伴う購入費用の増となります。 

続いて、総係費、今回、８４５万９,０００円を減額し、４,５４６万６,０００

円になります。委託料になりますが、職員の技術向上を目的に発注者支援業務委託

を発注するとしていましたが、本年度は公営企業会計の事務的な部分を優先したこ

とにより、本業務委託の発注を取りやめたことによる減となっております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 説明が終わりました。 

質疑に入ります。質問ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） ありがとうございます。 

説明書の１ページでございますが、発注者支援業務、今回減額ということでござ
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いまして、そこに対して何も言うのではございませんが、お教えいただけたらと思

います。この発注者支援業務の委託先、いろいろと資格があるかと思いますが、こ

ういう資格を持っておれば、今後、町内事業者の方々がそういう資格を持った場合、

その発注者支援業務の発注に伴う指名業者としての資格を得ることができるかどう

かを、すぐに回答はできないかとは思いますが、分かる範囲でお教えいただけます

でしょうか。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 分かる範囲でということで御説明をさせていただきます。 

まず、根本的に発注者支援業務委託という部分に関しましては、一般的な業種で

いえば建設コンサルタント会社という形になっております。町内の業者さんは、一

般土木というものがほとんどであり、指名という部分ではないんですが、その中に

水道管の工事の許可を持っているという方がほとんどだと思います。そこで、その

業種を希望するかしないかというのは、本町に対する指名願、そこの中で判断をさ

れます。先ほど申しましたとき、発注者支援業務委託というのはもうコンサルタン

ト系という形になります。ですので、町内の業者さんがその資格を取り、それなり

の実績等も踏まえた形で資格を取っていただければ、その可能性というのは十二分

にあり得るのではないかというふうに思います。 

以上です。 

８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） 直接の予算とは関係ありませんが、ＰＦＯＳについて報道なん

ですけど、厚労省ですか、検査を各事業者に依頼して、回答が約６割だったという

報道があっていたんですけど、この町でもその報道というか、回答とか、そういう

ことがあったんでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 質問の意図として、国等からの調査の実績があるかどう

かという調査ということ。結果的には同じような形になるかと思います。 

先だっても議会の中でも、確か２回ほどそういうお問合せをいただいたかと思い

ます。現状、うちの町は本年の５月の段階に、全原水箇所、湧水が出ている場所、

全て行っております。その結果、報道ではＰＦＯＳという言葉になっているかと思

います。ＰＦＯＳというのは有機フッ素化合物ということで総合的な名称です。水

道分野等におきます限ったものという部分でいきますと、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡとい

う形で、それぞれの代表的なものという形になっているんですが、検査を行ってお

ります。結果、ナノグラム単位という形になるんですけれども、ほとんど出ていな

いような。出ていたとしても、わずかな５グラム単位とか、そういった形で出てき
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ます。実際、その値を来月１月になりますが、広報のほうに掲載をさせていただこ

うという予定で今動いています。 

その上で、最近特にその報道等で岡山県だったかと思いますが、公費負担のほう

で体の検査というのもやられたというところも踏まえ、やはり安心・安全という部

分を確保するために、１月に再度検査をしたいというふうに考えております。その

結果もまた当然公表していきたいというふうに思っております。その背景には、産

山村のほうで検出されたという報道も流れておりますので、万が一出てきた場合の

対応等も含めて、より一層進めていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願いし

ます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ございませんですね。討論ないようですので、これより採

決に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８５号、令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予算書（第４号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第８６号 令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第３号） 

○議長（井上則臣君） 日程第８、議案第８６号、令和６年度南小国町下水道事業会計

補正予算書（第３号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８６号、令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書

（第３号）は、建設課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 説明に入らせていただく前に、先ほどと同様となります
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けれども、補正予算書（第３号）、それと説明資料という形になっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

説明します。 

議案第８６号、令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第３号）。 

次のページになります。 

令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算（第３号）。 

第１条、令和６年度南小国町下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

第２条、令和６年度南小国町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する。記載はございますが、収入の補正はございま

せん。 

支出です。第１款下水道事業費用、今回、５４４万５,０００円を減額し、２億

２,４５４万６,０００円とするものです。その内訳としまして、第１項営業費用を

同額減額しまして２億５４０万４,０００円とするものです。 

第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

記載はございますが、収入・支出ともに補正はございません。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次ページから予算に関する説明書を添付しておりますが、別口の説明書にて説明

をさせていただきます。 

令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算（第３号）説明書。 

収益的収入及び支出となります。今回の補正は、公共下水道事業のみであり、農

業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の補正はございません。公共下水道

事業費用、今回、５４４万５,０００円を減額し、１億６,４９２万４,０００円と

するものです。内訳として、営業費用のうち総係費５４４万５,０００円を減額し、

１,９０４万３,０００円とするものであり、委託料を同額減額するものでございま

す。内容としまして、現在、公共下水道の整備は一部の区域を除き完了しています。

その一部の区域というのは、熊本県が管理する河川敷などの公共下水道管の布設許

可が下りない区域及び満願寺志津地区の真空下水道システムにおける新規加入の際

の加入者負担など、大きな課題となっております。それらを解決するため、公共下

水道計画区域から特定地域生活排水処理区域への移行を行うとして、公共下水道事

業計画区域の変更認可取得を本年度に行うとして、５４４万５,０００円を計上を

しておりました。しかしながら、関係機関との協議により、それらには時間を要す

ることとなったため、全体事業計画のみを本年度延伸することとして、区域の見直

しについては次年度以降に行うこととしたことにより、委託費全額を減額としたも
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のでございます。 

説明資料の次のページにつきましては、公共下水道事業のみとした説明資料にな

りますので省略をいたします。 

説明は以上です。 

○議長（井上則臣君） 説明が終わりました。 

質疑をいたします。質問ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 今の説明で、満願寺の真空ポンプを使う部分については、通常

のいわゆる下水道区域から外すということでございますか。外す計画でおると。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） まず、整理をさせていただきたいんですが、現在、志津

地区におきます町が行うべき整備事業というのは、もう完了をいたしております。

その際に、宅地の部分に公共桝というものを設置して、そこから真空下水道システ

ムに流れ込むという形になるんですが、区域にはなっているものの、所有者若しく

は使用者の方が加入しないという意思表示をされた場合には、その真空下水道シス

テムが設置をしておりません、町のほうではですね。そのため、その部分の新たに

加入したいという判断になった際には、公共桝とそれに引き続く管路、それと真空

ユニットと呼ばれるもの等が発生します。その費用というのが、監視システムの配

線関係も影響するものですから、負担が宅内側の工事を除いて、今言った部分のみ

を含むとして、個人負担が約２００万円ほどになってきます。そうなりますと、や

はり公共下水道に加入するということはもう困難ではないかというふうに考えたこ

とから、合併処理浄化槽の今現在、特定地域生活排水処理事業で行っておりますが、

認可を取得して区域として公共下水道を指定しているものですから、いきなり補助

事業を使った合併処理浄化槽のほうの事業は使えません。そのためにそちら側の補

助事業を使うために、区域からの除外を行うという形になります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 了解いたしました。 

そういう場所が何か所かございますか、志津地区内に。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） あります。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 了解しました。 

要は、合併処理浄化槽を入れるために、必要な手続を取っておるということに考
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えればよろしいわけですね。はい。じゃあなるべくその合併処理浄化槽を据えたい

という人が、その意思を示す前に終わらなければ、結局、合併処理浄化槽、特定と

公共下水道がかぶることになるものですから、できないということでしょうから、

なるべく早くなるようにお願いいたします。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） ありがとうございます。 

御指摘のとおりというふうに考えております。そういった中で、あともう１点、

志津地区ではないんですが、先ほどの河川敷のお話をさせていただきました。当然、

排水をする上においては、公共下水道の場合にはどこかの長狭物に配管しなければ

ならないという前提がありますが、以前の議会でも出たかと思いますけれども、河

川に沿った宅地というのが最近非常に増えております。そういった中で、管理する

熊本県のほうにおきましては、その配管を縦断的に配管することというのが認めら

れておりません。横断はできるんですが、そこの要因としましては、河川の事故等

が発生した場合の対応ということがあるので許可が下りないわけなんですけれども、

先ほど早急な形でというお話がありましたけれども、そこを踏まえた部分で動くの

が事業計画年度の延伸という形になってきます。ですので、つり合いを見ながら対

応していきたいというふうに思います。すみません。なかなかこの場では詳細での

説明が難しいところもあるんですけれども、そういった事情もあるということで。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） そこの河川道路という部分になるかと思うんですが、その場合

は難しいということで理解しておりますが、先ほどの志津地区でダブっておるよう

な計画の方がもし合併処理浄化槽を入れたいといったときには、現状ではどうなる

ということでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） ありがとうございます。 

過去に、補助事業を使わずに単独事業として合併処理浄化槽を町のほうでさせて

いただいたことがございます。この認可が下りるまではそういうことも踏まえなが

らやっていくしかないのかなというふうに思っています。ただし、もともとの所有

者の方が加入をしない方が、意向が変わったからといって、それをすることはない

かと思っております。例えば、その土地の所有者の方が、例えば変わられて、新た

に購入をされた、若しくは御家族の方でその地域にもともと住んでいなかった。あ

る程度の年齢になって、そこに帰ってこられたというケースにおいては、先ほど言

ったような町による事業というのを考えると。そうなった原因という部分が、やは

り参加しないという意思表示を示したということをしたかどうかという判断も一つ
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あるというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 了解いたしました。 

ただ、一つ確認ですが、そうした場合の、土地の所有者が変わって、本人は意思

表示は全然関係なかった人、その場合には工事をするということでございましたが、

その場合の維持管理はやっぱり今やっておる特定排水事業か、合併処理浄化槽です

ね、あれと同じで町営で管理をするというような、そして維持費をいただくという

ようなことをするということで考えとってよろしいんでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 町としては、そういうふうに考えます。ただ、やっぱり

相手先といいますか、所有者等の意向もございますので、使用料も払わず、自分の

ところで管理するという形になれば、個人さんになるんですが、それらの判断も個

人さんで設置するか、町のほうで整備をするかという部分での、一番最初のときの

協議という形になってくるかと思います。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） 関連ですが、当初、この公共下水道事業が始まったとき、計画

を立てたときには、その方たち、今度外すところは同意は得ていたんでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 答えのみを申し上げますけれども、同意書を全ていただ

いております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） 多分、同意が得られないと、やっぱり計画の実行にならなかっ

たとは思うんですけど、例えば志津地区じゃなくて、それから下りてきた赤馬場地

区の中にそういう事例とかはあるんでしょうか。同意はしたけど、やっぱり公共下

水道でつながないという事例ですね。 

○議長（井上則臣君） 本田建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） その同意書をいただいたときに御存命の方と、実際工事

をやるときに代がかわったという部分が、もしかしたらあるかも知れません。ただ、

基本的には全ての方から同意書をいただいているという前提で考えております。た

だし、現在の加入率も御承知のとおり、７０％台の方になっています。それも踏ま

えた上でなんですけれども、やはり加入をしないということをおっしゃられている
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方、若しくは公共桝は設置しているけれども、まだ宅内側の工事が終わっていない

という、それらの方がいらっしゃるというのが現状です。 

じゃあそこの水洗化率をいかに上げていくかというのが、もう兼ねてから、穴井

議員も何度か御指摘をいただいているかと思います。工事完了時期におきましては、

下水道事業加入支援報奨金というものがございましたが、なかなかそれらのある程

度工事から何年間という目途を区切って補助をしましたので、非常に現状としまし

てはいかに加入率を伸ばしていくかというのが、熊本県内に限らず、日本全国、や

はり同様の問題だと思います。 

一方で、それらの収入が公営企業会計側に与える影響という部分もございますし、

それらが兼ねてからいろいろ御指摘いただいている経営戦略という部分もあります。

非常にその加入を増やすというのが、高齢化社会において非常に厳しいというとこ

ろで考えているのも一つの現状です。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） なかなか加入率も伸びないというのは確かなことだろうと思い

ます。今後また空き家等も非常に多くなっていって、もしかしたら脱退とかそうい

うことも考えられると、ますます厳しくなっていく。今後、負の遺産にならないよ

うにとは思うんですけど、やっぱりそういう現状が目の前にあるということは確か

だろうと思うんです。何らかの対策が取れるかどうか分かりませんが、大変だなあ

という思いはしています。何とかスムーズな維持ができればいいかなと思っている

ところです。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これから討論に入ります。本案に反対

の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願いし

ます。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８６号、令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算書（第３号）の原案
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に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

本日は、これにて延会いたします。 

明日１０時から再開したいと思います。よろしくお願いします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時０６分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） おはようございます。 

開く前に、町長のほうからお断りがございます。よろしくお願いします。 

○町長（髙橋周二君） それでは、皆さま、改めまして、おはようございます。 

本日の御審議のほうもどうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、御報告でございますけれども、本日が本田建設課長が会計検査のほうが

入っておりまして、現在そちらのほうに帯同しております。そのため本日は代理で

井野係長が出席をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

私のほうからは以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 井野係長、自己紹介をお願いいたします。 

○建設課土木係長（井野寛之君） おはようございます。 

建設課土木係の井野でございます。本日は、本田課長の代わりで出席させていた

だいております。緊張しているので、よろしくお願いいたします。お世話になりま

す。 

○議長（井上則臣君） ありがとうございました。 

本日の出席議員は９名です。定足数に達していますので、これより令和６年第４

回南小国町議会定例会第３回目の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上則臣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、穴井則之議

員、１番、下城孔志郎議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第８３号 令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書（第

３号） 

○議長（井上則臣君） 日程第２、議案第８３号、令和６年度南小国町国民健康保険特

別会計補正予算書（第３号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８３号、令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補正

予算書（第３号）については、町民課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 
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○町民課長（河津頼子君） 議案第８３号、令和６年度南小国町国民健康保険特別会計

補正予算書（第３号）。 

１ページをお願いします。令和６年度南小国町の国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９３万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億９,１２０万１,０００円とする。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。 

歳入です。国庫支出金、国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助

金です。今回、２万円を増額し、２２５万７,０００円とするものです。内容とし

ましては、マイナ保険証への移行周知に関する補助金になります。 

次のページをお願いします。 

県支出金、県負担金、保険給付費等交付金です。今回、４１８万９,０００円を

増額し、４億２,９１４万１,０００円とするものです。内容としましては、高額療

養費見込額の増に伴うものになります。 

８ページをお願いします。 

繰入金、基金繰入金、療養給付費支払基金繰入金です。今回、７２万８,０００

円を増額し、２,０５３万１,０００円とするものです。内容としましては、令和４

年度実績確定に伴う令和５年度特別交付金返還金の発生に伴うものになります。こ

のことによりまして、予算ベースの基金残高は２,０５３万１,０００円となります。 

９ページをお願いします。 

歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費です。今回は２万円の財源組替えに

なります。内容としましては、マイナ保険証への移行周知に関する費用分でござい

ます。 

１０ページをお願いします。 

保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費です。今回、４１８万９,０

００円を増額し、４,９３９万２,０００円とするものです。内容としましては、高

額療養費見込額増に伴う増額になります。 

１１ページをお願いします。 

諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。今回、７４万８,０００円を増

額し、８９万７,０００円とするものです。内容としましては、令和４年度実績確

定に伴う令和５年度特別交付金返還金になります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 
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本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） １２月２日から、マイナ保険証の利用が可能になったわけです

が、本町においてのカードと保険証の取得の数を、まずお願いします。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） マイナ保険証の登録率に関しまして、一番新しい数値が９

月末になりますので、９月末でお答えさせていただきます。まず、町全体のマイナ

ンバーカードの交付率ですが、９月末で８６.８４％でございます。また、国保の

ほうのマイナ保険証登録率のほうが７３.７４％でございます。そして、マイナ保

険証の利用率が３０.８３％になっております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ８番、穴井則之議員。 

○８番（穴井則之君） これはもう小国郷内でよろしいんですけど、医療機関ではもう

全てこのマイナ保険証は利用できる状況でしょうか。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 国のほうより、１２月２日というところで各医療機関には

通知が行っていると思いますので、各医療機関で使えるようになっていると思いま

す。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

５番、井野和哉議員。 

○５番（井野和哉君） 日本国民はマイナンバーカードを登録して、それに保険証を紐

づけするというような形になってきているかと思いますが、例えば外国からこちら

のほうに仕事に来て、保険を取得する場合、この場合はその保険の資格証明書の発

行になるんですかね。そのマイナンバーカードというのはもう発行できないと思い

ますので、海外から例えばその旅館等に仕事に来られて、保険を申請した場合はど

ういった形になるんでしょうか。 

○議長（井上則臣君） 河津町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 御質問、ありがとうございます。 

窓口で、転入の際にマイナンバーカードを持っておられる方は、マイナンバーカ

ードとの保険証の紐づけの確認をさせていただきます。また、国民健康保険となら

れた場合、マイナンバーカードの紐づけを希望された方はマイナ保険証、そして希

望がない場合は資格確認証の発行になります。後期高齢者医療につきましては、マ

イナンバーカードがあってもなくても、資格確認証の発行は可能になっております。

社会保険につきましては、各社会保険の事務所のほうで受付をされていることにな
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ります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑ないようですので、これより討論に入ります。 

本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方

からお願いします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８３号、令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書（第３号）

の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第８４号 令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号） 

○議長（井上則臣君） 日程第３、議案第８４号、令和６年度南小国町介護保険特別会

計補正予算書（第２号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８４号、令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第２号）については、福祉課長より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 佐藤福祉課長。 

○福祉課長（佐藤 淳君） 議案第８４号、令和６年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第２号）。 

次のページをお願いいたします。 

令和６年度南小国町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,００５万１,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億２９１万７,０００円とする。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 
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６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。県支出金、県補助金、施設開設準備経費助成特別対策事業補

助金です。今回、９９２万円を増額し、９９２万円とするものでございます。内容

といたしましては、２０床ございます悠清苑の地域密着型ホームが実施しますセン

サー付き介護ベッド等の導入にかかる施設整備補助金でございます。 

７ページをお願いいたします。 

繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金です。今回、１３万１,０００

円を増額し、７７４万７,０００円とするものです。内容といたしましては、介護

関連書籍の追録及び認定調査員の出張に伴う事務費繰入金の増額でございます。 

次のページをお願いいたします。 

歳出でございます。総務費、総務管理費、一般管理費です。今回、１,００４万

５,０００円を増額し、１,１２１万４,０００円とするものです。内容といたしま

しては、介護関連書籍の追録代として需用費が１２万５,０００円、地域密着型ホ

ーム悠清苑が実施するセンサー付き介護ベッド等の導入補助としまして、歳入額と

同額の９９２万円を負担金補助及び交付金に計上しております。 

９ページをお願いいたします。 

総務費、介護認定審査会費、認定調査等費です。今回、６,０００円を増額し、

１５４万３,０００円とするものです。内容といたしましては、介護認定調査員１

名の研修会出席に伴う旅費の増額でございます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑はないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いいたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ないようですので、これより採決に移りたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８４号、令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 
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［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第８７号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（井上則臣君） 日程第４、議案第８７号、人権擁護委員候補者の推薦について

を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８７号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、意見を求める。 

令和６年１２月１０日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場。 

２、氏名、室原康人。 

３、年齢、満６５歳。 

提案理由。人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求める必要が

ある。これが議案を提出する理由である。 

まず、人権擁護委員とはという部分でございますけれども、主な活動としては人

権相談、そして人権の啓発活動、また人権侵犯に関する調査及び救済活動というも

のがございます。 

現在、人権擁護委員さんは、２名、町内におられまして、任期が３年というふう

になっております。お一方が橋本和香美氏、そしてお二方目が森明治氏でございま

して、今回、森明治氏のほうが来年の令和７年３月３１日までの任期があるわけで

すけれども、来年度で今回の任期をもって交代ということとなっております。その

ために、今回、室原康人氏のほうを推薦をさせていただいております。 

現在、ほかの役としましては、町の文化財保護委員もされておりますし、地元の

自治会活動等々でも積極的な活動をしていただいております。そういった意味でも、

いろいろな多方面の御意見も多角的な視点から見られる方でもあろうかというふう

に思いますし、また人権感覚にも優れた方であるというふうに認識をしております。 

ぜひ、室原康人氏のほうを推薦をさせていただきたいと思いますので、御審議の

ほうをよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 説明が終わりました。 

本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（井上則臣君） 質疑はないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

いたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論はないようですので、終了いたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって

おりますが、これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認めます。 

それでは、投票といたします。 

議場の出入口を閉鎖願います。 

［議場閉鎖］ 

○議長（井上則臣君） 開票立会人を指名します。 

会議規則第３２条第１項及び第２項の規定により、８番、穴井則之議員と、１番、

下城孔志郎議員を指名します。 

事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（井上則臣君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（井上則臣君） 投票箱の異状なしと認めます。 

人権擁護委員の任命に同意される方は「〇」、されない方は「×」をお願いいた

します。また、会議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 

ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票してください。 

［投 票］ 

○議長（井上則臣君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 投票漏れなしと認め、投票を終了します。 

これより開票を行います。開票立会人は、前にお願いいたします。 

［開 票］ 

○議長（井上則臣君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

○議会事務局長（松岡 洋君） 報告します。 
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投票総数８票、有効票８票、無効票０票です。 

有効投票中、「〇」が８票、「×」が０票。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） それでは、開票の結果、原案のとおり同意することに決定いた

しました。 

議場の出入口を開放してください。 

［議場開放］ 

―－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） お諮りします。 

先ほど、執行部から追加議案の提出依頼がありました。これを日程に追加し、追

加日程第１として議題にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認めます。 

議案書配付をお願いいたします。 

［議案書配付］ 

○議長（井上則臣君） 配付漏れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 配付漏れはないといたしまして、本案件の提出日が空欄となっ

ておりますので、本日の１２と御記入ください。 

―－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 議案第８８号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（井上則臣君） 追加日程第１、議案第８８号、工事請負変更契約の締結につい

てを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第８８号、工事請負変更契約の締結については、総務課長

より説明させます。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 議案第８８号、工事請負変更契約の締結について。 

上記の議案を提出する。 

令和６年１２月１２日提出、南小国町長、髙橋周二。 

南小国町自然休養村管理センター解体工事施工のため、次の請負変更契約を締結

する。 

契約の目的、南小国町自然休養村管理センター解体工事。 
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契約金額、変更前８,７７８万円、変更後８,９６２万２４７円、増額１８４万２

４７円。 

契約の相手方、熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場３５５６番地の４、大仁産業株

式会社、代表取締役、佐藤あさみ。 

提案理由。令和６年６月２５日、臨時議会において議決された南小国町自然休養

村管理センター解体工事について変更があるため、地方自治法第９６条第１項第５

号及び南小国町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

（昭和４０年南小国町条例第８号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要が

ある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページに変更仮契約書を添付しております。 

今回、議案上程が遅れた理由としまして、産業廃棄物の処分について、１１月２

７日が産廃の最終搬出日となり、マニフェストによる運搬、処分の管理等を行い、

処分料確定に時間を要したためでございます。大変申し訳ございませんでした。 

変更の理由としましては、壁面のアスベスト除去を手作業で行う等が発生したも

のと、解体により発生したコンクリートの量が設計で見込んだ量よりも多くなった

ためで、その設計料を上回ったところでございます。その辺りが理由となるところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（井上則臣君） 本案の説明が終わりました。 

質疑ございませんか。 

７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 本案とは直接は関係ないんですけれども、今、工事が終わりま

して、砂利面のままのところと、以前からのアスファルト舗装のところが、カラー

コーンで区切りがしてありますが、今後それをどういうふうな形で維持していくの

かということをお知らせ願いたいと思います。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） その外構工事の部分では、砂利等を敷いて圧縮しまして、

駐車場としてはロープで区切って、今のコンクリートの部分というのはもうそのま

まコンクリート、そこの接地面というところは、まだそこは何かしらをするという

ところは今のところは考えておりません。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） その外構工事なるものは、今後発注とかいうことになるわけで

しょうか。 
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○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） はい。ここは予算内で随意契約でこの大仁産業さんのほう

に行っていただくようにしております。もともと一緒にするところではございまし

たけれども、別でやるところではございましたけれども、期間がどうしても５か月

というところで、この予算が付いたのが去年の、決定が来たのが１１月末、２４日

ぐらいに決定が出ましたので、どうしてもそれから時間が少しかかりまして、工事

では５か月間は最低かかると。その途中で、解体ができるというところが４５年の

ところが４４年というところがありましたので、一度県のほうにその辺りのお話も

しに行って、少し時間を要したというところで、ですから別で契約してどうのこう

のというのが難しくなりまして、もうそのまま随契で同じところでしていただくと。

そこを別で契約したら、ちょっと時間が今年度中にできるということができません

でしたので、随意契約で同じ大仁産業さんにやっていただくというところで、予算

は予算内でやっていただくようにしております。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ７番、穴井秀房議員。 

○７番（穴井秀房君） 現地が歯科医院もございますし、農協の精米所ですか、あちら

もございまして、利用がちょっと狭い部分で多くなっておりますので、なるべく早

くに、その今の工事を進めていただきたいと要望いたします。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） 私から２点ほど、解体に関して補助金をいただくことになって

いるかと思います。今回の契約が延長することによって、そこに影響がないのかが

一つ。それと、先ほど７番議員が言われました、その後の利用について、いつまで

に整備を終わらせて、いつから利用が可能になるのか、そこを教えてください。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 補助金等に関しては何も影響はございません。整備のほう

は、明けてすぐには行いますので、２月いっぱいには終わらせる予定で今現在して

おります。 

以上です。 

○議長（井上則臣君） ３番、佐藤毅議員。 

○３番（佐藤 毅君） であれば、３月１日からは、職員駐車場として利用が可能にな

ると、今現時点では予定をしているということでよろしゅうございますか。 

○議長（井上則臣君） 朝日総務課長。 

○総務課長（朝日康博君） 現在の予定ではそういう形にしております。 
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以上です。 

○議長（井上則臣君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑はないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

いたします。討論ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ないようですので、これより採決に移りたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

議案第８８号、工事請負変更契約の締結についての原案に賛成の方の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 陳情第７号 米野菜、畜産等生産費高騰継続に対する助成についての陳情 

日程第６ 陳情第８号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航

移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 

○議長（井上則臣君） 日程第５、陳情第７号を議題といたしますが、お手元に配付し

ております、陳情第７号、米野菜、畜産等生産費高騰継続に対する助成についての

陳情、陳情第８号、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移

植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情につきましては、議会運

営委員会において配付のみと決定されております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 委員長報告 付託議案陳情第６号 経済建設常任委員会 令和６年付託 

町道田ノ原白川線改良工事についての陳情 

○議長（井上則臣君） 日程第７、委員長報告を議題といたします。 

経済建設常任委員長より、付託議案陳情第６号、町道田ノ原白川線改良工事につ

いての陳情の審議結果の報告を求めます。 

穴井秀房委員長。 

○経済建設常任委員長（穴井秀房君） 委員会審査報告書。 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則
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第７７条の規定により報告します。 

１、事件名、令和６年付託陳情第６号、町道田ノ原白川線改良工事についての陳

情。 

２、付託年月日、令和６年９月１３日。 

３、審査の結果、本委員会に付託された上記の事件について、現地を視察し、慎

重に審議した結果、道路用地については無償提供という条件を付した上で採択すべ

きものと決定しましたので報告します。 

去る１０月９日に、経済建設常任委員会におきまして、現地の確認及び帰庁後に

審査を行いました。現地は、町道田ノ原白川線の白川集会所周辺の町道未改良区間

となっており、両端がもう既に改良されておりますので、その部分だけ狭く、カー

ブ等もあり、交通事故等の危険性があると考えられる区間となっております。平成

１４年頃に本箇所を残して改良工事を行っておりますが、本陳情箇所につきまして

は、用地権者の了解が得られず、未施工となったものであります。 

今回の陳情にあたりまして、用地権者の相続が発生しておりまして、現所有者よ

り白川自治会に本箇所の本人の持分を寄附してもよいとの回答が、白川自治会にあ

ったということでございまして、それをもって本陳情となったものということでご

ざいます。 

本未施工区間２００メートルほどのうち、上流側の急カーブとなる箇所が前筆の

地権者の分となっております。それより下流側が、ほか３名程度の持分となってお

ります。その方々もおおむね用地についての了承が取れているようでございます。 

まだ、本地区は地籍調査が終了しておらず、町での買収が難しい区間となるもの

でございます。そのため、今回の陳情につきましては、用地については無償提供と

いうことを条件として採択したいというふうに考えております。 

また、工事につきましては、危険箇所があるため、なるべく早いうちに上流のカ

ーブ区間を優先して行い、その後、下流の用地がはっきりしていない部分につきま

しても行うことがよいという結論に至りましたので、報告いたします。 

○議長（井上則臣君） 委員長報告が終わりました。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 質疑はないようですので、以上で委員長報告を終わります。 

これより討論に入ります。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意

見がある場合は反対の方からお願いします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 討論ないようですので、これより採決に移りたいと思いますが、
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御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

これから行う起立採決について、起立されない場合は否とみなします。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（井上則臣君） 起立全員です。よって、付託議案陳情第６号、町道田ノ原白川

線改良工事についての陳情は、委員長報告のとおり採択することに決定をいたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（井上則臣君） では、これから資料を配付します。資料の配付をお願いいたし

ます。 

［資料配付］ 

○議長（井上則臣君） 配付漏れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） ありませんですね。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議員派遣報告について 

○議長（井上則臣君） 日程第８、議員派遣報告についてを議題といたします。 

閉会中に許可しました議員派遣につきましては、別紙のとおりですので御報告を

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議員派遣の件について 

○議長（井上則臣君） 日程第９、議員派遣の件についてを議題といたします。 

閉会中に議員派遣の必要がありますので、別紙のとおり許可をしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認め、議員派遣につきましては、許可することに決

定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 閉会中の継続審査について 

○議長（井上則臣君） 日程第１０、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

ただいまお手元に配付のように、総務文教、経済建設の両常任委員会、また議会
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広報調査対策、環境問題調査の２特別委員会及び議会運営委員会から継続審査の申

出書が提出されておりますので、閉会中の継続審査を許可することにしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続審査を許可す

ることに決定をいたしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、本定例会において決定されまし

た事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認めます。したがって、この事案につきましては、

議長に委任することに決定しました。 

お諮りします。本定例会に付された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（井上則臣君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は、本日で閉会するこ

とに決定いたしました。 

これで、令和６年第４回南小国町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時４７分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 
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会議録調製者  松 岡   洋 
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会 議 顛 末 

 

議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第76号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について 

12月10日 原案可決 

議案第77号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

12月10日 原案可決 

議案第78号 南小国町消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

12月11日 原案可決 

議案第79号 南小国町介護保険関連サービス施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

12月11日 原案可決 

議案第80号 南小国町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

12月11日 原案可決 

議案第81号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び規約の一部変更について 

12月11日 原案可決 

議案第82号 令和６年度南小国町一般会計補正予算書（第

８号） 

12月11日 原案可決 

議案第85号 令和６年度南小国町簡易水道事業会計補正予

算書（第４号） 

12月11日 原案可決 

議案第86号 令和６年度南小国町下水道事業会計補正予算

書（第３号） 

12月11日 原案可決 

議案第83号 令和６年度南小国町国民健康保険特別会計補

正予算書（第３号） 

12月12日 原案可決 

議案第84号 令和６年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第２号） 

12月12日 原案可決 

議案第87号 人権擁護委員候補者の推薦について 12月12日 同  意 

議案第88号 工事請負変更契約の締結について 12月12日 原案可決 

陳情第７号 米野菜、畜産等生産費高騰継続に対する助成

についての陳情 

12月12日 配付のみ 
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議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

陳情第８号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑わ

れる国への渡航移植等を防止するための法整

備等を求める意見書提出の陳情 

12月12日 配付のみ 

付託議案 

陳情第６号 

委員長報告 

経済建設常任委員会 令和６年付託 

町道田ノ原白川線改良工事についての陳情 

12月12日 採  択 

 議員派遣報告について 12月12日 承  認 

 議員派遣の件について 12月12日 承  認 

 閉会中の継続審査について（総務文教常任委

員会／経済建設常任委員会／議会広報調査対

策特別委員会／環境問題調査特別委員会／議

会運営委員会） 

12月12日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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